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章・節 現 行 修 正 案 
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第１章 総則 

第４節 風水害の被害想定 

５ 各地区の課題と取組み目標 

 （略） 

地区 風水害の防災課題と対策方針 

① 平 

課題 （略） 

取組目標 

・治水関連事業の促進に努める。 
・土砂災害防止関連事業等の促進に努める。 
・避難所施設の安全確保に努める。 
・災害時の避難行動の習熟、防災意識の向上を図る。 
・災害対応における事業者等との連携強化に努める。 
・観光客等        の避難誘導対策に努める。 
・土砂災害警戒区域等指定箇所に係る避難計画及び緊急連絡網を作成する。  

②小名浜 

課題 （略） 

取組目標 

・治水関連事業の促進に努める。 
・土砂災害防止関連事業等の促進に努める。 
・避難所施設の安全確保に努める。 
・災害時の避難行動の習熟、防災意識の向上を図る。 
・災害対応における事業者等との連携強化に努める。 
・観光客等        の避難誘導対策に努める。 
・土砂災害警戒区域等指定箇所に係る避難計画及び緊急連絡網を作成する。  

③ 勿来 

課題 （略） 

取組目標 

・治水関連事業の促進に努める。 
・土砂災害防止関連事業等の促進に努める。 
・避難所施設の安全確保に努める。 
・災害時の避難行動の習熟、防災意識の向上を図る。 
・災害対応における事業者等との連携強化に努める。 
・観光客等        の避難誘導対策に努める。 
・土砂災害警戒区域等指定箇所に係る避難計画及び緊急連絡網を作成する。  

④ 常磐 

課題 （略） 

取組目標 

・治水関連事業の促進に努める。 
・土砂災害防止関連事業等の促進に努める。 
・避難所施設の安全確保に努める。 
・災害時の避難行動の習熟、防災意識の向上を図る。 
・災害対応における事業者等との連携強化に努める。 
・観光客等        の避難誘導対策に努める。 
・土砂災害警戒区域等指定箇所に係る避難計画及び緊急連絡網を作成する。  

⑤ 内郷 

課題 （略） 

取組目標 

・治水関連事業の促進に努める。 
・土砂災害防止関連事業等の促進に努める。 
・避難所施設の安全確保に努める。 
・災害時の避難行動の習熟、防災意識の向上を図る。 
・災害対応における事業者等との連携強化に努める。 
・観光客等        の避難誘導対策に努める。 
・土砂災害警戒区域等指定箇所に係る避難計画及び緊急連絡網を作成する。  

第１章 総則 

第４節 風水害の被害想定 

５ 各地区の課題と取組み目標 

 （略） 

地区 風水害の防災課題と対策方針 

① 平 

課題 （略） 

取組目標 

・治水関連事業の促進に努める。 
・土砂災害防止関連事業等の促進に努める。 
・避難所施設の安全確保に努める。 
・災害時の避難行動の習熟、防災意識の向上を図る。 
・災害対応における事業者等との連携強化に努める。 
・旅行者を含む帰宅困難者等の避難誘導対策に努める。 
・土砂災害警戒区域等指定箇所に係る避難計画及び緊急連絡網を作成する。  

②小名浜 

課題 （略） 

取組目標 

・治水関連事業の促進に努める。 
・土砂災害防止関連事業等の促進に努める。 
・避難所施設の安全確保に努める。 
・災害時の避難行動の習熟、防災意識の向上を図る。 
・災害対応における事業者等との連携強化に努める。 
・旅行者を含む帰宅困難者等の避難誘導対策に努める。 
・土砂災害警戒区域等指定箇所に係る避難計画及び緊急連絡網を作成する。  

③ 勿来 

課題 （略） 

取組目標 

・治水関連事業の促進に努める。 
・土砂災害防止関連事業等の促進に努める。 
・避難所施設の安全確保に努める。 
・災害時の避難行動の習熟、防災意識の向上を図る。 
・災害対応における事業者等との連携強化に努める。 
・旅行者を含む帰宅困難者等の避難誘導対策に努める。 
・土砂災害警戒区域等指定箇所に係る避難計画及び緊急連絡網を作成する。  

④ 常磐 

課題 （略） 

取組目標 

・治水関連事業の促進に努める。 
・土砂災害防止関連事業等の促進に努める。 
・避難所施設の安全確保に努める。 
・災害時の避難行動の習熟、防災意識の向上を図る。 
・災害対応における事業者等との連携強化に努める。 
・旅行者を含む帰宅困難者等の避難誘導対策に努める。 
・土砂災害警戒区域等指定箇所に係る避難計画及び緊急連絡網を作成する。  

⑤ 内郷 

課題 （略） 

取組目標 

・治水関連事業の促進に努める。 
・土砂災害防止関連事業等の促進に努める。 
・避難所施設の安全確保に努める。 
・災害時の避難行動の習熟、防災意識の向上を図る。 
・災害対応における事業者等との連携強化に努める。 
・旅行者を含む帰宅困難者等の避難誘導対策に努める。 
・土砂災害警戒区域等指定箇所に係る避難計画及び緊急連絡網を作成する。  
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⑥ 四倉 

課題 （略） 

取組目標 

・治水関連事業の促進に努める。 
・土砂災害防止関連事業等の促進に努める。 
・避難所施設の安全確保に努める。 
・災害時の避難行動の習熟、防災意識の向上を図る。 
・観光客等        の避難誘導対策に努める。 
・土砂災害警戒区域等指定箇所に係る避難計画及び緊急連絡網を作成する。  

 

第２章 災害予防 

第１節 自分と家族を守る災害予防と減災対策への取り組み 

２ 日常の予防活動 

（略） 

 ⑷ 土砂災害及び河川・海岸災害に対する警戒 

① 土砂災害 

ア 平時から土砂災害の前兆現象への注意 

イ 前兆現象を確認したときは、遅滞なく市、県や警察等への連絡 

ウ 防災マップ等により土砂災害危険箇所等及び避難路・避難所の位置を把握 

エ 土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）を確認 

                           

② 河川・海岸災害 

ア 平時から堤防や護岸などの河川管理施設や海岸保全施設における漏水や亀裂などの  

 前兆現象への注意 

イ 前兆現象を確認した時、遅滞なく市、県や警察等への連絡 

ウ 防災マップ等により避難路・避難所の位置を把握 

エ 洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）を確認 
オ 土砂アラート（福島県土砂災害情報システム）を確認 

 

第２章 日常の予防活動 

第２節 地域力・市民力を活かした防災への取り組み 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

（略） 

 ⑷ 市の役割 

  ① 自主防災組織の育成・自主防災リーダーの養成 

   （略） 

   イ 地域住民の自発的な活動である自主防災組織の取り組みは、その中核となるべきリー

ダーの見識や熱意に依るところが大きいことから、防災士の資格取得を積極的に支援す

⑥ 四倉 

課題 （略） 

取組目標 

・治水関連事業の促進に努める。 
・土砂災害防止関連事業等の促進に努める。 
・避難所施設の安全確保に努める。 
・災害時の避難行動の習熟、防災意識の向上を図る。 
・旅行者を含む帰宅困難者等の避難誘導対策に努める。 
・土砂災害警戒区域等指定箇所に係る避難計画及び緊急連絡網を作成する。  

 

第２章 災害予防 

第１節 自分と家族を守る災害予防と減災対策への取り組み 

２ 日常の予防活動 

（略） 

 ⑷ 土砂災害及び河川・海岸災害に対する警戒 

① 土砂災害 

ア 平時から土砂災害の前兆現象への注意 

イ 前兆現象を確認したときは、遅滞なく市、県や警察等への連絡 

ウ 防災マップ等により土砂災害警戒区域等及び避難路・避難所の位置を把握 

エ 土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）を確認 

オ 土砂アラート（福島県土砂災害情報システム）を確認 

② 河川・海岸災害 

ア 平時から堤防や護岸などの河川管理施設や海岸保全施設における漏水や亀裂などの 

 前兆現象への注意 

イ 前兆現象を確認した時、遅滞なく市、県や警察等への連絡 

ウ 防災マップ等により避難路・避難所の位置を把握 

エ 洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）を確認 
オ 福島県河川流域総合情報システム     を確認 

 

第２章 日常の予防活動 

第２節 地域力・市民力を活かした防災への取り組み 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

（略） 

 ⑷ 市の役割 

  ① 自主防災組織の育成・自主防災リーダーの養成 

   （略） 

  イ 地域住民の自発的な活動である自主防災組織の取り組みは、その中核となるべきリー

ダーの見識や熱意に依るところが大きいことから、防災士の資格取得を積極的に支援す
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２・６ 

 

 

 

 

 

 

るとともに、研修会の開催、先進の取組事例の紹介                 

                     などを通じ、地域の防災リーダーの育成

に努める。 

 

第３節 防災知識の普及及び訓練 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

 （略） 

 ⑷ 市の役割 

  ① 市職員の防災・減災教育、防災部門の人材育成 

   （略） 

   ウ 市職員の防災・減災教育及び研修 

風水害発生時に応急対策の実施主体となる市職員には、災害に関する知識と適切な判

断力が求められることから、市は次の事項について全職員に対し、                         

                          定期的に研修や訓練等を実施

する。 

 

第４節 都市の防災構造化 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

 （略） 

 ⑹ 市の役割 

  （略） 

  ② 災害に強い都市基盤づくり 

   （略） 

ア 水害に強い都市基盤づくり 

市は、宅地等浸水危険箇所及び土砂災害危険箇所等を公表し、災害の未然防止を図る

とともに総合的な治水・砂防対策の推進を図る。また、市域の防災性向上のために、街

路、公園、緑地などの計画的な配置等により防災安全空間の確保を図る。 

 

第６節 情報伝達手段の多重化 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

 ⑴ 県の役割 

 （略） 

  ② 防災事務連絡システムの整備    

福島地方気象台からの防災気象情報や県河川流域総合情報システムの雨量・水位情報及

び土砂災害警戒情報等を配信し、災害対応に役立てるほか、インターネットを利用して気

るとともに、研修会の開催、先進の取組事例の紹介、気象防災アドバイザー等の水害・

土砂災害・防災気象情報に関する専門家の活用などを通じ、地域の防災リーダーの育成

に努める。 

 

第３節 防災知識の普及及び訓練 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

 （略） 

 ⑷ 市の役割 

  ① 市職員の防災・減災教育、防災部門の人材育成 

   （略） 

   ウ 市職員の防災・減災教育及び研修 

風水害発生時に応急対策の実施主体となる市職員には、災害に関する知識と適切な判

断力が求められることから、市は次の事項について全職員に対し、専門家（風水害にお

いては気象防災アドバイザー等）の知見の活用等により、定期的に研修や訓練等を実施

する。 

 

第４節 都市の防災構造化 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

（略） 

 ⑹ 市の役割 

  （略） 

  ② 災害に強い都市基盤づくり 

   （略） 

ア 水害に強い都市基盤づくり 

市は、宅地等浸水危険箇所及び土砂災害警戒区域等を公表し、災害の未然防止を図る

とともに総合的な治水・砂防対策の推進を図る。また、市域の防災性向上のために、街

路、公園、緑地などの計画的な配置等により防災安全空間の確保を図る。 

 

第６節 情報伝達手段の多重化 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

 ⑴ 県の役割 

 （略） 

  ② 福島県総合防災情報システムの整備 

災害による被害情報をはじめ、気象警報や雨量、河川の水位情報、地震・津波情報、避

難情報や避難所情報などの防災情報を一元化し、県、市町村、防災関係機関（消防、警察、
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章・節 現 行 修 正 案 
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象情報や被害状況等を地域住民に提供する。                     

                                            

 

第８節 避難所事前対策 

１ 計画の目的 

 （略） 

＜達成目標＞ 

市は、洪水、土砂災害、高潮などあらゆる自然災害に対しても安全確保が可能となる

避難場所及び避難所を指定するとともに、主要道路等に各種表示板等を設置して住民や

観光客等への周知を図る。 

避難指示等を発令するときは、対象となる住民に迅速かつ確実に伝わるように複数の

手段を用いて行う。 

避難所には、非常用発電機・毛布・携帯トイレなどの備蓄や施設のバリアフリー化、

プライバシー対策を行うなど安心して避難できる環境づくりの確保に努めるとともに、

迅速かつ的確な運営体制づくりを推進する。 

また、令和２年における新型コロナウイルス感染症の発生   を踏まえ、避難所に

おける避難者の過密抑制など感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する。 

 

２ 各主体の責務 

 （略） 

 ⑵ 市の役割 

   安全な避難場所及び避難所の指定と防災マップ等の配布による市民への周知を行う。  

                                           

             

その上で、危険が差し迫った状態になる前に住民等が避難できるよう、気象や河川水位等

の情報の周知、避難の判断・情報伝達・避難誘導体制のマニュアル化、要配慮者の避難支援

計画の策定等を行う。 

（略） 

            

                                        

                                        

                                        

                                        

                                         

 

自衛隊等）がリアルタイムで情報共有を行い、迅速な災害対応につなげるとともに、気象

情報や地震・津波情報、避難情報、被害状況等を地域住民に提供する。 

 

第８節 避難所事前対策 

１ 計画の目的 

 （略） 

＜達成目標＞ 

市は、洪水、土砂災害、高潮などあらゆる自然災害に対しても安全確保が可能となる

避難場所及び避難所を指定するとともに、主要道路等に各種表示板等を設置して住民や

観光客等への周知を図る。 

避難指示等を発令するときは、対象となる住民に迅速かつ確実に伝わるように複数の

手段を用いて行う。 

避難所には、非常用発電機・毛布・携帯トイレなどの備蓄や施設のバリアフリー化、

プライバシー対策を行うなど安心して避難できる環境づくりの確保に努めるとともに、

迅速かつ的確な運営体制づくりを推進する。 

また、        新型コロナウイルス感染症流行時の経験を踏まえ、避難所に

おける避難者の過密抑制など感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する。 

 

２ 各主体の責務 

 （略） 

 ⑵ 市の役割 

   安全な避難場所及び避難所を指定するとともに、平時から、指定避難所の場所、収容人数、

ペットの受け入れ方法等について、市ホームページや防災マップ等の配布により市民への周

知徹底を図る。 

   その上で、危険が差し迫った状態になる前に住民等が避難できるよう、気象や河川水位等

の情報の周知、避難の判断・情報伝達・避難誘導体制のマニュアル化、要配慮者の避難支援

計画の策定等を行う。 

（略） 

【自宅療養者への対応】 

市は、新型インフルエンザ等感染症等（指定感染症及び新感染症を含む。）発生時にお

ける自宅療養者等の被災に備えて、災害発生前からハザードマップ等に基づき自宅療養

者等が危険エリアに居住しているか確認を行うよう努めるものとする。また、自宅療養

者等の避難の確保に向けた具体的な検討・調整を行うとともに、必要に応じて、自宅療

養者等に対し、避難の確保に向けた情報を提供するよう努めるものとする。  
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３ 業務の内容 

 ⑴ 避難所等の指定・整備 

  （略） 

  ④ 避難所 

ア 新耐震設計基準に基づく耐震性を確保し、洪水や高潮等による浸水、土砂災害による

被災の危険のない建物とするよう努めること。 

イ 小、中学校や公民館、体育施設など、できる限り公共施設を指定すること。 

ウ できる限り歩いて避難できるよう、市内全域に確保すること。 

エ 相当の広さを有し、初動期において少なくともおおむね２㎡あたり１名を収容人数の

目安とすること。 

オ 停電・断水・ガスの供給停止・電話の不通等の事態を想定し、これに備えた設備を整

備すること。 

カ 被災者が一定期間宿泊滞在することを踏まえ、次の設備等の整備に努める。 

・通信機器（防災行政無線の戸別受信機、災害時に優先通話が可能となる特設公衆電

話、ＦＡＸ、公衆無線ＬＡＮ                         

 ） 

・通信設備（テレビ、ＦＭラジオ） 

・更衣室や授乳スペースなど女性に配慮した設備等 

・防災備蓄倉庫の設置及び仮設（携帯）トイレ、非常用発電機、投光器、給水用機材、

暖房器具、毛布、非常用食糧等避難生活に必要な物資の備蓄 

キ 要配慮者等が避難することにも配慮し、スロープや洋式トイレの設置など施設のバ

リアフリー化を進めること。 

（略） 

 ⑷ 避難所運営体制の整備 

  （略） 

  ② 運営体制 

   ア 「避難所運営マニュアル」の整備 

大規模災害時には、市職員のみによる避難所の運営が困難となるおそれがあることか

ら、地域住民と一体となった避難所の運営を行うことができるよう、平時から避難所ご

とに開設、備蓄品の管理、避難所の空間配置の検討などを行い、市職員、施設管理者、自

主防災組織等の役割分担を明確にした、市の標準となる運営マニュアルを作成する。  

                                     

   （略） 

   エ 女性や子育て家庭への配慮 

     災害時における避難所運営では、男女別更衣室・トイレ、授乳場所等の設置など、女 

３ 業務の内容 

 ⑴ 避難所等の指定・整備 

  （略） 

  ④ 避難所 

ア 新耐震設計基準に基づく耐震性を確保し、洪水や高潮等による浸水、土砂災害による

被災の危険のない建物とするよう努めること。 

イ 小、中学校や公民館、体育施設など、できる限り公共施設を指定すること。 

ウ できる限り歩いて避難できるよう、市内全域に確保すること。 

エ 相当の広さを有し、初動期において少なくともおおむね２㎡あたり１名を収容人数の

目安とすること。 

オ 停電・断水・ガスの供給停止・電話の不通等の事態を想定し、これに備えた設備を整

備すること。 

カ 被災者が一定期間宿泊滞在することを踏まえ、次の設備等の整備に努める。 

・通信機器（防災行政無線の戸別受信機、災害時に優先通話が可能となる特設公衆電話、

ＦＡＸ、公衆無線ＬＡＮ、衛星通信を活用したインターネット機器、テレビ、FM ラジ

オ） 

                  

・更衣室や授乳スペースなど女性に配慮した設備等 

・防災備蓄倉庫の設置及び仮設（携帯）トイレ、非常用発電機、投光器、給水用機材、

暖房器具、毛布、非常用食糧等避難生活に必要な物資の備蓄 

キ 要配慮者等が避難することにも配慮し、スロープや洋式トイレの設置など施設のバ

リアフリー化を進めること。 

（略） 

 ⑷ 避難所運営体制の整備 

  （略） 

  ② 運営体制 

   ア 「避難所運営マニュアル」の整備 

大規模災害時には、市職員のみによる避難所の運営が困難となるおそれがあることか

ら、地域住民と一体となった避難所の運営を行うことができるよう、市職員、施設管理

者、自主防災組織等の役割分担を明確にした市の標準となる運営マニュアルを作成する

とともに、平時から避難所の開設の想定、備蓄品の管理、避難所の空間配置図・レイア

ウト図の作成などにより、避難生活の良好な環境整備に努めるものとする。 

   （略） 

   エ 女性や子育て家庭への配慮 

     災害時における避難所運営では、男女別更衣室・トイレ、授乳場所等の設置など、女 
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２・10 

 

 

 

 

 

性のニーズを反映し、男女双方の視点に配慮するとともに、             

                 発達障がい児など集団での避難生活を送ることが

困難な子どもを持つ世帯にも配慮した避難所運営を行う必要がある。避難所運営委員会

に女性が参加することはもちろん、各避難所での避難所運営マニュアル作成の際にも、

地域の女性     が参加することが望ましい。 

市は、避難所運営体制の整備において、その検討段階から女性の参画を促し、女性リ 

ーダーの育成に努める。 

 

第９節 要配慮者の避難対策 

１ 計画の目的 

  要配慮者とは、災害時の情報入手や安全な場所への避難など一連の行動において第三者の支

援を必要とする者をいい、具体的には、平時から介護や行動の補助など何らかの支援を必要と

する障がい者や高齢者、疾病等により行動に制限のある者が対象となるほか、妊産婦、乳幼児、

児童、外国人、旅行者          についても、災害時の緊急的な状況において支援

が必要となる可能性があることから、必要に応じて対象となる。 

（略） 

４ 業務の内容 

 （略） 

 ⑵ 社会福祉施設等における対策 

  （略） 

③ 施設・設備等の安全点検 

    各施設の建物や附属施設あるいは危険物施設等については、常時安全点検を行う。また、

乳幼児や高齢者等を長時間保護する必要がある施設では、一定数量の非常用食料等（主食、

粉ミルク    、哺乳瓶、おむつ、おしり拭き、衛生用品など）の備蓄に努める。 

 （略） 

                 

                                            

                                 

 

第 10 節 水防対策 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

 （略） 

 ⑷ 市の役割 

  （略） 

⑦ 雨水出水対策 

性のニーズを反映し、男女双方の視点に配慮するとともに、キッズスペースや学習スペ

ースの設置など子育て家庭への配慮や、発達障がい児など集団での避難生活を送ること

が困難な子どもを持つ世帯にも配慮した避難所運営を行う必要がある。避難所運営委員

会に女性が参加することはもちろん、各避難所での避難所運営マニュアル作成の際にも、

地域の女性や子育て家庭が参加することが望ましい。 

市は、避難所運営体制の整備において、その検討段階から女性の参画を促し、女性リ 

ーダーの育成に努める。 

 

第９節 要配慮者の避難対策 

１ 計画の目的 

  要配慮者とは、災害時の情報入手や安全な場所への避難など一連の行動において第三者の支

援を必要とする者をいい、具体的には、平時から介護や行動の補助など何らかの支援を必要と

する障がい者や高齢者、疾病等により行動に制限のある者が対象となるほか、妊産婦、乳幼児、

児童、外国人及び旅行者を含む帰宅困難者等についても、災害時の緊急的な状況において支援

が必要となる可能性があることから、必要に応じて対象となる。 

（略） 

４ 業務の内容 

 （略） 

 ⑵ 社会福祉施設等における対策 

  （略） 

③ 施設・設備等の安全点検 

    各施設の建物や附属施設あるいは危険物施設等については、常時安全点検を行う。また、

乳幼児や高齢者等を長時間保護する必要がある施設では、一定数量の非常用食料等（主食、

乳幼児用ミルク、哺乳瓶、おむつ、おしり拭き、衛生用品など）の備蓄に努める。 

 （略） 

 ⑹ 旅行者を含む帰宅困難者の対策 

市は、通勤・通学者及び旅行者等の帰宅困難者に関する情報収集を行うとともに、避難所

の開設や代替交通手段の確保など、状況に応じた対策を講じる。 

 

第 10 節 水防対策 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

 （略） 

 ⑷ 市の役割 

  （略） 

  ⑦ 雨水出水対策 
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    平成 27 年７月の水防法改正に伴い、降水により公共下水道など排水施設に雨水を排除

できなくなった場合や、排水施設から河川等に雨水を排除できなくなった場合に発生する

浸水（いわゆる「内水による浸水」）の想定区域を定め、公表することが市町村に義務付

けられたことから、内水ハザードマップの作成に向けた調査等を行うとともに、当面の対

策として、内水による浸水履歴のある地域に対し、啓発等を行う。 

 

第 14 節 医療救護体制の整備 

２ 各主体の責務及び業務の内容  

 （略） 

⑶ 市の役割 

  ① 医療救護体制の整備 

  （略） 

   オ 医療救護資器材の確保等 

市は、市医師会と救護所における応急処置用資器材、薬剤等を選定しその備蓄を図る

とともに、市薬剤師会と薬剤師の派遣、福島薬業協同組合と医薬品等の確保、供給    

                                                  ついて事前に協議する。 

 

第 18 節 土砂災害等の予防 

（略） 

＜達成目標＞ 

国・県は、大雨に伴う地すべり・がけ崩れ等の土砂災害等を防止するため、急傾斜地の

崩壊・土石流または地すべり等のおそれのある土地について、地形・地質等の状況及び土

地の利用状況等の調査を実施するとともに、危険箇所における必要な災害防止策を実施

する。 

市は、県と連携を図りながら土砂災害危険     箇所、土砂災害の前兆現象、避難

方法等を防災マップの配布等により住民へ周知する。また、関係法令に基づき宅地造成

等に対する規制を行うなど造成地の災害予防対策を実施する。 

 

２ 各主体の責務 

⑴ 市民・企業の役割 

① 市民の役割 

ア 平時から土砂災害等の前兆現象に注意をはらうとともに、土砂災害危険          

箇所等の位置を把握しておく。 

（略） 

 ⑵ 国・県の役割 

    想定される最大規模の降雨により公共下水道など排水施設に雨水を排除できなくなった

場合や排水施設から河川等に雨水を排除できなくなった場合に発生する浸水（いわゆる「内

水による浸水」）について、市町村は、水防法に基づき想定区域を定め公表することが義

務付けられていることから、内水ハザードマップを作成し、住民への周知徹底を図る。                         

                                   

 

第 14 節 医療救護体制の整備 

２ 各主体の責務及び業務の内容  

 （略） 

⑶ 市の役割 

  ① 医療救護体制の整備 

  （略） 

   オ 医療救護資器材の確保等 

市は、市医師会と救護所における応急処置用資器材、薬剤等を選定しその備蓄を図る

とともに、「いわき市災害時の薬剤師会の医療救護活動等に関する協定書」に基づき、

市薬剤師会と薬剤師の派遣、医薬品及び衛生材料の補給等について事前に協議する。 

 

第 18 節 土砂災害等の予防 

（略） 

＜達成目標＞ 

国・県は、大雨に伴う地すべり・がけ崩れ等の土砂災害等を防止するため、急傾斜地の

崩壊・土石流または地すべり等のおそれのある土地について、地形・地質等の状況及び土

地の利用状況等の調査を実施するとともに、危険箇所における必要な災害防止策を実施

する。 

市は、県と連携を図りながら土砂災害のおそれのある箇所、土砂災害の前兆現象、避難

方法等を防災マップの配布等により住民へ周知する。また、関係法令に基づき宅地造成

等に対する規制を行うなど造成地の災害予防対策を実施する。 

 

２ 各主体の責務 

⑴ 市民・企業の役割 

① 市民の役割 

ア 平時から土砂災害等の前兆現象に注意をはらうとともに、土砂災害のおそれのある 

箇所等の位置を把握しておく。 

 （略） 

 ⑵ 国・県の役割 
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（略） 

ウ 土砂災害危険     箇所等の調査及び住民への周知 

（略） 

ケ 二次災害の予防 

a 土砂災害危険     箇所等の調査点検 

b 土砂災害危険     箇所等の応急対策 

c 二次的な土砂災害への対策 

                 

（略） 

 ⑷ 市の役割 

  （略） 

  ウ 宅地造成地      等に係る災害予防対策の実施 

  （略） 

 

３ 業務の内容 

 ⑴ 土石流災害予防対策 

① 県の役割 

ア 土木部 

大雨に伴う土石流による災害から市民の生命と財産を守るため砂防事業を推進すると

ともに、市に対し、土石流危険渓流や土石流危険区域、土石流災害に対処するための警

戒避難基準に関する資料を提供する。 
  （略） 

(2) 地すべり災害予防対策 

① 県の役割 

ア 土木部 

大雨に伴う地すべりによる災害から市民の生命と財産を守るため砂防事業を推進す

るとともに、市に対し、地すべり危険箇所や地すべり危険区域、地すべりに対処するた

めの警戒避難基準に関する資料を提供する。 

   （略） 

イ 農林水産部 

急峻な地形と脆弱な地質により地すべり危険箇所      が多数残存している

ことから、地すべりによる災害を未然に防止するため、住民への危険地区の周知を行う

とともに、これらの地域が地震等により助長・誘引されないよう地すべり等防止法によ

る防止地域の指定を進め、地すべり対策事業を推進する。 

 ⑶ 急傾斜地災害予防対策 

  （略） 

ウ 土砂災害のおそれのある箇所等の調査及び住民への周知 

（略） 

ケ 二次災害の予防 

a 土砂災害のおそれのある箇所等の調査点検 

b 土砂災害のおそれのある箇所等の応急対策 

c 二次的な土砂災害への対策 

コ 盛土による災害防止対策 

（略） 

 ⑷ 市の役割 

  （略） 

  ウ 宅地造成及び特定盛土等に係る災害予防対策の実施 

  （略） 

 

３ 業務の内容 

 ⑴ 土石流災害予防対策 

① 県の役割 

ア 土木部 

大雨に伴う土石流による災害から市民の生命と財産を守るため砂防事業を推進すると

ともに、市に対し、土砂災害警戒区域等（土石流）や 土石流災害に対処するための警

戒避難基準に関する資料を提供する。 
  （略） 

 (2) 地すべり災害予防対策 

① 県の役割 

ア 土木部 

大雨に伴う地すべりによる災害から市民の生命と財産を守るため砂防事業を推進す

るとともに、市に対し、土砂災害警戒区域等（地すべり）や  地すべりに対処するた

めの警戒避難基準に関する資料を提供する。 

      （略） 

イ 農林水産部 

急峻な地形と脆弱な地質により土砂災害警戒区域等（地すべり）が多数残存している

ことから、地すべりによる災害を未然に防止するため、住民への危険地区の周知を行う

とともに、これらの地域が地震等により助長・誘引されないよう地すべり等防止法によ

る防止地域の指定を進め、地すべり対策事業を推進する。 

 ⑶ 急傾斜地災害予防対策 
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① 県の役割 

ア 土木部 

大雨に伴うがけ崩れによる災害から市民の生命と財産を守るため、急傾斜地対策事業

を推進するとともに、市に対し、急傾斜地崩壊危険箇所や急傾斜地崩壊危険区域、がけ

崩れ災害に対処するための警戒避難基準に関する資料を提供する。 

     （略） 

 

第 20 節 農地・農業用施設等の災害予防 

１ 計画の目的 

 （略） 

＜達成目標＞ 

各施設管理者は、平時から農地・農業用施設等の定期的な点検を実施し、異常な兆候の

早期発見、危険箇所の整備を行う。また、過去に被害が生じた箇所や主要構造物、土砂災

害危険個所等の点検、監視を行い、安全を確保する。 

用排水施設管理者は、洪水等の発生が予想される場合には、ダム・ため池、頭首工、排

水機場、水門等の適切な操作を行う。また、その操作にあたり、危害を防止するため必要

があると認めるときは、あらかじめ、必要な事項を市及び警察署に通知するとともに住

民に周知させる。 

市は、ため池マップやため池ハザードマップの配布等により、浸水想定区域や避難場

所、緊急時の連絡先について住民に対し周知する。 

 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

 （略） 

⑵ 市の役割 

  （略） 

④ 施設の点検 

気象警報等が発表され、風水害発生の危険が予想される場合は、土地改良区等と連携し

て直ちにパトロールを実施し、ため池、地すべり危険箇所      等の緊急点検を行

う体制を整備する。危険と認められる箇所については、関係機関等へ連絡、住民に対する

避難指示を発令するとともに、適切な避難誘導を実施する体制を整備する。 

  （略） 

 ⑶ 土地改良区・施設管理者等の役割 

  （略） 

③ 施設の点検 

気象警報等が発表され、風水害発生の危険が予想される場合は、市と連携して直ちにパ

① 県の役割 

ア 土木部 

大雨に伴うがけ崩れによる災害から市民の生命と財産を守るため、急傾斜地対策事業

を推進するとともに、市に対し、土砂災害警戒区域等（急傾斜地の崩壊）や   がけ

崩れ災害に対処するための警戒避難基準に関する資料を提供する。 

     （略） 

 

第 20 節 農地・農業用施設等の災害予防 

１ 計画の目的 

 （略） 

＜達成目標＞ 

各施設管理者は、平時から農地・農業用施設等の定期的な点検を実施し、異常な兆候の

早期発見、危険箇所の整備を行う。また、過去に被害が生じた箇所や主要構造物、土砂災

害警戒区域等の点検、監視を行い、安全を確保する。 

用排水施設管理者は、洪水等の発生が予想される場合には、ダム・ため池、頭首工、排

水機場、水門等の適切な操作を行う。また、その操作にあたり、危害を防止するため必要

があると認めるときは、あらかじめ、必要な事項を市及び警察署に通知するとともに住

民に周知させる。 

市は、ため池マップやため池ハザードマップの配布等により、浸水想定区域や避難場

所、緊急時の連絡先について住民に対し周知する。 

 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

 （略） 

⑵ 市の役割 

  （略） 

④ 施設の点検 

気象警報等が発表され、風水害発生の危険が予想される場合は、土地改良区等と連携し

て直ちにパトロールを実施し、ため池、土砂災害警戒区域（地すべり）等の緊急点検を行

う体制を整備する。危険と認められる箇所については、関係機関等へ連絡、住民に対する

避難指示を発令するとともに、適切な避難誘導を実施する体制を整備する。 

  （略） 

 ⑶ 土地改良区・施設管理者等の役割 

  （略） 

③ 施設の点検 

気象警報等が発表され、風水害発生の危険が予想される場合は、市と連携して直ちにパ
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２・25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２・26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トロールを実施し、ため池、地すべり危険個所      等の緊急点検を行う体制を整

備する。  

 

第 25 節 ライフライン強化対策（電話） 

【実施主体】東日本電信電話㈱－福島支店 

【本庁】危機管理部、総務部 

 

１ 計画の目的  

東日本電信電話㈱－福島支店は、電気通信事業の公共性から災害時においても重要通信を確

保できるよう、平時から設備自体を強固にし、風水害に強い信頼性の高い通信設備の設計、設置

を図るとともに、通信が途絶したり麻痺したりしないよう、通信網の信頼性の向上を促進する。 

＜達成目標＞ 

東日本電信電話㈱は、電気通信設備の公共性にかんがみ、風水害発生時においても重

要通信を確保できるよう平素から設備自体を物理的に強固にし、災害に強い信頼性の高

い通信設備の設計、設置を図る。また、直接被害を受けなかった都市相互間の通信が途絶

したり麻痺したりしないよう、通信網についてシステムとしての信頼性の向上に努める。 

（略） 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

 ⑴ 事業者の役割 

  （略） 

  ⑤ 広域応援体制の整備 

    大規模災害が発生した場合は、東日本電信電話会社グループ各社に対して応援を要請し、

被災支店と連携して迅速な災害復旧を可能とするよう平時から対応方法について定めてお

く。 

 

第 26 節 ライフライン強化対策（携帯電話） 

【実施主体】携帯電話会社（㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンクモバイル㈱ 

             ） 

【本庁】危機管理部 

１ 計画の目的 

㈱ＮＴＴドコモ東北支社、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンクモバイル㈱、      （以下「携

帯電話会社」という。）は、電気通信事業の公共性から災害時においても、重要通信を確保で

きるよう平時から設備自体を強固にし、風水害に強い信頼性の高い通信設備の設計、設置を図

るとともに、通信が途絶したり、麻痺したりしないよう、通信網の信頼性の向上に努める。 

 

トロールを実施し、ため池、土砂災害警戒区域（地すべり）等の緊急点検を行う体制を整

備する。  

 

第 25 節 ライフライン強化対策（電話） 

【実施主体】ＮＴＴ東日本㈱－福島支店 

【本庁】危機管理部、総務部 

 

１ 計画の目的  

ＮＴＴ東日本㈱ －福島支店は、電気通信事業の公共性から災害時においても重要通信を確

保できるよう、平時から設備自体を強固にし、風水害に強い信頼性の高い通信設備の設計、設置

を図るとともに、通信が途絶したり麻痺したりしないよう、通信網の信頼性の向上を促進する。 

＜達成目標＞ 

ＮＴＴ東日本㈱  は、電気通信設備の公共性にかんがみ、風水害発生時においても重

要通信を確保できるよう平素から設備自体を物理的に強固にし、災害に強い信頼性の高

い通信設備の設計、設置を図る。また、直接被害を受けなかった都市相互間の通信が途絶

したり麻痺したりしないよう、通信網についてシステムとしての信頼性の向上に努める。 

（略） 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

 ⑴ 事業者の役割 

  （略） 

  ⑤ 広域応援体制の整備 

  大規模災害が発生した場合は、ＮＴＴ      グループ各社に対して応援を要請し、

被災支店と連携して迅速な災害復旧を可能とするよう平時から対応方法について定めてお

く。 

 

第 26 節 ライフライン強化対策（携帯電話） 

【実施主体】       ㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンクモバイル㈱ 

、楽天モバイル㈱  

【本庁】危機管理部 

１ 計画の目的 

㈱ＮＴＴドコモ    、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンクモバイル㈱、楽天モバイル㈱（以下「携

帯電話会社」という。）は、電気通信事業の公共性から災害時においても、重要通信を確保で

きるよう平時から設備自体を強固にし、風水害に強い信頼性の高い通信設備の設計、設置を図

るとともに、通信が途絶したり、麻痺したりしないよう、通信網の信頼性の向上に努める。 
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２・36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２・39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 27 節 ライフライン強化対策（電力） 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

（略） 

       

                                            

                                            

                             

 

第 36 節 備蓄体制の整備 

（略） 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

 （略） 

 ⑸ 市の役割 

  ① 公的備蓄 

   ア 防災備蓄倉庫等の整備 

a 休日・夜間も含めた初動対応の迅速化と避難所機能の充実を図るため、地区災害対

策本部（本庁・支所）や主要避難所（小、中学校、地区体育館等）に防災備蓄倉庫を

設置し、住民が日常生活では通常使用しないため備蓄しにくい品目（非常用発電機、

投光器、携帯トイレ、ストーブ、間仕切り（パーティション）、毛布、炊き出し道具

等）や燃料（ガソリン缶詰、灯油）、非常用食糧及び飲料水等を備蓄する。 

なお、孤立する恐れのある集落や、長期湛水の恐れのある地域では、救助活動が制

限されることを勘案し、十分な備蓄量の確保について把握するものとする。     

                                            

                   

 

第 39 節 災害時のボランティア活動の推進 

【本庁】財政部、市民協働部、保健福祉部、都市建設部 

【支所】市民課または市民福祉係、経済土木課、税務事務所、地区保健福祉センター 

【実施主体】いわき市社会福祉協議会 

【関係機関】 

・県（いわき地方振興局） 

・日本赤十字社福島県支部、福島県社会福祉協議会、福島県共同募金会、 

(公財)いわき市国際交流協会、            ボランティア団体等 

 

１ 計画の目的 

第 27 節 ライフライン強化対策（電力） 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

（略） 

⑵ 市の役割 

   避難情報等の伝達や夜間の避難時の照明の確保等に加え、積雪寒冷地の医療施設や避難所

等での防寒対策及び夏季の熱中症対策に重要であることを踏まえ、優先的に電力を必要とす

る重要施設をあらかじめ選定し、電力事業者と共有する。 

 

第 36 節 備蓄体制の整備 

（略） 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

 （略） 

 ⑸ 市の役割 

  ① 公的備蓄 

   ア 防災備蓄倉庫等の整備 

a 休日・夜間も含めた初動対応の迅速化と避難所機能の充実を図るため、地区災害対

策本部（本庁・支所）や主要避難所（小、中学校、地区体育館等）に防災備蓄倉庫を

設置し、住民が日常生活では通常使用しないため備蓄しにくい品目（非常用発電機、

投光器、携帯トイレ、ストーブ、間仕切り（パーティション）、毛布、炊き出し道具

等）や燃料（ガソリン缶詰、灯油）、非常用食糧及び飲料水等を備蓄する。 

なお、孤立する恐れのある集落や、長期湛水の恐れのある地域では、救助活動が制

限されることを勘案し、十分な備蓄量の確保について把握するほか、食糧・飲料水・

医薬品等の救援物資の緊急輸送が可能となるよう、無人航空機等の輸送手段の確保に

努めるものとする。 

 

第 39 節 災害時のボランティア活動の推進 

【本庁】財政部、市民協働部、保健福祉部、都市建設部 

【支所】市民課または市民福祉係、経済土木課、税務事務所、地区保健福祉センター 

【実施主体】いわき市社会福祉協議会 

【関係機関】 

・県（いわき地方振興局） 

・日本赤十字社福島県支部、福島県社会福祉協議会、福島県共同募金会、 

(公財)いわき市国際交流協会、登録被災者援護協力団体、ボランティア  等 

 

１ 計画の目的 
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  災害時におけるボランティア団体等による支援活動は、被災住民の生活の安定や再建に重要

な役割を果たすことから、災害時に適時適切な支援を受けられるよう、平時から関係団体等と

の連携を図り、ボランティア活動の環境整備や受入体制の整備に努める。 

＜達成目標＞ 

市は、災害ボランティアの受け入れや活動が円滑に行われるよう、平時から市社会福

祉協議会や            ＮＰＯ等と災害時の役割分担等について協議する

などネットワークの構築に努める。 

また、医療・救護活動や要配慮者等の介護支援、被災者の心のケアなど専門知識を必要

とする分野に係るボランティアについては、県や他の自治体との協定や各種機関等との

連携を図るなどにより、災害時に人材を確保できる体制づくりに努める。 

さらに、市社会福祉協議会の主催講座や市の講演会等を通じて、災害ボランティア活

動に関する啓発活動を行うなど人材育成に努める。 

 

【災害ボランティアの区分】 

① 職能による区分 

一般ボランティア 
専門知識・技術や経験、年齢、性別に関係なく、労力・物

資・場所・情報等を提供するボランティア 

専門ボランティア 

医師や看護師、手話奉仕員やガイドヘルパー、被災宅地の

危険度判定士など専門的な知識や技能を活用するボランテ

ィア 

（略） 
 

２ 各主体の責務及び業務の内容  

⑴ 主な関係機関の役割 

① いわき市社会福祉協議会 

（略） 

                                         

             

（略） 

 ⑵ 市の役割 

  （略） 

  ② ボランティア保険の周知 

災害ボランティア活動を希望する者に対し、活動を始める前にボランティア保険に加入

するよう周知に努める。 

 

  災害時におけるボランティア  等による支援活動は、被災住民の生活の安定や再建に重要

な役割を果たすことから、災害時に適時適切な支援を受けられるよう、平時から関係団体等と

の連携を図り、ボランティア活動の環境整備や受入体制の整備に努める。 

＜達成目標＞ 

市は、災害ボランティアの受け入れや活動が円滑に行われるよう、平時から市社会福

祉協議会や登録被災者援護協力団体、ＮＰＯ等と災害時の役割分担等について協議する

などネットワークの構築に努める。 

また、医療・救護活動や要配慮者等の介護支援、被災者の心のケアなど専門知識を必要

とする分野に係るボランティアについては、県や他の自治体との協定や各種機関等との

連携を図るなどにより、災害時に人材を確保できる体制づくりに努める。 

さらに、市社会福祉協議会の主催講座や市の講演会等を通じて、災害ボランティア活

動に関する啓発活動を行うなど人材育成に努める。 

 

【災害ボランティアの区分】 

① 職能による区分 

一般ボランティア 
専門知識・技術や経験、年齢、性別に関係なく、労力・物

資・場所・情報等を提供するボランティア 

専門ボランティア 

医師や看護師、手話通訳 やガイドヘルパー、被災宅地の

危険度判定士など専門的な知識や技能を活用するボランテ

ィア 

（略） 
 

２ 各主体の責務及び業務の内容  

⑴ 主な関係機関の役割 

① いわき市社会福祉協議会 

（略） 

エ 災害ボランティア活動を希望する者に対し、活動を始める前にボランティア保険に加

入するよう周知に努める。 

  （略） 

 ⑵ 市の役割 

  （略） 
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３・１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 40 節 災害応援・受援体制の整備 

２ 市の役割と業務の内容 

 （略） 

⑵ 体制の具現化 

   相互応援・受援を迅速かつ効果的に実施するため、予め派遣すべき部局や応援を受け入れ

る体制を次のとおり定める。 

① 受援 

ア 人的受援対策 

a 総務部は、業務継続計画を策定する中で災害発生時の応急業務や災害時にあっても

優先して行う通常業務を抽出するとともに、不足が見込まれる業種及び人数を算定し

ておく。 

b 総務部は、他市からの応援職員が宿泊可能な公共施設を抽出するとともに、不足が

見込まれる場合は、民間施設の使用について協定の締結等を行う。          

                                        

                              

   （略） 

   

第３章 災害応急対策 

第１節 災害対策本部の組織・運営 

１ 計画の目的 

大雨や洪水、暴風などの災害発生時において、市及び防災関係機関は、平時に各部署が持つ

専門知識や人的ネットワークを最大限に活かし、被災者の救援・救助を強力に推進する体制を

整える。 

＜達成目標＞ 

市は、大規模な風水害が発生するおそれのある場合または発生した場合、限られた人

員を効率的に配備し、市の組織が一丸となって災害応急対策にあたるため、災害対策本

部設置・運営マニュアル等に基づき発災後                     

     すみやかに災対本部及び災対各地区本部を設置し、必要に応じて災対各地区

本部に職員を派遣するなど、災害に対し本市の総合力をもってあたる。 

 

         

                                            

                                            

                                           

                                           

第 40 節 災害応援・受援体制の整備 

２ 市の役割と業務の内容 

 （略） 

⑵ 体制の具現化 

   相互応援・受援を迅速かつ効果的に実施するため、予め派遣すべき部局や応援を受け入れ

る体制を次のとおり定める。 

① 受援 

ア 人的受援対策 

a 総務部は、業務継続計画を策定する中で災害発生時の応急業務や災害時にあっても

優先して行う通常業務を抽出するとともに、不足が見込まれる業種及び人数を算定し

ておく。 

b 総務部は、他市からの応援職員が宿泊可能な公共施設を抽出するとともに、不足が

見込まれる場合は、民間施設の使用について協定の締結等を行い、応援職員に対して

提供できる、公共施設、民間施設、仮設の拠点や車両を設置できる空き地など宿泊場

所として活用可能な施設等のリスト化に努めるものとする。 

   （略） 

   

第３章 災害応急対策 

第１節 災害対策本部の組織・運営 

１ 計画の目的 

大雨や洪水、暴風などの災害発生時において、市及び防災関係機関は、平時に各部署が持つ

専門知識や人的ネットワークを最大限に活かし、被災者の救援・救助を強力に推進する体制を

整える。 

＜達成目標＞ 

市は、大規模な風水害が発生するおそれのある場合または発生した場合、限られた人

員を効率的に配備し、市の組織が一丸となって災害応急対策にあたるため、あらかじめ

防災行動計画（タイムライン）を作成し、関係機関と連携して迅速な対応を行う。また、

発災後は、すみやかに災対本部及び災対各地区本部を設置し、必要に応じて災対各地区

本部に職員を派遣するなど、災害に対し本市の総合力をもってあたる。 

 

２ 防災行動計画 

防災行動計画（タイムライン）とは、市及び防災関係機関が連携し災害時に発生する状況を

あらかじめ想定し共有したうえで、「いつ」、「誰が」、「何を」実施するのかに着目して、

防災行動と実施主体を時系列で整理した計画である。それぞれの役割を明確にすることで、災

害時の連携した迅速な防災行動につなげ、被害の軽減等を図るものとする。 また、平時から
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２ 出動体制 

（略） 

３ 災害対策本部及び災害対策各地区本部の設置・廃止基準 

（略） 

４ 避難所の開設 

（略） 

５ 災害対策本部及び災害対策各地区本部の体制 

（略） 

６ 指揮命令の順位 

（略） 

７ いわき市防災会議連絡員室の設置  

（略） 

 

３ 業務の内容 

 （略） 

 ⑶ 市が行う応援要請 

  ① 指定地方行政機関に対する要請 

   （略） 

                                            

                                            

                  

                                            

                                            

                                            

                                            

                  

   ウ 市長は、応急対策または災害復旧のため、災害対策用機械等が必要と認めるときは、

東北地方整備局に対し、災害対策用機械等の支援を要請する。県を通じてのあっせん要

請のほか、直接出先機関に要請することもできる。 

 

〈使用要請事項〉  

・使用を要請する理由 ・その他必要な事項 

・使用を必要とする期間  

防災訓練等を実施し、同計画の効率的な運用に努めるとともに、災害対応の検証等を踏まえ、

必要に応じて同計画の見直しを行うものとする。  

３ 出動体制 

（略） 

４ 災害対策本部及び災害対策各地区本部の設置・廃止基準 

（略） 

５ 避難所の開設 

（略） 

６ 災害対策本部及び災害対策各地区本部の体制 

（略） 

７ 指揮命令の順位 

（略） 

８ いわき市防災会議連絡員室の設置 

（略） 

 

３ 業務の内容 

 （略） 

 ⑶ 市が行う応援要請 

  ① 指定地方行政機関に対する要請 

   （略） 

   ウ 市長は、応急措置が的確かつ円滑に行われるようにするため必要があると認めるとき

は、県に対し、指定行政機関又は関係指定地方行政機関に対する応急措置の実施の要請

をするよう求めるものとする。 

エ 市長は、ウの要求ができない場合には、その旨及び市内の災害の状況を指定行政機関

又は指定地方行政機関に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた指

定行政機関又は指定地方行政機関は、その事態に照らし緊急を要し、都道府県からの要

請を待ついとまがないと認められるときは、当該要請を待たないで、応急措置を実施す

ることができる。 

オ 市長は、応急対策または災害復旧のため、災害対策用機械等が必要と認めるときは、

東北地方整備局に対し、災害対策用機械等の支援を要請する。県を通じてのあっせん要

請のほか、直接出先機関に要請することもできる。 

 

〈使用要請事項〉  

・使用を要請する理由 ・その他必要な事項 

・使用を必要とする期間  
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３・４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 避難指示等を発令する場合において地方行政機関に対し必要な助言を求める。 

 

第４節 気象情報等の伝達 

３ 業務の内容 

 ⑴ いわき市に関する注意報・警報等の種類と概要 

  ① 一般の利用に適合する予報及び警報 

   ア 特別警報 

     （略）     

特別警報の種類 概  要 

大雨特別警報 大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく

大きいと予想されたときに発表される。大雨特別警報には、大雨

特別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、大雨特別警報（土

砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。 

災害がすでに発生している又は切迫している状況であり、命を守

るための最善の行動をとる必要があることを示す警戒レベル５に

相当。 

大雪特別警報 大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく

大きいと予想されたときに発表される。 

暴風特別警報 暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく

大きいと予想されたときに発表される。 

暴風雪特別警報 雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれ

が著しく大きいと予想されたときに発表される。「暴風による重大

な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害等による重大な

災害」のおそれについても警戒を呼びかける。 

波浪特別警報 高い波が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し

く大きいと予想されたときに発表される。 

高潮特別警報 台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常であるため重大な災

害が発生するおそれが著しく大きいと予想されたときに発表され

る。避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

※ 土砂崩れ及び浸水特別警報は、その警報事項を気象特別警報に含めて行われる。   

                                         

                           

   

   イ 警報・注意報・気象情報 

    （略） 

カ 避難指示等を発令する場合において地方行政機関に対し必要な助言を求める。 

 

第４節 気象情報等の伝達 

３ 業務の内容 

⑴ いわき市に関する注意報・警報等の種類と概要 

①  一般の利用に適合する予報及び警報 

   ア 特別警報 

     （略）     

特別警報の種類 概  要 

大雨特別警報 大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく

大きいと予想されたときに発表される。大雨特別警報には、大雨

特別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、大雨特別警報（土

砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。 

災害がすでに発生している又は切迫している状況であり、命を守

るための最善の行動をとる必要があることを示す警戒レベル５に

相当。 

大雪特別警報 大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく

大きいと予想されたときに発表される。 

暴風特別警報 暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく

大きいと予想されたときに発表される。 

暴風雪特別警報 雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれ

が著しく大きいと予想されたときに発表される。「暴風による重大

な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害等による重大な

災害」のおそれについても警戒を呼びかける。 

波浪特別警報 高い波が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し

く大きいと予想されたときに発表される。 

高潮特別警報 台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常であるため重大な災

害が発生するおそれが著しく大きいと予想されたときに発表され

る。避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

※ 土砂崩れ特別警報はその警報事項を気象特別警報に含めて行われ、「大雨特別警報（土  

砂災害）」として発表される。浸水警報の警報事項を含めて行われる気象特別警報は、「大

雨特別警報（浸水害）」として発表される。 

 

   イ 警報・注意報・気象情報 

    （略） 
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    ｃ 気象情報 

  (a) 福島県気象情報  

気象の予報等について、特別警報･警報・注意報に先立って注意   を喚起す

る場合や、特別警報･警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意   

  を解説する場合等に発表する。  

     （略） 

     ⒠ 竜巻注意情報 

       竜巻注意情報は、積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突

風に対して注意を呼びかける情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜

巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっているときに、中通り・浜通り・

会津の区域単位で発表される。                            

なお、実際に危険度が高まっている場所については竜巻発生確度ナウキャストで

確認することができる。 

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その

周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を付

加した情報が中通り・浜通り・会津の区域単位で発表される。この情報の有効期間

は、発表から概ね 1時間である。 

 

 

主な警報・注意報の種類と概要は以下のとおりとなっている 

（略） 

警報・注意報発表基準一覧表令和６年５月 23 日現在 

発表官署 福島地方気象台 

 

 

    ｃ 気象情報 

  (a) 福島県気象情報  

気象の予報等について、特別警報･警報・注意報に先立って注意・警戒を喚起す

る場合や、特別警報･警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の留意

点等を解説する場合等に発表する。  

          （略） 

     ⒠ 竜巻注意情報 

       竜巻注意情報は、積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突

風に対して注意を呼びかける情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜

巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっているときに、中通り・浜通り・

会津の区域単位で発表される。この情報の有効期間は、発表から約１時間である。 

なお、実際に危険度が高まっている場所については竜巻発生確度ナウキャストで

確認することができる。 

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その

周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を付

加した情報が中通り・浜通り・会津の区域単位で発表される。 この情報の有効期

間は、発表から概ね 1時間である。 

 

 

主な警報・注意報の種類と概要は以下のとおりとなっている 

（略） 

警報・注意報発表基準一覧表令和７年５月 29 日現在 

発表官署 福島地方気象台 
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（略） 

 

 

（略） 

 

府県予報区

一時細分区域

市町村等をまとめた地域

(浸水害) 表面雨量指数基準

(土砂災害) 土壌雨量指数基準

指定河川洪水予報
による基準

陸上

海上

陸上

海上

平地

山沿い

波浪 有義波高

高潮 潮位

表面雨量指数基準

土壌雨量指数基準

指定河川洪水予報
による基準

陸上

海上

陸上

海上

平地

山沿い

波浪 有義波高

高潮 潮位

雷

融雪

陸上

海上

霜

着氷・着雪

1時間雨量

※1（表面雨量指数, 流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。

いわき市

福島県

浜通り

浜通り南部

警報

大雨
15

84

洪水

流域雨量指数基準

仁井田川流域=17.8,新川流域=14.5,好間川流域=20.5,鮫川流域=47.1,

大久川流域=17.6,滑津川流域=11.2,藤原川流域=10.1,蛭田川流域=8.7,

三夜川流域=3.2,宮川流域=6.4,障子川流域=2.2

複合基準 ※1
新川流域=(8,9.3),鮫川流域=(14,35.9),藤原川流域=(12,7.2),

蛭田川流域=(8,7.9),夏井川流域（8，40.6）,宮川流域=(8,5.7)

1.4ｍ

福島県夏井川［小川・鎌田］

暴風 平均風速
18ｍ/s

20ｍ/s

暴風雪 平均風速
18ｍ/s　雪を伴う

20ｍ/s　雪を伴う

大雪 降雪の深さ
12時間の降雪の深さ20㎝

12時間の降雪の深さ30㎝

6.0ｍ

仁井田川流域=(5,14.2),新川流域=(5,8.4),好間川流域=(5,16.4),

藤原川流域=(5,6.5),蛭田川流域=(8,5.5),夏井川流域=(8,36.1),

三夜川流域=(5,2.4),宮川流域=(5,5.1),障子川流域＝（5,1.4)

福島県夏井川［小川・鎌田］

強風 平均風速
12ｍ/s

15ｍ/s

洪水

流域雨量指数基準

仁井田川流域=14.2,新川流域=11.2,好間川流域=16.4,鮫川流域=37.6,

大久川流域=14,滑津川流域=8.9,藤原川流域=8,蛭田川流域=6.9,

三夜川流域=2.5,宮川流域=5.1,障子川流域=1.7

複合基準 ※1
鮫川流域=(8,30.1),大久川流域=(5,11.2),滑津川流域=(5,8.6),

濃霧 視程
100ｍ

500ｍ

風雪 平均風速
12ｍ/s　雪を伴う

15ｍ/s　雪を伴う

大雪 降雪の深さ
12時間の降雪の深さ10㎝

12時間の降雪の深さ20㎝

早霜、遅霜期におおむね最低気温2℃以下(早霜期は農作物の生育を考慮し実施する)

3.0ｍ

0.9ｍ

落雷等により被害が予想される場合

融雪により被害が予想されるとき

大雪注意報の条件下で気温が‐2℃より高い場合

記録的短時間大雨情報 100㎜

乾燥
①最小湿度40%，実効湿度60%で風速８ｍ/s以上

②最小湿度30%，実効湿度60%

なだれ
①24時間降雪の深さが40㎝以上

②積雪50㎝以上で日平均気温3℃以上の日が継続

注意報

大雨
10

53

低温
夏季：最高・最低・平均気温のいずれかが平年より4～5℃以上低い日が数日以上続くとき

冬季：浜通り、中通り中部、中通り北部の平地：最低気温が-8℃以下、又は-5℃以下の日が数日続くとき



 いわき市地域防災計画（風水害対策編）新旧対照  

18 

 

章・節 現 行 修 正 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 注意報・警報等の伝達 

 （略） 

  ② 情報伝達の体系 

 

(3) 注意報・警報等の伝達 

 （略） 

  ② 情報伝達の体系 
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章・節 現 行 修 正 案 
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３・７ 

 

 

 

第６節 災害情報の収集・伝達 

【災対本部】全部・班 【災対各地区本部】全班 

【関係機関】 

・国（磐城国道事務所） 

・県（危機管理部、いわき地方振興局、いわき建設事務所）、県警察本部（いわき中央、東、

南警察署） 

・防災関係機関、放送事業者、ボランティア団体等    

１ 計画の目的 

（略） 

＜達成目標＞ 

市は、県、ボランティア団体等   と連携して災害関連情報等を集約し、防災関係

機関、報道機関等に情報提供を行う。 

市民に対しては、ラジオ、テレビ、広報車、ホームページ、防災行政無線、携帯メー

ル、掲示板など特性の違う複数の手段により、市民それぞれのニーズに対応した効果的

な情報伝達に努める。 

（略） 

２ 各主体の責務 

 （略） 

 ⑵ 市の役割 

  （略） 

  イ 被害が発生した場合には、被害の第一報を｢消防庁への火災･災害等即報基準｣等に基づ

き、県総合情報通信ネットワーク（防災事務連絡システム   ）により県に報告すると

ともに、当該情報については、報道機関等を通じて市民や防災関係機関に提供する。 

（略） 

４ 市の実施体制 

 （略） 

⑴  第１段階（発災初動期：～おおむね３日以内） 

（略） 

② 災対産業振興部・災対財政部：物資統括班 

 （略） 

 

第７節 通信の確保 

３ 業務の内容 

 ⑴ 通信施設の応急対策 

 

第６節 災害情報の収集・伝達 

【災対本部】全部・班 【災対各地区本部】全班 

【関係機関】 

・国（磐城国道事務所） 

・県（危機管理部、いわき地方振興局、いわき建設事務所）、県警察本部（いわき中央、東、

南警察署） 

・防災関係機関、放送事業者、登録被災者援護協力団体等 

１ 計画の目的 

 （略） 

＜達成目標＞ 

市は、県、登録被災者援護協力団体等と連携して災害関連情報等を集約し、防災関係

機関、報道機関等に情報提供を行う。 

市民に対しては、ラジオ、テレビ、広報車、ホームページ、防災行政無線、携帯メー

ル、掲示板など特性の違う複数の手段により、市民それぞれのニーズに対応した効果的

な情報伝達に努める。 

（略） 

２ 各主体の責務 

 （略） 

 ⑵ 市の役割 

  （略） 

  イ 被害が発生した場合には、被害の第一報を｢消防庁への火災･災害等即報基準｣等に基づ

き、県総合情報通信ネットワーク（福島県総合防災情報システム）により県に報告すると

ともに、当該情報については、報道機関等を通じて市民や防災関係機関に提供する。 

（略） 

４ 市の実施体制 

 （略） 

⑴ 第１段階（発災初動期：～おおむね３日以内） 

（略） 

② 災対財政部・災対産業振興部：物資統括班 

 （略） 

 

第７節 通信の確保 

３ 業務の内容 

 ⑴ 通信施設の応急対策 
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章・節 現 行 修 正 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３・10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   市は、発災直後に市災対本部や災対各地区本部など災害対応拠点施設を中心に通信施設の

機能を確認し、被災が判明した場合は、ただちに復旧にあたるとともに、その間は、移動系

防災行政無線や衛星携帯電話などにより復旧までの通信の確保に努める。 

① 公衆通信施設 

ア 災害時優先電話 

通話が輻輳しても、防災関係機関との重要通信を確保するため、一般の電話に対して

優先的に利用できるよう、あらかじめ東日本電信電話㈱の指定を受けた電話であり、市

は、当該電話を職員に周知し有効に利用する。 

イ 特設公衆電話 

市と東日本電信電話㈱との協定に基づき、小・中学校など主要避難所にあらかじめ専

用回線を整備しており、大規模災害時には、被災者が無料で利用することができる。 

  （略） 

  ③ 衛星携帯電話 

    市外      との情報連絡手段のバックアップとして、災対本部に配備する。            

                             

 

第 10 節 避難対策 

５ 避難 

 （略） 

 ⑵ 携行品 

携行品は、円滑な避難行動に支障をおこさない最小限度とする。なお、家財の持出し等は、

原則として行わないようにする。 

【避難時の携行品】 

 

① 服 装： 動きやすく、重ね着で温度調節ができるよう心掛け、防寒を兼ねて靴

下、帽子、軍手なども準備しておく。 

② 持ち物： 貴重品並びに非常持出袋に収納可能な程度の荷物とする。準備があれ

ば、１人あたり１日分の食料や３リットルの飲料水、懐中電灯、携帯ラ

ジオ、タオル等。必要に応じて、常備薬、おくすり手帳、   保険証、

食物アレルギー対応食、メガネ、入歯、オムツ、生理用品を用意する。 

 特に、乳幼児用ミルクや離乳食、紙おむつや生理用品など嗜好性の高

いものや食物アレルギー対応食、慢性疾患等による食事制限が必要な者

に対する特別用途食など個別の対応が求められる品目については、発災

直後に入手することは極めて困難であることから、可能な限り家庭で備

蓄したものを活用する。 

   市は、発災直後に市災対本部や災対各地区本部など災害対応拠点施設を中心に通信施設の

機能を確認し、被災が判明した場合は、ただちに復旧にあたるとともに、その間は、移動系

防災行政無線や衛星携帯電話などにより復旧までの通信の確保に努める。 

① 公衆通信施設 

ア 災害時優先電話 

通話が輻輳しても、防災関係機関との重要通信を確保するため、一般の電話に対して

優先的に利用できるよう、あらかじめＮＴＴ東日本㈱ の指定を受けた電話であり、市

は、当該電話を職員に周知し有効に利用する。 

イ 特設公衆電話 

市とＮＴＴ東日本㈱ との協定に基づき、小・中学校など主要避難所にあらかじめ専

用回線を整備しており、大規模災害時には、被災者が無料で利用することができる。  

  （略） 

  ③ 衛星通信   

    市外や孤立集落等との情報連絡手段のバックアップとして、衛星通信を活用した携帯電

話やインターネット機器の災対本部への配備、活用に努める。 

 

第 10 節 避難対策 

５ 避難 

 （略） 

 ⑵ 携行品 

携行品は、円滑な避難行動に支障をおこさない最小限度とする。なお、家財の持出し等は、

原則として行わないようにする。 

【避難時の携行品】 

 

① 服 装： 動きやすく、重ね着で温度調節ができるよう心掛け、防寒を兼ねて靴

下、帽子、軍手なども準備しておく。 

② 持ち物： 貴重品並びに非常持出袋に収納可能な程度の荷物とする。準備があれ

ば、１人あたり１日分の食料や３リットルの飲料水、懐中電灯、携帯ラ

ジオ、タオル等。必要に応じて、常備薬、おくすり手帳、マイナ保険証、

食物アレルギー対応食、メガネ、入歯、オムツ、生理用品を用意する。 

 特に、乳幼児用ミルクや離乳食、紙おむつや生理用品など嗜好性の高

いものや食物アレルギー対応食、慢性疾患等による食事制限が必要な者

に対する特別用途食など個別の対応が求められる品目については、発災

直後に入手することは極めて困難であることから、可能な限り家庭で備

蓄したものを活用する。 
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３・14 

 

 

 

 

 

３・15 

 

11 避難所の開設 

（略） 

 (2) 開設の手順 

避難所開設は、別に定める「避難所運営マニュアル」によるが、その手順は、おおむね以

下のとおりとする。                                

                                           

  （略） 

 

12 避難所の運営 

 （略） 

 ⑶ 運営の手順 

避難所運営の手順は、「避難所運営マニュアル」によることとするが、おおよそ以下のと

おりである。                                   

                                

  （略） 

 

15 車中泊避難者への支援 

自動車や仮設テントなどは、自宅近くに避難でき、プライバシーも保てるなど利点も多く、

今後の災害時においても多くの被災者が車中泊等を行うことが予想される。 

災対各地区本部避難所班は、次のとおり、車中泊避難者の実態把握に努めるとともに、必要

に応じて食糧・物資等の提供、情報の提供、避難所情報の提供などの支援に努める。 

特に、水分不足や運動不足等から静脈血栓塞栓症（エコノミークラス症候群）を引き起こし

やすくなるため、その予防方法を周知するよう努めるものとする。 

                                            

    

 （略） 

 

第 14 節 ペットの保護対策 

３ 業務の内容 

  市は、福島県動物救護本部や一般財団法人ペット災害対策推進協会の協力のもと、次の活動

を行う。 

 （略） 

 

第 15 節 要配慮者への対策 

 

11 避難所の開設 

（略） 

 (2) 開設の手順 

避難所開設は、別に定める「避難所運営マニュアル」によるが、その手順は、おおむね以

下のとおりとする。（ペット同行避難の受入準備及びその対応等については、避難所運営マ

ニュアル別冊「避難所におけるペット同行避難への対応マニュアル」を参照） 

  （略） 

 

12 避難所の運営 

 （略） 

 ⑶ 運営の手順 

   避難所運営の手順は、「避難所運営マニュアル」によることとするが、おおよそ以下のと

おりである。（ペット同行避難への対応等については、避難所運営マニュアル別冊「避難所

におけるペット同行避難への対応マニュアル」を参照） 

  （略） 

 

15 車中泊避難者への支援 

自動車や仮設テントなどは、自宅近くに避難でき、プライバシーも保てるなど利点も多く、

今後の災害時においても多くの被災者が車中泊等を行うことが予想される。 

災対各地区本部避難所班は、次のとおり、車中泊避難者の実態把握に努めるとともに、必要

に応じて食糧・物資等の提供、情報の提供、避難所情報の提供などの支援に努める。 

特に、水分不足や運動不足等から静脈血栓塞栓症（エコノミークラス症候群）を引き起こし

やすくなるため、その予防方法を周知するよう努めるものとする。 

この際、車中泊避難の早期解消に向け、必要な支援の実施等に配慮するよう努めるものとす

る。 

 （略） 

 

第 14 節 ペットの保護対策 

３ 業務の内容 

  市は、福島県動物救護本部                  の協力のもと、次の活動

を行う。 

 （略） 

 

第 15 節 要配慮者への対策 
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３ 業務の内容 

（略） 

                 

                                           

                                 

 

⑽ 性的マイノリティの支援対策 

  （略） 

 

第 19 節 医療救護活動 

２ 各主体の責務 

 （略） 

 ⑵ 市の役割 

  （略） 

  イ 災対保健福祉部保健所班は、被災者に対する医療及び助産を実施するため、避難所また

は市内の医療機関に救護所を設置するとともに、市医師会、市病院協議会など医療関係団

体と協議し、医療救護班、歯科医療救護班及び薬剤師班（以下「医療救護班等」という。）

の派遣計画を策定する。 

 ウ 災対保健福祉部保健所班は、市医師会や市薬剤師会、福島薬業協同組合等と協議を行い、

救護所における医療救護活動に必要な応急処置用資器材や医薬品等を確保する。 

 

３ 業務の内容 

 （略） 

 ⑶ 医療救護体制 

  （略） 

  ② 救急指定病院（地域災害拠点病院を含む。） 

    災害発生時においては、重傷者の処置、収容及び助産を行うほか、中等傷者に対する処

置、精神科医療等の措置を行う。 

ア 医療救護体制の整備等 

災害発生時においては、すみやかに医師、看護師等の招集を行うなど医療体制を整え、

医療救護を開始するとともに、次の事項についてすみやかに市災対保健福祉部     

に連絡する。 

   （略） 

 ⑷ 医療、救護資器材及び医薬材料の確保 

    （略） 

３ 業務の内容 

（略） 

⑽ 旅行者を含む帰宅困難者の対策 

市は、通勤・通学者及び旅行者等の帰宅困難者に関する情報収集を行うとともに、避難所

の開設や代替交通手段の確保など、状況に応じた対策を講じる。 

 

⑾ 性的マイノリティの支援対策 

  （略） 

 

第 19 節 医療救護活動 

２ 各主体の責務 

 （略） 

 ⑵ 市の役割 

  （略） 

  イ 災対保健福祉部保健所班は、被災者に対する医療及び助産を実施するため、避難所また

は市内の医療機関に救護所を設置するとともに、市医師会、市病院協議会など医療関係団

体と協議し、医療救護班、歯科医療救護班及び薬剤師班（以下「医療救護班等」という。）

の派遣を調整  する。 

  ウ 災対保健福祉部保健所班は、市医師会や市薬剤師会         等と協議を行い、

救護所における医療救護活動に必要な応急処置用資器材や医薬品等を確保する。 

 

３ 業務の内容 

 （略） 

 ⑶ 医療救護体制 

  （略） 

  ② 救急指定病院（地域災害拠点病院を含む。） 

    災害発生時においては、重傷者の処置、収容及び助産を行うほか、中等傷者に対する処

置、精神科医療等の措置を行う。 

ア 医療救護体制の整備等 

災害発生時においては、すみやかに医師、看護師等の招集を行うなど医療体制を整え、

医療救護を開始するとともに、次の事項についてすみやかに市災対保健福祉部保健所班

に連絡する。 

   （略） 

 ⑷ 医療、救護資器材及び医薬材料の確保 

    （略） 
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３・30 

 

 

  ② 血液の確保 

市（災対保健福祉部    、医療センター）は、赤十字血液センター施設等の被災状

況をすみやかに把握するとともに、日本赤十字社福島県支部に対し、血液確保の協力要請

を行う。 

 

第 20 節 道路・橋梁・トンネル等の応急対策 

２ 業務の内容 

 ⑴ 道路管理者等の応急対策 

  （略） 

  ② 緊急の措置等 

   （略） 

   イ 道路啓開 

（略） 

                                             

                     

b 緊急車両の通行の妨害となり、災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれが

あると認められる路上障害物については、県警察本部の協力を得るなどして排除する。 

c 道路区間が指定された場合において、車両を移動するよう命じられた車両等の占有

者等が当該措置をとらない場合、または運転者がいない場合は、道路管理者等は自ら車

両の移動等を行うものとする。 

d 道路管理者等は、自ら車両の移動等を行った場合は、やむを得ない限度において生じ

た損失を補償するものとする。 

 

第 24 節 農地・農業用施設の応急対策 

３ 業務の内容 

 ⑴ 災害発生の未然防止 

  （略） 

  ② 災害発生直前の対策 

   ア 施設の点検、監視 

施設管理者は、風水害の発生の恐れがある場合には、過去に被害が生じた箇所や主要

構造物、土砂災害危険箇所等の点検、監視を行う。 

 

第 30 節 り災証明書発行対策 

３ 業務の内容 

 ⑴ り災証明書の発行対象 

  ② 血液の確保 

市（災対保健福祉部保健所班、医療センター）は、赤十字血液センター施設等の被災状

況をすみやかに把握するとともに、日本赤十字社福島県支部に対し、血液確保の協力要請

を行う。 

 

第 20 節 道路・橋梁・トンネル等の応急対策 

２ 業務の内容 

 ⑴ 道路管理者等の応急対策 

  （略） 

  ② 緊急の措置等 

   （略） 

   イ 道路啓開 

（略） 

b 東北道路啓開計画（福島県版）に位置けられた路線については、東北道路啓開計画

に基づき道路啓開を実施する。 

/c 緊急車両の通行の妨害となり、災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれが

あると認められる路上障害物については、県警察本部の協力を得るなどして排除する。 

d 道路区間が指定された場合において、車両を移動するよう命じられた車両等の占有

者等が当該措置をとらない場合、または運転者がいない場合は、道路管理者等は自ら

車両の移動等を行うものとする。 

e 道路管理者等は、自ら車両の移動等を行った場合は、やむを得ない限度において生

じた損失を補償するものとする。 

 

第 24 節 農地・農業用施設の応急対策 

３ 業務の内容 

 ⑴ 災害発生の未然防止 

  （略） 

  ② 災害発生直前の対策 

   ア 施設の点検、監視 

施設管理者は、風水害の発生の恐れがある場合には、過去に被害が生じた箇所や主要

構造物、土砂災害警戒区域等の点検、監視を行う。 

 

第 30 節 り災証明書発行対策 

３ 業務の内容 

 ⑴ り災証明書の発行対象 
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３・35 
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３・40 

 

 

り災証明書は、災害対策基本法第２条第１号に規定する災害により建物（居宅、附属屋、

物置、店舗、工場等）の被害状況について市長が発行するものである。          

                                   

    なお、り災証明書発行対象の建物以外が被災した場合は、被災証明書を発行する。  

 

第 34 節 ライフライン応急対策（電話） 

【実施主体】東日本電信電話㈱－福島支店 

１ 計画の目的  

東日本電信電話㈱は、風水害の発生に際しては、通信設備等を災害から防護するとともに、

応急復旧作業の迅速かつ的確な実施、避難所等への特設公衆電話回線の設置などにより、災害

時における通信の確保を図る。 

＜達成目標＞ 

東日本電信電話㈱は、市災対本部への臨時電話の設置など防災関係機関の通信確保を

早急に実施する。また、広報車及びインターネットにより地域の住民に広報するととも

に、災害用伝言ダイヤル１７１、ｗｅｂ１７１の利用や避難所等における特設公衆電話

の運用を開始し、被災地の通信を確保する。 

 （略） 

 

第 35 節 ライフライン応急対策（携帯電話） 

【実施主体】携帯電話会社（㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンクモバイル     

                ） 
 

 

第 39 節 ライフライン応急対策（水道） 

３ 業務の内容 

 ⑴ 応急給水計画と応急復旧計画の策定 

  ア 市（災対水道部、災対市民協働部）は、被害状況を迅速かつ的確に把握し、応急給水と

応急復旧の計画を同時に立案し、相互に関連を保ちながら応急対策を実行する。 

                                               

                              

 （略） 

 

第 40 節 ライフライン応急対策（下水道） 

３ 業務の内容 

 （略） 

り災証明書は、災害対策基本法第２条第１号に規定する災害により建物（居宅、附属屋、

物置、店舗、工場等）の被害状況について市長が発行するものである。（原則として、建物

のうち住家を対象とし、災害規模等により住家以外も対象とする。）  

    なお、り災証明書発行対象の建物以外が被災した場合は、被災証明書を発行する。  

 

第 34 節 ライフライン応急対策（電話） 

【実施主体】ＮＴＴ東日本㈱ －福島支店 

１ 計画の目的  

ＮＴＴ東日本㈱  は、風水害の発生に際しては、通信設備等を災害から防護するとともに、

応急復旧作業の迅速かつ的確な実施、避難所等への特設公衆電話回線の設置などにより、災害

時における通信の確保を図る。 

＜達成目標＞ 

ＮＴＴ東日本㈱ は、市災対本部への臨時電話の設置など防災関係機関の通信確保を

早急に実施する。また、広報車及びインターネットにより地域の住民に広報するととも

に、災害用伝言ダイヤル１７１、ｗｅｂ１７１の利用や避難所等における特設公衆電話

の運用を開始し、被災地の通信を確保する。 

 （略） 

 

第 35 節 ライフライン応急対策（携帯電話） 

【実施主体】携帯電話会社（㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンクモバイル㈱、楽天モ

バイル） 
 

 

第 39 節 ライフライン応急対策（水道） 

３ 業務の内容 

 ⑴ 応急給水計画と応急復旧計画の策定 

  ア 市（災対水道部、災対市民協働部）は、被害状況を迅速かつ的確に把握し、応急給水と

応急復旧の計画を同時に立案し、相互に関連を保ちながら応急対策を実行する。 

また、応急対策にあたっては、災対生活環境部と連携し、上下水道一体となって施       

設の機能を維持するために必要な措置を講じるものとする。 

 （略） 

 

第 40 節 ライフライン応急対策（下水道） 

３ 業務の内容 

 （略） 
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３・55 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 復旧対策の実施計画 

市（災対生活環境部）は、市民生活における下水道の重要性を考慮し、できる限り速やか

な復旧対策を実施する。 

復旧にあたっては、処理場、ポンプ場、管路など主要施設から順次行う。 

                                               

                             

 

第 54 節 ボランティアとの協働 

２ 各主体の責務 

 ⑴ いわき市社会福祉協議会の役割 

災害が発生し、ボランティアによる支援の必要性があるときは、市社会福祉協議会は、市

（災対市民協働部）と連携して市内各地域の被災実情に応じ、市社会福祉センターや、各地

区本部などへ災害ボランティアセンターを設置する。 

災害ボランティアセンターの組織は、以下の図を基本とし、センターの設置・運営につい

ては、社会福祉協議会を主体としてボランティア団体等の協力を得て組織する。 

                                         

               

 ⑵ 市（災対市民協働部）の役割 

  （略） 

  ② 災害ボランティアセンターの運営支援 

ア 災害ボランティアセンターへ職員を派遣するとともに、市社会福祉協議会に対して市

防災会議連絡員室への職員派遣を要請し、相互の情報共有を図る。 

イ 求められるボランティア活動の内容、必要人員、活動場所など災害ボランティア活動

に必要な情報収集を行い、災害ボランティアセンターに提供する。 

ウ ボランティア保険への加入について啓発に努める。 

 

第 55 節 労務等の確保・供給 

３ 業務の内容 

 （略） 

 ⑸ 従事命令、協力命令 

  （略） 

  ② 命令対象者 

命令区分（作業対象） 対   象   者 

 (3) 復旧対策の実施計画 

市（災対生活環境部）は、市民生活における下水道の重要性を考慮し、できる限り速やか

な復旧対策を実施する。 

復旧にあたっては、処理場、ポンプ場、管路など主要施設から順次行う。 

また、応急対策にあたっては、災対水道部と連携し、上下水道一体となって施設の機能を

維持するために必要な措置を講じるものとする。 

 

第 54 節 ボランティアとの協働 

２ 各主体の責務 

 ⑴ いわき市社会福祉協議会の役割 

災害が発生し、ボランティアによる支援の必要性があるときは、市社会福祉協議会は、市

（災対市民協働部）と連携して市内各地域の被災実情に応じ、市社会福祉センターや、各地

区本部などへ災害ボランティアセンターを設置する。 

災害ボランティアセンターの組織は、以下の図を基本とし、センターの設置・運営につい

ては、社会福祉協議会を主体としてボランティア団体等の協力を得て組織する。 

災害ボランティア活動を希望する者に対しては、活動を始める前にボランティア保険に加

入するよう周知に努める。 

 ⑵ 市（災対市民協働部）の役割 

  （略） 

  ② 災害ボランティアセンターの運営支援 

ア 災害ボランティアセンターとの連絡調整について担当者を配置し、速やかに連絡体制 

を整える。                          

イ 求められるボランティア活動の内容、必要人員、活動場所など災害ボランティア活動 

に必要な情報収集を行い、災害ボランティアセンターに提供する。 

                                

 

第 55 節 労務等の確保・供給 

３ 業務の内容 

 （略） 

 ⑸ 従事命令、協力命令 

  （略） 

  ② 命令対象者 

   命令区分（作業対象） 対   象   者 
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災対法及び災害救助法による知事

の従事命令（災害応急対策並びに

救助作業） 

1. 医師、歯科医師または薬剤師 

2. 保健師、助産師または看護師                              

                          

                          

                        

                        

                         

    

3. 土木技術者または建築技術者 

4. 土木、左官、とび職 

5. 土木業者、建築業者及びこれらの者の従業者 

6. 地方鉄道業者及びその従業者 

7. 軌道経営者及びその従業者 

8. 自動車運送業者及びその従事者 

9. 船舶運送業者及びその従業者 

10.港湾運送業者及びその従業者 

（略） 

 

第 56 条 災害救助法による救助 

３ 業務の内容 

（略） 

 ⑷ 災害救助法の適用手続き 

 （略） 

  ② 適用の決定 

（略） 

ウ 知事は、法を適用したときはすみやかに内閣総理大臣に情報提供するとともに、次に

より県報に公示する。    

エ 知事は、法適用の公表にあたっては、内閣総理大臣と十分な調整を図る。 

【告示の例】 

災対法及び災害救助法による知事

の従事命令（災害応急対策並びに

救助作業） 

1. 医師、歯科医師または薬剤師 

2. 栄養士、管理栄養士、保健師、助産師または看護

師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、

理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、救急救

命士、言語聴覚士、歯科衛生士又は歯科技工士 

3. 保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門

員、精神保健福祉士、公認心理師または相談支援

専門員 

4. 土木技術者または建築技術者 

5. 土木、左官、とび職 

6. 土木業者、建築業者及びこれらの者の従業者 

7. 地方鉄道業者及びその従業者 

8. 軌道経営者及びその従業者 

9. 自動車運送業者及びその従事者 

10. 船舶運送業者及びその従業者 

11. 港湾運送業者及びその従業者 

（略） 

 

第 56 条 災害救助法による救助 

３ 業務の内容 

（略） 

 ⑷ 災害救助法の適用手続き 

（略） 

  ② 適用の決定 

（略） 

ウ 知事は、法を適用したときはすみやかに内閣総理大臣に情報提供するとともに、ホーム 

ページにおいて公示する。 

エ 知事は、法適用の公表にあたっては、内閣総理大臣と十分な調整を図る。 

  （削除） 
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福島県告示第○号 

令和○○年○○月○○日発生の○○災害に関し、○○月○○日から○○

市（町、村）の区域において災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）によ

る救助を実施する。 

令和○○年○○月○○日 

福島県知事○○○○ 

 

 ⑸ 災害救助法による救助の種類と市長による救助事務の実施 

① 救助の種類 

法による救助は、災害のために一定規模以上の被害が生じた場合で、被災者が現に応急

救助を必要とする場合に行われるもので、次の種類がある。 

   （略） 

            

カ 被災した住宅の応急修理 

キ 生業に必要な資金の給与または貸与 

ク 学用品の給与 

ケ 埋葬 

コ 遺体の捜索及び処理 

サ 災害によって住居またはその周辺に運ばれた土石・竹木等で日常生活に著しい支 

障を及ぼしているものの除去 

 （略） 

 

 ⑺ 強制権の発動 

知事は、迅速な救助を行うため特に必要があると認めるときは、次の権限を行使する。 

① 救助業務従事の命令（法第７条） 

法に定めた職業の者を、救助に関する業務に従事させる権限 

ア 医療関係者 

a 医師、歯科医師または薬剤師 

b  保健師、助産師または看護師                         

                                                                               

                     

          

                                                                                      

              

イ 土木建築関係者 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑸ 災害救助法による救助の種類と市長による救助事務の実施 

① 救助の種類 

法による救助は、災害のために一定規模以上の被害が生じた場合で、被災者が現に応急

救助を必要とする場合に行われるもので、次の種類がある。 

   （略） 

カ 福祉サービスの提供 

キ 被災した住宅の応急修理 

ク 生業に必要な資金の給与または貸与 

ケ 学用品の給与 

コ 埋葬 

サ 遺体の捜索及び処理 

シ 災害によって住居またはその周辺に運ばれた土石・竹木等で日常生活に著しい支 

障を及ぼしているものの除去 

 （略） 

 

 ⑺ 強制権の発動 

知事は、迅速な救助を行うため特に必要があると認めるときは、次の権限を行使する。 

① 救助業務従事の命令（法第７条） 

法に定めた職業の者を、救助に関する業務に従事させる権限 

ア 医療関係者 

a 医師、歯科医師または薬剤師 

b 栄養士、管理栄養士、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検

査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、救急救命士、言語聴覚士、歯科衛生

士または歯科技工士 

イ 福祉関係者 

         保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士、公認心理師ま

たは相談支援専門員 

ウ 土木建築関係者 
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４・２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４・３ 

 

a 土木技術者または建築技術者 

b 大工、左官またはとび職 

c 土木業者または建築業者及びこれらの者の従事者 

ウ 送関係者 

a 地方鉄道業者及びその従事者 

b 軌道経営者及びその従事者 

c 自動車運送事業者及びその従事者 

d 船舶運送業者及びその従事者 

e 港湾運送業者及びその従事者 

     ② 救助に関する業務への協力命令（法第８条） 

  被災者及び近隣の者を炊き出し等の救助の業務に従事させる権限 

                               

 （略） 

 

第４章 災害復旧・復興計画 

第２節 災害復興計画 

１ 計画の目的 

  風水害により市域に大規模な被害が発生した場合、被災者の生活及び地域の社会経済活動を

緊急かつ円滑に再建・復興するため、                         市

及び県は、市民、民間事業者及び施設管理者等と連携して、速やかに復興の基本方向を定め、

復興計画を作成する。 

また、市、県及び公共施設管理者は、復興計画に基づき住民の合意を得ながら、災害防止と

良好な都市環境を目指した効率的な復興対策、防災対策を早急に実施する。 

 

第３節 市民生活安定のための緊急措置 

１ 計画の目的 

  （略） 

＜達成目標＞ 

市は、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよ

う、災害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携

して、被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組）の実施等により、被害

状況に応じて迅速に生活支援体制を確立し、被災者からの生活相談の受付、職業のあっ

せん、生活関連物資の安定供給のための措置、租税等の徴収猶予措置、公共料金の特例措

置、被災住宅復興や事業経営安定のための資金融資、弔慰金・見舞金の支給、義援金の配

分等を実施し、                                 

a 土木技術者または建築技術者 

b 大工、左官またはとび職 

c 土木業者または建築業者及びこれらの者の従事者 

エ 輸送関係者 

a 地方鉄道業者及びその従事者 

b 軌道経営者及びその従事者 

c 自動車運送事業者及びその従事者 

d 船舶運送業者及びその従事者 

e 港湾運送業者及びその従事者 

     ② 救助に関する業務への協力命令（法第８条） 

ア 被災者及び近隣の者を炊き出し等の救助の業務に従事させる権限 

イ 登録被災者援護協力団体を救助に関する業務に協力させる権限 

 （略） 

 

第４章 災害復旧・復興計画 

第２節 災害復興計画 

１ 計画の目的 

風水害により市域に大規模な被害が発生した場合、被災者の生活及び地域の社会経済活動を

緊急かつ円滑に再建・復興するため、あらかじめ定める事前復興まちづくり計画を踏まえ、市

及び県は、市民、民間事業者及び施設管理者等と連携して、速やかに復興の基本方針を定め、

復興計画を作成する。 

また、市、県及び公共施設管理者は、復興計画に基づき住民の合意を得ながら、災害防止と

良好な都市環境を目指した効率的な復興対策、防災対策を早急に実施する。 

 

第３節 市民生活安定のための緊急措置 

１ 計画の目的 

  （略） 

＜達成目標＞ 

市は、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよ

う、災害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携

して、被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組）の実施等により、被害

状況に応じて迅速に生活支援体制を確立し、被災者からの生活相談の受付、職業のあっ

せん、生活関連物資の安定供給のための措置、租税等の徴収猶予措置、公共料金の特例措

置、被災住宅復興や事業経営安定のための資金融資、弔慰金・見舞金の支給、義援金の配

分等を実施するとともに、被災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努
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       市民生活の安定を図る。 

東日本大震災への対応で構築した、り災台帳管理から義援金支給に至る一連のシステ

ムを、今後の災害発生に備えて活用できる仕組みを整備するとともに、そのノウハウを

他の被災地にも提供できるようにする。 

 

（略） 

３ 被災者の生活再建 

（略） 

 ⑶ 各種支援制度 

（略） 

② 災害援護資金等の貸付 

 （略） 

オ 母子父子寡婦福祉資金貸付金 

根拠法令 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和 39年法律第 129 号） 

手続き 貸付申請書に関係書類を添付し、各地区保健福祉センターに提出する。 

対象となる

災害 

災害救助法の適否によらない。 

対象者 1. 母子福祉資金 

・20 歳未満の児童を扶養する母子家庭の母 

・父母のいない 20 歳未満の児童（児童に対する貸付のみ） 

               

                          

2. 寡婦福祉資金 

・寡婦 

・40 歳以上の配偶者のいない女子であって、母子家庭の母及び寡婦

以外の者（所得制限あり） 

制度の概要 母子家庭・    及び寡婦の自立と児童の福祉を増進するための貸付

制度で、貸付（200 万円以内）の種類は以下の 12 種類。 

各資金を無利子または低利で貸付けている。 

1.  母   ・母子  福祉団体対象 

・事業開始資金  ・事業継続資金 

2.  母   ・児童対象 

・就職支度資金 ・医療介護資金 

3.  母   対象 

・技能修得資金 ・生活資金 ・住宅資金 ・転宅資金       

めることにより、市民生活の安定を図る。 

東日本大震災への対応で構築した、り災台帳管理から義援金支給に至る一連のシステ

ムを、今後の災害発生に備えて活用できる仕組みを整備するとともに、そのノウハウを

他の被災地にも提供できるようにする。 

 

（略） 

３ 被災者の生活再建 

（略） 

 ⑶ 各種支援制度 

（略） 

② 災害援護資金等の貸付 

 （略） 

オ 母子父子寡婦福祉資金貸付金 

根拠法令 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和 39年法律第 129 号） 

手続き 貸付申請書に関係書類を添付し、各地区保健福祉センターに提出する。 

対象となる

災害 

災害救助法の適否によらない。 

対象者 1. 母子福祉資金 

・20 歳未満の児童を扶養する母子家庭の母 

・父母のいない 20 歳未満の児童（児童に対する貸付のみ） 

2. 父子福祉資金 

 ・20 歳未満の児童を扶養している配偶者のいない男子 

3. 寡婦福祉資金 

・寡婦 

・40 歳以上の配偶者のいない女子であって、母子家庭の母及び寡婦

以外の者（所得制限あり） 

制度の概要 母子家庭・父子家庭及び寡婦の自立と児童の福祉を増進するための貸付

制度で、貸付（200 万円以内）の種類は以下の 12 種類。 

各資金を無利子または低利で貸付けている。 

1. 夫母・寡婦・母子父子福祉団体対象 

・事業開始資金  ・事業継続資金 

2. 夫母・寡婦・児童対象 

・就職支度資金 ・医療介護資金 

3. 夫母・寡婦対象 

・技能修得資金 ・生活資金 ・住宅資金 ・転宅資金  ・結婚資金 
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4. 児童対象 

・修学資金  ・修業資金 ・就学支度資金   
 

4. 児童対象 

・修学資金  ・修業資金 ・就学支度資金   
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第１章 総則 

第４節 風水害の被害想定 

５ 各地区の課題と取組み目標 

 （略） 

地区 地震・津波災害の防災課題と対策方針 

① 平 

課  題 （略） 

取組目標 

・土砂災害防止関連事業等の促進に努める。 
・旧耐震基準の住宅及び特定建築物の耐震化の促進に努める。 
・津波防御施設整備や震災復興区画整理事業の推進に努める。 
・避難所施設の安全確保に努める。 
・災害時の避難行動の習熟、防災意識の向上を図る。 
・災害対応における事業者等との連携強化に努める。 
・観光客等        の避難誘導対策に努める。 
・土砂災害警戒区域等指定箇所に係る避難計画及び緊急連絡網を作成する。 

②小名浜 

課  題 （略） 

取組目標 

・旧耐震基準の住宅及び特定建築物の耐震化の促進に努める。 
・津波防御施設整備や震災復興区画整理事業の推進に努める。 
・避難所施設の安全確保に努める。 
・災害時の避難行動の習熟、防災意識の向上を図る。 
・災害対応における事業者等との連携強化に努める。 
・観光客等        の避難誘導対策に努める。 
・土砂災害警戒区域等指定箇所に係る避難計画及び緊急連絡網を作成する。 

③ 勿来 

課  題 （略） 

取組目標 

・土砂災害防止関連事業等の促進に努める。 
・旧耐震基準の住宅及び特定建築物の耐震化の促進に努める。 
・津波防御施設整備や震災復興区画整理事業の促進に努める。 
・避難所施設の安全確保に努める。 
・災害時の避難行動の習熟、防災意識の向上を図る。 
・災害対応における事業者等との連携強化に努める。 
・観光客等        の避難誘導対策に努める。 
・土砂災害警戒区域等指定箇所に係る避難計画及び緊急連絡網を作成する。  

④ 常磐 

課  題 （略） 

取組目標 

・土砂災害防止関連事業等の促進に努める。 
・避難所施設の安全確保に努める。 
・災害時の避難行動の習熟、防災意識の向上を図る。 
・災害対応における事業者等との連携強化に努める。 
・観光客等        の避難誘導対策に努める。 
・土砂災害警戒区域等指定箇所に係る避難計画及び緊急連絡網を作成する。  

⑤ 内郷 

課  題  （略）  

取組目標 

・旧耐震基準の住宅及び特定建築物の耐震化の促進に努める。  
・土砂災害防止関連事業等の促進に努める。 
・避難所施設の安全確保に努める。 
・災害時の避難行動の習熟、防災意識の向上を図る。 

第１章 総則 

第４節 風水害の被害想定 

５ 各地区の課題と取組み目標 

 （略） 

地区 地震・津波災害の防災課題と対策方針 

① 平 

課  題 （略） 

取組目標 

・土砂災害防止関連事業等の促進に努める。 
・旧耐震基準の住宅及び特定建築物の耐震化の促進に努める。 
・津波防御施設整備や震災復興区画整理事業の推進に努める。 
・避難所施設の安全確保に努める。 
・災害時の避難行動の習熟、防災意識の向上を図る。 
・災害対応における事業者等との連携強化に努める。 
・旅行者を含む帰宅困難者等の避難誘導対策に努める。 
・土砂災害警戒区域等指定箇所に係る避難計画及び緊急連絡網を作成する。  

②小名浜 

課  題 （略） 

取組目標 

・旧耐震基準の住宅及び特定建築物の耐震化の促進に努める。 
・津波防御施設整備や震災復興区画整理事業の推進に努める。 
・避難所施設の安全確保に努める。 
・災害時の避難行動の習熟、防災意識の向上を図る。 
・災害対応における事業者等との連携強化に努める。 
・旅行者を含む帰宅困難者等の避難誘導対策に努める。 
・土砂災害警戒区域等指定箇所に係る避難計画及び緊急連絡網を作成する。  

③ 勿来 

課  題 （略） 

取組目標 

・土砂災害防止関連事業等の促進に努める。 
・旧耐震基準の住宅及び特定建築物の耐震化の促進に努める。 
・津波防御施設整備や震災復興区画整理事業の促進に努める。 
・避難所施設の安全確保に努める。 
・災害時の避難行動の習熟、防災意識の向上を図る。 
・災害対応における事業者等との連携強化に努める。 
・旅行者を含む帰宅困難者等の避難誘導対策に努める。 
・土砂災害警戒区域等指定箇所に係る避難計画及び緊急連絡網を作成する。  

④ 常磐 

課  題 （略） 

取組目標 

・土砂災害防止関連事業等の促進に努める。 
・避難所施設の安全確保に努める。 
・災害時の避難行動の習熟、防災意識の向上を図る。 
・災害対応における事業者等との連携強化に努める。 
・旅行者を含む帰宅困難者等の避難誘導対策に努める。 
・土砂災害警戒区域等指定箇所に係る避難計画及び緊急連絡網を作成する。  

⑤ 内郷 

課  題 （略） 

取組目標 

・旧耐震基準の住宅及び特定建築物の耐震化の促進に努める。 
・土砂災害防止関連事業等の促進に努める。 
・避難所施設の安全確保に努める。 
・災害時の避難行動の習熟、防災意識の向上を図る。 
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・災害対応における事業者等との連携強化に努める。 
・観光客等        の避難誘導対策に努める。 
・土砂災害警戒区域等指定箇所に係る避難計画及び緊急連絡網を作成する。  

⑥ 四倉 

課  題 （略） 

取組目標 

・土砂災害防止関連事業等の促進に努める。 
・旧耐震基準の住宅及び特定建築物の耐震化の促進に努める。 
・津波防御施設整備や震災復興区画整理事業の促進に努める。 
・避難所施設の安全確保に努める。 
・災害時の避難行動の習熟、防災意識の向上を図る。 
・観光客等        の避難誘導対策に努める。 
・土砂災害警戒区域等指定箇所に係る避難計画及び緊急連絡網を作成する。  

 

第２節 地域力・市民力を活かした防災への取り組み 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

（略） 

 ⑷ 市の役割 

  ① 自主防災組織の育成・自主防災リーダーの養成 

   （略） 

   イ 地域住民の自発的な活動である自主防災組織の取り組みは、その中核となるべきリー

ダーの見識や熱意に依るところが大きいことから、防災士の資格取得を積極的に支援す

るとともに、研修会の開催、先進の取組事例の紹介                 

                    などを通じ、地域の防災リーダーの育成に努める。 

   （略） 

 

第３節 防災知識の普及及び訓練 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

 （略） 

 ⑷ 市の役割 

  ① 市職員の防災・減災教育、防災部門の人材育成 

   （略） 

   ウ 市職員の防災・減災教育及び研修 

風水害発生時に応急対策の実施主体となる市職員には、災害に関する知識と適切な判

断力が求められることから、市は次の事項について全職員に対し、                          

                         定期的に研修や訓練等を実施

する。 

 

 

・災害対応における事業者等との連携強化に努める。 
・旅行者を含む帰宅困難者等の避難誘導対策に努める。 
・砂災害警戒区域等指定箇所に係る避難計画及び緊急連絡網を作成する。  

⑥ 四倉 

課  題 （略） 

取組目標 

・土砂災害防止関連事業等の促進に努める。 
・旧耐震基準の住宅及び特定建築物の耐震化の促進に努める。 
・津波防御施設整備や震災復興区画整理事業の促進に努める。 
・避難所施設の安全確保に努める。 
・災害時の避難行動の習熟、防災意識の向上を図る。 
・旅行者を含む帰宅困難者等の避難誘導対策に努める。 
・土砂災害警戒区域等指定箇所に係る避難計画及び緊急連絡網を作成する。  

 

第２節 地域力・市民力を活かした防災への取り組み 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

（略） 

 ⑷ 市の役割 

  ① 自主防災組織の育成・自主防災リーダーの養成 

   （略） 

  イ 地域住民の自発的な活動である自主防災組織の取り組みは、その中核となるべきリーダ

ーの見識や熱意に依るところが大きいことから、防災士の資格取得を積極的に支援すると

ともに、研修会の開催、先進の取組事例の紹介、気象防災アドバイザー等の水害・土砂災

害・防災気象情報に関する専門家の活用などを通じ、地域の防災リーダーの育成に努める。 

  （略） 

 

第３節 防災知識の普及及び訓練 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

 （略） 

 ⑷ 市の役割 

  ① 市職員の防災・減災教育、防災部門の人材育成 

   （略） 

   ウ 市職員の防災・減災教育及び研修 

風水害発生時に応急対策の実施主体となる市職員には、災害に関する知識と適切な判

断力が求められることから、市は次の事項について全職員に対し、専門家（風水害にお

いては気象防災アドバイザー等）の知見の活用等により、定期的に研修や訓練等を実施

する。 
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２・４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２・５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２・７ 

 

 

 

 

 

第４節 都市の防災構造化 

２ 各主体の責務及び業務の内容  

 （略） 

⑹ 市の役割 

  （略） 

② 災害に強い都市基盤づくり 

   （略） 

 イ 道路・橋梁の整備 

    （略） 

                   

                                            

                                            

                                      

                                            

                                 

                                            

                   

 

第５節 情報伝達手段の多重化 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

 ⑴ 県の役割 

 （略） 

  ② 防災事務連絡システムの整備 

福島地方気象台からの防災気象情報や県河川流域総合情報システムの雨量・水位情報及

び土砂災害警戒情報等を配信し、災害対応に役立てるほか、インターネットを利用して気

象情報や被害状況等を地域住民に提供する。                    

                                 

  （略） 

 

第７節 避難所事前対策 

１ 計画の目的 

 （略） 

＜達成目標＞ 

市は、洪水、土砂災害、高潮などあらゆる自然災害に対しても安全確保が可能となる

避難場所及び避難所を指定するとともに、主要道路等に各種表示板等を設置して住民や

第４節 都市の防災構造化 

２ 各主体の責務及び業務の内容  

 （略） 

⑹ 市の役割 

  （略） 

② 災害に強い都市基盤づくり 

   （略） 

 イ 道路・橋梁の整備 

    （略） 

 g 除雪・防雪・凍結防止対策 

道路管理者は、積雪寒冷地においては、緊急輸送道路や避難所へのアクセス道等

について、高速自動車国道、一般国道、県道及び市町村道の整合性のとれた除雪体

制を強化するため、相互の緊密な連携の下に除雪計画を策定する。 

また、道路管理者は、除雪区間の伸長と除雪水準の向上を図るため、自然条件（地

形、積雪状況等）に適合した除雪機械の充実に努める。 

道路の除排雪体制は、風水害対策編第２章「災害予防」第 11 節「大雪対策」（p.64-

65）を参照するものとする。 

 

第５節 情報伝達手段の多重化 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

 ⑴ 県の役割 

 （略） 

  ② 福島県総合防災情報システムの整備 

災害による被害情報をはじめ、気象警報や雨量、河川の水位情報、地震・津波情報、避

難情報や避難所情報などの防災情報を一元化し、県、市町村、防災関係機関（消防、警察、

自衛隊等）がリアルタイムで情報共有を行い、迅速な災害対応につなげるとともに、気象

情報や避難情報、被害状況等を地域住民に提供する。 

  （略） 

 

第７節 避難所事前対策 

１ 計画の目的 

 （略） 

＜達成目標＞ 

市は、洪水、土砂災害、高潮などあらゆる自然災害に対しても安全確保が可能となる

避難場所及び避難所を指定するとともに、主要道路等に各種表示板等を設置して住民や
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観光客等への周知を図る。 

避難指示等を発令するときは、対象となる住民に迅速かつ確実に伝わるように複数の

手段を用いて行う。 

避難所には、非常用発電機・毛布・携帯トイレなどの備蓄や施設のバリアフリー化、

プライバシー対策を行うなど安心して避難できる環境づくりの確保に努めるとともに、

迅速かつ的確な運営体制づくりを推進する。 

また、令和２年における新型コロナウイルス感染症の発生   を踏まえ、避難所に

おける避難者の過密抑制など感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する。 

 

２ 各主体の責務 

 （略） 

 ⑵ 市の役割 

   安全な避難場所及び避難所の指定と防災マップ等の配布による市民への周知を行う。  

                                           

             

その上で、危険が差し迫った状態になる前に住民等が避難できるよう、気象や河川水位等

の情報の周知、避難の判断・情報伝達・避難誘導体制のマニュアル化、要配慮者の避難支援

計画の策定等を行う。 

（略） 

            

                                        

                                        

                                        

                                        

                                         
 

３ 業務の内容 

 ⑴ 避難所等の指定・整備 

  （略） 

  ⑤ 避難所 

（略） 

カ 被災者が一定期間宿泊滞在することを踏まえ、次の設備等の整備に努める。 

・通信機器（防災行政無線の戸別受信機、災害時に優先通話が可能となる特設公衆電話、

ＦＡＸ、公衆無線ＬＡＮ                            

    

観光客等への周知を図る。 

避難指示等を発令するときは、対象となる住民に迅速かつ確実に伝わるように複数の

手段を用いて行う。 

避難所には、非常用発電機・毛布・携帯トイレなどの備蓄や施設のバリアフリー化、

プライバシー対策を行うなど安心して避難できる環境づくりの確保に努めるとともに、

迅速かつ的確な運営体制づくりを推進する。 

また、        新型コロナウイルス感染症流行時の経験を踏まえ、避難所に

おける避難者の過密抑制など感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する。 

 

２ 各主体の責務 

 （略） 

 ⑵ 市の役割 

   安全な避難場所及び避難所を指定するとともに、平時から、指定避難所の場所、収容人数、

ペットの受け入れ方法等について、市ホームページや防災マップ等の配布により市民への周

知徹底を図る。 

   その上で、危険が差し迫った状態になる前に住民等が避難できるよう、気象や河川水位等

の情報の周知、避難の判断・情報伝達・避難誘導体制のマニュアル化、要配慮者の避難支援

計画の策定等を行う。 

（略） 

【自宅療養者への対応】 

市は、新型インフルエンザ等感染症等（指定感染症及び新感染症を含む。）発生時にお

ける自宅療養者等の被災に備えて、災害発生前からハザードマップ等に基づき自宅療養

者等が危険エリアに居住しているか確認を行うよう努めるものとする。また、自宅療養

者等の避難の確保に向けた具体的な検討・調整を行うとともに、必要に応じて、自宅療

養者等に対し、避難の確保に向けた情報を提供するよう努めるものとする。  
 

３ 業務の内容 

 ⑴ 避難所等の指定・整備 

  （略） 

  ⑤ 避難所 

（略） 

カ 被災者が一定期間宿泊滞在することを踏まえ、次の設備等の整備に努める。 

・通信機器（防災行政無線の戸別受信機、災害時に優先通話が可能となる特設公衆電話、

ＦＡＸ、公衆無線ＬＡＮ、衛星通信を活用したインターネット機器、テレビ、FMラジ

オ） 
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２・８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・通信設備（テレビ、ＦＭラジオ） 

・更衣室や授乳スペースなど女性に配慮した設備等 

・防災備蓄倉庫の設置及び仮設（携帯）トイレ、非常用発電機、投光器、給水用機材、

暖房器具、毛布、非常用食糧等避難生活に必要な物資の備蓄 

（略） 

 

 ⑷ 避難所運営体制の整備 

  （略） 

  ② 運営体制 

   ア 「避難所運営マニュアル」の整備 

大規模災害時には、市職員のみによる避難所の運営が困難となるおそれがあることか

ら、地域住民と一体となった避難所の運営を行うことができるよう、平時から避難所ご

とに開設、備蓄品の管理、避難所の空間配置の検討などを行い、市職員、施設管理者、

自主防災組織等の役割分担を明確にした、市の標準となる運営マニュアルを作成する。 

                                     

（略） 

   エ 女性や子育て家庭への配慮 

     災害時における避難所運営では、男女別更衣室・トイレ、授乳場所等の設置など、女 

性のニーズを反映し、男女双方の視点に配慮するとともに、             

                 発達障がい児など集団での避難生活を送ること

が困難な子どもを持つ世帯にも配慮した避難所運営を行う必要がある。避難所運営委員

会に女性が参加することはもちろん、各避難所での避難所運営マニュアル作成の際に

も、地域の女性     が参加することが望ましい。 

市は、避難所運営体制の整備において、その検討段階から女性の参画を促し、女性リ 

ーダーの育成に努める。 

 

第８節 要配慮者の避難対策 

１ 計画の目的 

  要配慮者とは、災害時の情報入手や安全な場所への避難など一連の行動において第三者の支

援を必要とする者をいい、具体的には、平時から介護や行動の補助など何らかの支援を必要と

する障がい者や高齢者、疾病等により行動に制限のある者が対象となるほか、妊産婦、乳幼児、

児童、外国人、旅行者          についても、災害時の緊急的な状況において支援

が必要となる可能性があることから、必要に応じて対象となる。 

（略） 

２ 各主体の責務 

                

・更衣室や授乳スペースなど女性に配慮した設備等 

・防災備蓄倉庫の設置及び仮設（携帯）トイレ、非常用発電機、投光器、給水用機材、

暖房器具、毛布、非常用食糧等避難生活に必要な物資の備蓄 

（略） 

 

 ⑷ 避難所運営体制の整備 

  （略） 

  ② 運営体制 

   ア 「避難所運営マニュアル」の整備 

大規模災害時には、市職員のみによる避難所の運営が困難となるおそれがあることか

ら、地域住民と一体となった避難所の運営を行うことができるよう、市職員、施設管理

者、自主防災組織等の役割分担を明確にした市の標準となる運営マニュアルを作成する

とともに、平時から避難所の開設の想定、備蓄品の管理、避難所の空間配置図・レイア

ウト図の作成などにより、避難生活の良好な環境整備に努めるものとする。 

（略） 

   エ 女性や子育て家庭への配慮 

     災害時における避難所運営では、男女別更衣室・トイレ、授乳場所等の設置など、女 

性のニーズを反映し、男女双方の視点に配慮するとともに、キッズスペースや学習スペ

ースの設置など子育て家庭への配慮や、発達障がい児など集団での避難生活を送ること

が困難な子どもを持つ世帯にも配慮した避難所運営を行う必要がある。避難所運営委員

会に女性が参加することはもちろん、各避難所での避難所運営マニュアル作成の際に

も、地域の女性や子育て家庭が参加することが望ましい。 

市は、避難所運営体制の整備において、その検討段階から女性の参画を促し、女性リ 

ーダーの育成に努める。 

 

第８節 要配慮者の避難対策 

１ 計画の目的 

  要配慮者とは、災害時の情報入手や安全な場所への避難など一連の行動において第三者の支

援を必要とする者をいい、具体的には、平時から介護や行動の補助など何らかの支援を必要と

する障がい者や高齢者、疾病等により行動に制限のある者が対象となるほか、妊産婦、乳幼児、

児童、外国人及び旅行者を含む帰宅困難者等についても、災害時の緊急的な状況において支援

が必要となる可能性があることから、必要に応じて対象となる。 

（略） 

２ 各主体の責務 
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２・９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑴ 市民・企業等の役割 

  （略） 

⑥ 要配慮者利用施設の管理者等の役割 

      浸水想定区域や          土砂災害警戒区域等内の要配慮者利用施設

の管理者等は、円滑かつ迅速な避難体制の確保を図るため、避難確保計画を作成し、必要

な訓練を実施する。 

（略） 

４ 業務の内容 

 （略） 

 ⑵ 社会福祉施設等における対策 

  （略） 

③ 施設・設備等の安全点検 

 各施設の建物や附属施設あるいは危険物施設等については、常時安全の点検を行う。ま

た、乳幼児や高齢者等を長時間保護する必要がある施設では、一定数量の非常用食料等（主

食、粉ミルク  、哺乳瓶、おむつ、おしり拭き、衛生用品など）の備蓄に努める。 

 （略） 

                 

                                            

                                 

 

第９節 津波災害予防 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

 （略） 

 ⑶ 業務の内容 

  （略） 

⑨ 津波に関する知識の普及 

    本市の沿岸はどこでも津波が襲来する可能性があり、強い揺れ（  震度４  以上）

を感じたとき又は         長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、迷う

ことなく迅速かつ自主的にできるだけ高い場所に避難すること、避難に当たっては徒歩に

よることを原則とすること、自ら率先して避難行動を取ることが他の地域住民の避難を促

すことなど、避難行動に関する知識と併せて、津波の第一波は引き波だけでなく押し波か

ら始まることもあること、第二波、第三波等の後続波の方が大きくなる可能性、数時間か

ら場合によっては一日以上にわたり津波が継続する可能性があること、さらには、強い揺

れを伴わず、危険を体感しないままに押し寄せる、いわゆる津波地震や遠地地震、火山噴

火等による津波の発生の可能性など、津波の特性に関する情報など    、防災週間、

 ⑴ 市民・企業等の役割 

  （略） 

⑥ 要配慮者利用施設の管理者等の役割 

  洪水浸水想定区域、津波災害警戒区域及び土砂災害警戒区域等内の要配慮者利用施設

の管理者等は、円滑かつ迅速な避難体制の確保を図るため、避難確保計画を作成し、必

要な訓練を実施する。 

（略） 

４ 業務の内容 

 （略） 

 ⑵ 社会福祉施設等における対策 

  （略） 

③ 施設・設備等の安全点検 

    各施設の建物や附属施設あるいは危険物施設等については、常時安全の点検を行う。ま

た、乳幼児や高齢者等を長時間保護する必要がある施設では、一定数量の非常用食料等（主

食、乳幼児用ミルク、哺乳瓶、おむつ、おしり拭き、衛生用品など）の備蓄に努める。 

 （略） 

 ⑹ 旅行者を含む帰宅困難者の対策 

市は、通勤・通学者及び旅行者等の帰宅困難者に関する情報収集を行うとともに、避難所

の開設や代替交通手段の確保など、状況に応じた対策を講じる。 

 

第９節 津波災害予防 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

 （略） 

 ⑶ 業務の内容 

  （略） 

⑨ 津波に関する知識の普及 

    本市の沿岸はどこでも津波が襲来する可能性があり、強い揺れ（概ね震度４程度以上）

を感じたとき又は弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、迷う

ことなく迅速かつ自主的にできるだけ高い場所に避難すること、避難に当たっては徒歩に

よることを原則とすること、自ら率先して避難行動を取ることが他の地域住民の避難を促

すことなど、避難行動に関する知識と併せて、津波の第一波は引き波だけでなく押し波か

ら始まることもあること、第二波、第三波等の後続波の方が大きくなる可能性、数時間か

ら場合によっては一日以上にわたり津波が継続する可能性があること、さらには、強い揺

れを伴わず、危険を体感しないままに押し寄せる、いわゆる津波地震や遠地地震、火山噴

火等による津波の発生の可能性など、津波の特性に関する情報などについて、防災週間、
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津波防災の日及び防災関連行事、さらには必要な市民への広報活動を通じ、市は普及啓発

を図るものとする。 

  （略） 

 

11 節 医療救護体制の整備 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

 （略） 

 ⑶ 市の役割 

  （略） 

  ① 医療救護体制の整備 

  オ 医療救護資器材の確保等 

     市は、市医師会等と救護所における応急処置用資器材、薬剤等を選定しその備蓄を図

るとともに、市薬剤師会と薬剤師の派遣、福島薬業協同組合と医薬品等の確保、供給     

                          について事前に協議する。 

  （略） 

 

第 15 節 土砂災害等の予防 

１ 計画の目的 

（略） 

＜達成目標＞ 

国・県は、地震発生に伴う地すべり・がけ崩れ等の土砂災害等を防止するため、急傾斜

地の崩壊・土石流または地すべり等のおそれのある土地について、地形・地質等の状況及

び土地の利用状況等の調査を実施するとともに、危険箇所における必要な災害防止策を

実施する。 

市は、県と連携を図りながら土砂災害危険     箇所、土砂災害の前兆現象、避難

方法等を土砂災害ハザードマップの配布等により住民へ周知する。また、関係法令に基

づき宅地造成等に対する規制を行うなど造成地の災害予防対策を実施する。 

 

２ 各主体の責務 

⑴ 市民・企業の役割 

① 市民の役割 

ア 平時から土砂災害等の前兆現象に注意をはらうとともに、土砂災害危険          

   箇所等の位置を把握しておく。 

（略） 

 ⑵ 国・県の役割 

津波防災の日及び防災関連行事、さらには必要な市民への広報活動を通じ、市は普及啓発

を図るものとする。 

  （略） 

 

11 節 医療救護体制の整備 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

 （略） 

 ⑶ 市の役割 

  （略） 

  ① 医療救護体制の整備 

  オ 医療救護資器材の確保等 

     市は、市医師会等と救護所における応急処置用資器材、薬剤等を選定しその備蓄を図

るとともに、「いわき市災害時の薬剤師会の医療救護活動等に関する協定書」に基づき、

市薬剤師会と薬剤師の派遣、医薬品及び衛生材料の補給等について事前に協議する。 

  （略） 

 

第 15 節 土砂災害等の予防 

１ 計画の目的 

（略） 

＜達成目標＞ 

国・県は、地震発生に伴う地すべり・がけ崩れ等の土砂災害等を防止するため、急傾斜

地の崩壊・土石流または地すべり等のおそれのある土地について、地形・地質等の状況及

び土地の利用状況等の調査を実施するとともに、危険箇所における必要な災害防止策を

実施する。 

市は、県と連携を図りながら土砂災害のおそれのある箇所、土砂災害の前兆現象、避難

方法等を土砂災害ハザードマップの配布等により住民へ周知する。また、関係法令に基

づき宅地造成等に対する規制を行うなど造成地の災害予防対策を実施する。 

 

２ 各主体の責務 

⑴ 市民・企業の役割 

① 市民の役割 

ア 平時から土砂災害等の前兆現象に注意をはらうとともに、土砂災害のおそれのある 

   箇所等の位置を把握しておく。 

  （略） 

 ⑵ 国・県の役割 
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（略） 

ウ 土砂災害危険     箇所等の調査及び住民への周知 

（略） 

ケ 二次災害の予防 

a 土砂災害危険     箇所等の調査点検 

b 土砂災害危険     箇所等の応急対策 

c 二次的な土砂災害への対策 

              

（略） 

 ⑷ 市の役割 

  （略） 

  ウ 宅地造成地      等に係る災害予防対策の実施 

  （略） 

 

３ 業務の内容 

 ⑴ 土石流災害予防対策 

① 県の役割 

ア 土木部 

地震やその後の降雨に伴う土石流による災害から市民の生命と財産を守るため砂防

事業を推進するとともに、市に対し、土石流危険渓流や土石流危険区域、土石流災害に

対処するための警戒避難基準に関する資料を提供する。 

  （略） 

(2) 地すべり災害予防対策 

① 県の役割 

ア 土木部 

地震やその後の降雨に伴う地すべりによる災害から市民の生命と財産を守るため砂

防事業を推進するとともに、市に対し、地すべり危険箇所や地すべり危険区域、地すべ

りに対処するための警戒避難基準に関する資料を提供する。 

   （略） 

イ 農林水産部 

急峻な地形と脆弱な地質により地すべり危険箇所       が多数残存してい

ることから、地すべりによる災害を未然に防止するため、住民への危険地区の周知を

行うとともに、これらの地域が地震等により助長・誘引されないよう地すべり等防止

法による防止地域の指定を進め、地すべり対策事業を推進する。 

 ⑶ 急傾斜地災害予防対策 

  （略） 

ウ 土砂災害のおそれのある箇所等の調査及び住民への周知 

（略） 

ケ 二次災害の予防 

a 土砂災害のおそれのある箇所等の調査点検 

b 土砂災害のおそれのある箇所等の応急対策 

c 二次的な土砂災害への対策 

コ 盛土による災害防止対策 

（略） 

 ⑷ 市の役割 

  （略） 

  ウ 宅地造成及び特定盛土等に係る災害予防対策の実施 

  （略） 

 

３ 業務の内容 

 ⑴ 土石流災害予防対策 

① 県の役割 

ア 土木部 

地震やその後の降雨に伴う土石流による災害から市民の生命と財産を守るため砂防

事業を推進するとともに、市に対し、土砂災害警戒区域等（土石流）や 土石流災害に

対処するための警戒避難基準に関する資料を提供する。 

  （略） 

 (2) 地すべり災害予防対策 

① 県の役割 

ア 土木部 

地震やその後の降雨に伴う地すべりによる災害から市民の生命と財産を守るため砂

防事業を推進するとともに、市に対し、土砂災害警戒区域等（地すべり）や  地すべ

りに対処するための警戒避難基準に関する資料を提供する。 

      （略） 

イ 農林水産部 

急峻な地形と脆弱な地質により土砂災害警戒区域等（地すべり）が多数残存してい

ることから、地すべりによる災害を未然に防止するため、住民への危険地区の周知を

行うとともに、これらの地域が地震等により助長・誘引されないよう地すべり等防止

法による防止地域の指定を進め、地すべり対策事業を推進する。 

 ⑶ 急傾斜地災害予防対策 
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① 県の役割 

ア 土木部 

地震やその後の降雨に伴うがけ崩れによる災害から市民の生命と財産を守るため、急

傾斜地対策事業を推進するとともに、市に対し、急傾斜地崩壊危険箇所や急傾斜地崩壊

危険区域、がけ崩れ災害に対処するための警戒避難基準に関する資料を提供する。 

     （略） 

 

第 17 節 農地・農業用施設等の災害予防 

１ 計画の目的  

＜達成目標＞ 

各施設管理者は、地震による被害軽減のために平時から農地・農業用施設等の定期的

な点検を実施し、異常な兆候の早期発見、危険箇所の整備を行う。また、過去に被害が生

じた箇所や主要構造物、土砂災害危険箇所等の点検、監視を行い、安全を確保する。 

用排水施設管理者は、地震活動及び津波の発生が予想される場合には、ダム・ため池、

頭首工、排水機場、水門等の適切な操作を行う。また、その操作にあたり、危害を防止す

るため必要があると認めるときは、あらかじめ、必要な事項を市及び警察署に通知する

とともに住民に周知させる。 

市は、ため池マップやため池ハザードマップの配布等により、浸水想定区域や避難場

所、緊急時の連絡先について住民に対し周知する。 

（略） 

 

第 18 節 建築物等の災害予防 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

 （略） 

 ⑶ 市の役割 

  （略） 

                   

                                            

       

                

                      

                                            

                                            

                              

                                            

① 県の役割 

ア 土木部 

地震やその後の降雨に伴うがけ崩れによる災害から市民の生命と財産を守るため、急

傾斜地対策事業を推進するとともに、市に対し、土砂災害警戒区域等（急傾斜地の崩壊）

や   がけ崩れ災害に対処するための警戒避難基準に関する資料を提供する。 

     （略） 

 

第 17 節 農地・農業用施設等の災害予防 

１ 計画の目的  

＜達成目標＞ 

各施設管理者は、地震による被害軽減のために平時から農地・農業用施設等の定期的

な点検を実施し、異常な兆候の早期発見、危険箇所の整備を行う。また、過去に被害が生

じた箇所や主要構造物、土砂災害警戒区域等の点検、監視を行い、安全を確保する。 

用排水施設管理者は、地震活動及び津波の発生が予想される場合には、ダム・ため池、

頭首工、排水機場、水門等の適切な操作を行う。また、その操作にあたり、危害を防止す

るため必要があると認めるときは、あらかじめ、必要な事項を市及び警察署に通知する

とともに住民に周知させる。 

市は、ため池マップやため池ハザードマップの配布等により、浸水想定区域や避難場

所、緊急時の連絡先について住民に対し周知する。 

（略） 

 

第 18 節 建築物等の災害予防 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

 （略） 

 ⑶ 市の役割 

  （略） 

  ③ 不特定多数の者が出入りする施設 

市が管理する不特定多数の者が出入りする施設について、次の対策に努めるものとす

る。 

ア 各施設に共通する事項 

a 津波警報等の入場者等への伝達 

海岸近くにある施設については、津波警報等の発表が行われる前であっても、強い

揺れを感じたとき、または弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じた

ときは直ちに避難するよう、入場者等に対し伝達する。 

入場者等が極めて多数の場合は、これらの者が円滑な避難行動をとり得るよう情報
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２・22 

 

 

                            

                                             

                      

                     

                                            

             

                               

             

                

                   

                                            

                 

          

                                            

                                    

                                    

                                          

                                            

                  

                                            

                                   

  ③ 建築物等に対する指導等 

    （略） 

  ④ 一般建築物の災害予防 

    （略） 

  ⑤ 被災建築物の応急危険度判定業務の体制整備 

    （略） 

  ⑥ 被災宅地の危険度判定業務の体制整備 

    （略） 

  ⑦ 要配慮者への対応 

    （略） 

 

第 22 節 ライフライン強化対策（電話） 

【実施主体】東日本電信電話㈱－福島支店 

【本庁】総合政策部、総務部 

の適切な伝達方法を考える等の措置を講ずる。 

避難場所や避難経路、避難対象地域、交通規制状況その他必要な情報を併せて伝達

するよう事前に十分検討する。 

b 入場者等の避難のための措置 

避難誘導方法については、積雪や凍結等により避難に時間を要するおそれがあるこ

とを考慮する。 

c 施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置 

d 出火防止措置 

e 水、食料等の備蓄 

f 消防用設備の点検、整備 

g 非常用電源の整備、防災行政無線、テレビ、ラジオ、コンピュータなど情報を入手す

るための機器の整備 

イ 個別事項 

a 病院、療養所、診療所等にあっては、重症患者、新生児等、移動することが不可能又

は困難な者の安全確保及び避難誘導のための必要な措置を実施する。 

b 学校、職業訓練校、研修所等にあっては、以下の措置を実施する。 

(a) 当該学校等が、津波避難対象地域にあるときは、避難誘導のための必要な措置 

(b) 当該学校等に保護を必要とする生徒等がいる場合（特別支援学校等）、これらの

者に対する保護の措置 

（c）社会福祉施設にあっては重度障害者、高齢者等、移動することが不可能又は困難な

者の安全確保及び避難誘導のための必要な措置を実施する。 

  ④ 建築物等に対する指導等 

    （略） 

  ⑤ 一般建築物の災害予防 

    （略） 

  ⑥ 被災建築物の応急危険度判定業務の体制整備 

    （略） 

  ⑦ 被災宅地の危険度判定業務の体制整備 

    （略） 

  ⑧ 要配慮者への対応 

    （略） 

 

第 22 節 ライフライン強化対策（電話） 

【実施主体】ＮＴＴ東日本㈱ －福島支店 

【本庁】総合政策部、総務部 
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１ 計画の目的  

東日本電信電話㈱－福島支店は、電気通信事業の公共性から災害時においても重要通信を確

保できるよう、日ごろから設備自体を強固にし、地震に強い信頼性の高い通信設備の設計、設

置を図るとともに、通信が途絶したり麻痺したりしないよう、通信網の信頼性の向上を促進す

る。 

＜達成目標＞ 

東日本電信電話㈱は、電気通信設備の公共性にかんがみ、震災時においても重要通信

を確保できるよう平素から設備自体を物理的に強固にし、地震に強い信頼性の高い通信

設備の設計、設置を図る。また、直接被害を受けなかった都市相互間の通信が途絶したり

麻痺したりしないよう、通信網についてシステムとしての信頼性の向上に努める。 

（略） 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

 ⑴ 事業者の役割 

  （略） 

  ⑤ 広域応援体制の整備 

    大規模災害が発生した場合は、東日本電信電話会社グループ各社に対して応援を要請

し、被災支店と連携して迅速な災害復旧を可能とするよう、平時から対応方法について定

めておく。 

第 23 節 ライフライン強化対策（携帯電話） 

【実施主体】㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンクモバイル㈱         

【本庁】危機管理部 

１ 計画の目的 

  ㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンクモバイル㈱        （以下「携帯電話

会社」という。）は、電気通信事業の公共性から災害時においても、重要通信を確保できるよ

う日ごろから設備自体を強固にし、地震に強い信頼性の高い通信設備の設計、設置を図るとと

もに、通信が途絶したり、麻痺したりしないよう、通信網の信頼性の向上を促進する。 

 

第 24 節 ライフライン強化対策（電力） 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

（略） 

       

                                            

                                            

                             

 

１ 計画の目的  

ＮＴＴ東日本㈱ －福島支店は、電気通信事業の公共性から災害時においても重要通信を確

保できるよう、日ごろから設備自体を強固にし、地震に強い信頼性の高い通信設備の設計、設

置を図るとともに、通信が途絶したり麻痺したりしないよう、通信網の信頼性の向上を促進す

る。 

＜達成目標＞ 

ＮＴＴ東日本㈱  は、電気通信設備の公共性にかんがみ、震災時においても重要通信

を確保できるよう平素から設備自体を物理的に強固にし、地震に強い信頼性の高い通信

設備の設計、設置を図る。また、直接被害を受けなかった都市相互間の通信が途絶したり

麻痺したりしないよう、通信網についてシステムとしての信頼性の向上に努める。 

（略） 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

 ⑴ 事業者の役割 

  （略） 

  ⑤ 広域応援体制の整備 

  大規模災害が発生した場合は、ＮＴＴ      グループ各社に対して応援を要請

し、被災支店と連携して迅速な災害復旧を可能とするよう、平時から対応方法について定

めておく。 

第 23 節 ライフライン強化対策（携帯電話） 

【実施主体】㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンクモバイル㈱、楽天モバイル㈱ 

【本庁】危機管理部 

１ 計画の目的 

  ㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンクモバイル㈱、楽天モバイル㈱（以下「携帯電話

会社」という。）は、電気通信事業の公共性から災害時においても、重要通信を確保できるよ

う日ごろから設備自体を強固にし、地震に強い信頼性の高い通信設備の設計、設置を図るとと

もに、通信が途絶したり、麻痺したりしないよう、通信網の信頼性の向上を促進する。 

 

第 24 節 ライフライン強化対策（電力） 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

（略） 

⑵ 市の役割 

   津波警報等の伝達や夜間の避難時の照明の確保等に加え、積雪寒冷地の医療施設や避難所

等での防寒対策及び夏季の熱中症対策に重要であることを踏まえ、優先的に電力を必要とす

る重要施設をあらかじめ選定し、電力事業者と共有する。 
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２・33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２・36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 33 節 備蓄体制の整備 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

 （略） 

 ⑸ 市の役割 

  ① 公的備蓄 

   ア 防災備蓄倉庫等の整備 

a 休日・夜間も含めた初動対応の迅速化と避難所機能の充実を図るため、地区災害対

策本部（本庁・支所）や主要避難所（小、中学校、地区体育館等）に防災備蓄倉庫を

設置し、住民が日常生活では通常使用しないため備蓄しにくい品目（非常用発電機、

投光器、携帯トイレ、ストーブ、間仕切り（パーティション）、毛布、炊き出し道具

等）や燃料（ガソリン缶詰、灯油）、非常用食糧及び飲料水等を備蓄する。 

なお、孤立する恐れのある集落や、長期湛水の恐れのある地域では、救助活動が制

限されることを勘案し、十分な備蓄量の確保について把握する。          

                                            

                

    （略） 

 

第 36 節 災害時のボランティア活動の推進 

【本庁】財政部、市民協働部、保健福祉部、都市建設部 

【支所】市民課または市民福祉係、経済土木課、税務事務所、地区保健福祉センター 

【実施主体】いわき市社会福祉協議会 

【関係機関】 

・県（いわき地方振興局） 

・日本赤十字社福島県支部、福島県社会福祉協議会、福島県共同募金会、 

(公財)いわき市国際交流協会、            ボランティア団体等 

 

１ 計画の目的 

  災害時におけるボランティア団体等による支援活動は、被災住民の生活の安定や再建に重要

な役割を果たすことから、災害時に適時適切な支援を受けられるよう、平時から関係団体等と

の連携を図り、ボランティア活動の環境整備や受入体制の整備に努める。 

＜達成目標＞ 

市は、災害ボランティアの受け入れや活動が円滑に行われるよう、平時から市社会福

祉協議会や            ＮＰＯ等と災害時の役割分担等について協議する

などネットワークの構築に努める。 

また、医療・救護活動や要配慮者等の介護支援、被災者の心のケアなど専門知識を必要

第 33 節 備蓄体制の整備 

２ 各主体の責務及び業務の内容 

 （略） 

 ⑸ 市の役割 

  ① 公的備蓄 

   ア 防災備蓄倉庫等の整備 

a 休日・夜間も含めた初動対応の迅速化と避難所機能の充実を図るため、地区災害対

策本部（本庁・支所）や主要避難所（小、中学校、地区体育館等）に防災備蓄倉庫を

設置し、住民が日常生活では通常使用しないため備蓄しにくい品目（非常用発電機、

投光器、携帯トイレ、ストーブ、間仕切り（パーティション）、毛布、炊き出し道具

等）や燃料（ガソリン缶詰、灯油）、非常用食糧及び飲料水等を備蓄する。 

なお、孤立する恐れのある集落や、長期湛水の恐れのある地域では、救助活動が制

限されることを勘案し、十分な備蓄量の確保について把握するほか、食糧・飲料水・

医薬品等の救援物資の緊急輸送が可能となるよう、無人航空機等の輸送手段の確保に

努めるものとする。 

    （略） 

 

第 36 節 災害時のボランティア活動の推進 

【本庁】財政部、市民協働部、保健福祉部、都市建設部 

【支所】市民課または市民福祉係、経済土木課、税務事務所、地区保健福祉センター 

【実施主体】いわき市社会福祉協議会 

【関係機関】 

・県（いわき地方振興局） 

・日本赤十字社福島県支部、福島県社会福祉協議会、福島県共同募金会、 

(公財)いわき市国際交流協会、登録被災者援護協力団体、ボランティア  等 

 

１ 計画の目的 

  災害時におけるボランティア  等による支援活動は、被災住民の生活の安定や再建に重要

な役割を果たすことから、災害時に適時適切な支援を受けられるよう、平時から関係団体等と

の連携を図り、ボランティア活動の環境整備や受入体制の整備に努める。 

＜達成目標＞ 

市は、災害ボランティアの受け入れや活動が円滑に行われるよう、平時から市社会福

祉協議会や登録被災者援護協力団体、ＮＰＯ等と災害時の役割分担等について協議する

などネットワークの構築に努める。 

また、医療・救護活動や要配慮者等の介護支援、被災者の心のケアなど専門知識を必要
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２・37 

 

 

 

 

 

 

 

 

とする分野に係るボランティアについては、県や他の自治体との協定や各種機関等との

連携を図るなどにより、災害時に人材を確保できる体制づくりに努める。 

さらに、市社会福祉協議会の主催講座や市の講演会等を通じて、災害ボランティア活

動に関する啓発活動を行うなど人材育成に努める。 

 

【災害ボランティアの区分】 

① 職能による区分 

一般ボランティア 
専門知識・技術や経験、年齢、性別に関係なく、労力・物

資・場所・情報等を提供するボランティア 

専門ボランティア 

医師や看護師、手話奉仕員やガイドヘルパー、被災建築物

の応急危険度判定士、被災宅地の危険度判定士など専門的

な知識や技能を活用するボランティア 

（略） 
２ 各主体の責務及び業務の内容 

 ⑴ 主な関係機関の役割 

  ① いわき市社会福祉協議会 
   （略） 
                                            
                

 （略） 
⑵ 市の役割 

 （略） 

② ボランティア保険の周知 
災害ボランティア活動を希望する者に対し、活動を始める前にボランティア保険に加

入するよう周知に努める。 
 

第 37 節 災害応援・受援体制の整備 

２ 市の役割と業務の内容 

 （略） 

 ⑵ 体制の具現化 

   相互応援・受援を迅速かつ効果的に実施するため、予め派遣すべき部局や応援を受け入れ

る体制を次のとおり定める。 

① 受援 

ア 人的受援対策 

（略） 

とする分野に係るボランティアについては、県や他の自治体との協定や各種機関等との

連携を図るなどにより、災害時に人材を確保できる体制づくりに努める。 

さらに、市社会福祉協議会の主催講座や市の講演会等を通じて、災害ボランティア活

動に関する啓発活動を行うなど人材育成に努める。 

 

【災害ボランティアの区分】 

① 職能による区分 

一般ボランティア 
専門知識・技術や経験、年齢、性別に関係なく、労力・物

資・場所・情報等を提供するボランティア 

専門ボランティア 

医師や看護師、手話通訳 やガイドヘルパー、被災建築物

の応急危険度判定士、被災宅地の危険度判定士など専門的

な知識や技能を活用するボランティア 

（略） 
２ 各主体の責務及び業務の内容 

 ⑴ 主な関係機関の役割 

  ① いわき市社会福祉協議会 
   （略） 
   エ 災害ボランティア活動を希望する者に対し、活動を始める前にボランティア保険に加

入するよう周知に努める。 
 （略） 

⑵ 市の役割 

 （略） 

              

                                          

               

 
第 37 節 災害応援・受援体制の整備 

２ 市の役割と業務の内容 

 （略） 

 ⑵ 体制の具現化 

   相互応援・受援を迅速かつ効果的に実施するため、予め派遣すべき部局や応援を受け入れ

る体制を次のとおり定める。 

① 受援 

ア 人的受援対策 

（略） 
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３・１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 総務部は、他市からの応援職員が宿泊可能な公共施設を抽出するとともに、不足が

見込まれる場合は、民間施設の使用について協定の締結等を行う。          

                                        

                              

 

第１節 災害対策本部の組織・運営 

１ 計画の目的 

  大雨や洪水、暴風などの災害発生時において、市及び防災関係機関は、平時に各部署が持つ

専門知識や人的ネットワークを最大限に活かし、被災者の救援・救助を強力に推進する体制を

整える。 

＜達成目標＞ 

市は、多発する災害応急対策のなかで、人命の救助を最優先とし、限られた人員を効

率的に配備し、市の組織が一丸となって災害応急対策にあたるため、発災後        

                                        

  すみやかに災害対策本部（以下「災対本部」という。）を設置するとともに、必要に

応じて災害対各策地区本部（以下「災対各地区本部」という。）を設置し、必要に応じて

災対各地区本部に職員を派遣するなど、災害に対し本市の総合力をもってあたる。 

 

             

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                        

 

２ 各段階における業務の内容 

（略） 

３ 出動体制 

（略） 

４ 災害対策本部及び災害対策各地区本部の設置・廃止基準 

（略） 

５ 避難所の開設 

（略） 

６ 災害対策本部及び災害対策各地区本部の体制 

b 総務部は、他市からの応援職員が宿泊可能な公共施設を抽出するとともに、不足が

見込まれる場合は、民間施設の使用について協定の締結等を行い、応援職員に対して

提供できる、公共施設、民間施設、仮設の拠点や車両を設置できる空き地など宿泊場

所として活用可能な施設等のリスト化に努めるものとする。 

 

第１節 災害対策本部の組織・運営 

１ 計画の目的 

  大雨や洪水、暴風などの災害発生時において、市及び防災関係機関は、平時に各部署が持つ

専門知識や人的ネットワークを最大限に活かし、被災者の救援・救助を強力に推進する体制を

整える。 

＜達成目標＞ 

市は、多発する災害応急対策のなかで、人命の救助を最優先とし、限られた人員を効

率的に配備し、市の組織が一丸となって災害応急対策にあたるため、あらかじめ防災行

動計画（タイムライン）を作成し、関係機関と連携して迅速な対応を行う。また、発災

後はすみやかに災害対策本部（以下「災対本部」という。）を設置するとともに、必要に

応じて災害対各策地区本部（以下「災対各地区本部」という。）を設置し、必要に応じて

災対各地区本部に職員を派遣するなど、災害に対し本市の総合力をもってあたる。 

 

２ 防災行動計画  

防災行動計画（タイムライン）とは、市及び防災関係機関が連携し災害時に発生する状況を

あらかじめ想定し共有したうえで、「いつ」、「誰が」、「何を」実施するのかに着目して、

防災行動と実施主体を時系列で整理した計画である。それぞれの役割を明確にすることで、災

害時の連携した迅速な防災行動につなげ、被害の軽減等を図るものとする。 また、平時から

防災訓練等を実施し、同計画の効率的な運用に努めるとともに、災害対応の検証等を踏まえ、

必要に応じて同計画の見直しを行うものとする。 

 

３ 各段階における業務の内容 

（略） 

４ 出動体制 

（略） 

５ 災害対策本部及び災害対策各地区本部の設置・廃止基準 

（略） 

６ 避難所の開設 

（略） 

７ 災害対策本部及び災害対策各地区本部の体制 
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３・２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３・４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

７ 指揮命令の順位 

（略） 

８ いわき市防災会議連絡員室の設置 

（略） 

 

第２節 防災関係機関の相互協力体制 

４ 業務の内容 

 （略） 

 ⑶ 市が行う応援要請 

  ① 指定地方行政機関に対する要請 

   （略） 

                                            

                                            

                  

                                            

                                            

                                            

                                            

         

ウ 市長は、応急対策または災害復旧のため、災害対策用機械等が必要と認めるときは、

東北地方整備局に対し、災害対策用機械等の支援を要請する。県を通じてのあっせん要

請のほか、直接出先機関に要請することもできる。 

 （略） 

 

第４節 地震・津波情報等の伝達 

【災対本部】災対統括部、災対総合政策部、災対消防部 

【災対各地区本部】総務班、消防班 

【関係機関】 

・国（仙台管区気象台、福島地方気象台、磐城国道事務所） 

・県（危機管理部、いわき地方振興局         ） 

・東日本電信電話㈱、日本放送協会、㈱いわき市民コミュニティ放送 

（略） 

４ 業務の内容 

 (1) 情報の種類 

（略） 

８ 指揮命令の順位 

（略） 

９ いわき市防災会議連絡員室の設置  

（略） 

 

第２節 防災関係機関の相互協力体制 

４ 業務の内容 

 （略） 

 ⑶ 市が行う応援要請 

  ① 指定地方行政機関に対する要請 

   （略） 

   ウ 市長は、応急措置が的確かつ円滑に行われるようにするため必要があると認めるとき

は、県に対し、指定行政機関又は関係指定地方行政機関に対する応急措置の実施の要請

をするよう求めるものとする。 

エ 市長は、ウの要求ができない場合には、その旨及び市内の災害の状況を指定行政機関

又は指定地方行政機関に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた指

定行政機関又は指定地方行政機関は、その事態に照らし緊急を要し、都道府県からの要

請を待ついとまがないと認められるときは、当該要請を待たないで、応急措置を実施す

ることができる。 

オ 市長は、応急対策または災害復旧のため、災害対策用機械等が必要と認めるときは、

東北地方整備局に対し、災害対策用機械等の支援を要請する。県を通じてのあっせん要

請のほか、直接出先機関に要請することもできる。 

 （略） 

 

第４節 地震・津波情報等の伝達 

【災対本部】災対統括部、災対総合政策部、災対消防部 

【災対各地区本部】総務班、消防班 

【関係機関】 

・国（仙台管区気象台、福島地方気象台、磐城国道事務所） 

・県（危機管理部、いわき地方振興局、いわき建設事務所） 

・         日本放送協会、㈱いわき市民コミュニティ放送 

（略） 

４ 業務の内容 

 (1) 情報の種類 
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気象庁が発表する地震及び津波に関する情報は、以下のとおりである。 

① 地震情報 

情報の種頬 発表基準 内容 

（略） 

北海道・三

陸沖後発地

震注意情報 

北海道の根室沖から東北地 

方の三陸沖の巨大地震の想定 

震源域及びその領域に影響を 

与える外側のエリアで Mw（モ 

ーメントマグニチュード）7. 

0 以上の地震が発生した場合。 

なお、想定震源域の外側で M 

w7.0 以上の地震が発生した場 

合は、地震の Mwに基づき想定 

震源域へ影響を与えるもので 

あると評価された場合に限る。 

後発地震への注意を促す情報を地震 

発生後 15 分～２時間程度で発表。  

                  

                  

                  

                  

          

（略） 

② 津波情報 

情報の種類 内容 

津波の到達予想時刻・予想される

津波の高さに関する情報 

 各津波予報区の津波到達予想時刻※や予想され

る津波の高さ（発表内容は津波警報・注意報の種類

の表に記載）を発表 

※ この情報で発表される到達予想時刻は、各津

波予報区でもっとも早く津波が到達する時刻。場

所によっては、この時刻よりも１時間以上遅れて

津波が襲ってくることもある。 

各地の満潮時刻・津波到達予想時

刻に関する情報 

 主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発

表 

津波観測に関する情報  沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表 

沖合の津波観測に関する情報  沖合で観測された津波の時刻や高さ及び沖合の

観測値から推定される沿岸での津波の到達時刻や

高さを津波予報区単位で発表 

                                          

                                          

                                          

    

気象庁が発表する地震及び津波に関する情報は、以下のとおりである。 

① 地震情報 

情報の種頬 発表基準 内容 

（略） 

北海道・三

陸沖後発地

震注意情報 

北海道の根室沖から東北地 

方の三陸沖の巨大地震の想定 

震源域及びその領域に影響を 

与える外側のエリアで Mw（モ 

ーメントマグニチュード）7. 

0 以上の地震が発生した場合。 

なお、想定震源域の外側で M 

w7.0 以上の地震が発生した場 

合は、地震の Mwに基づき想定 

震源域へ影響を与えるもので 

あると評価された場合に限る。 

気象庁において一定精度のモーメン

トマグニチュードを推定（地震発生後 

15 分～ ２時間程度）し、情報発表の

条件を満たす先発地震であると判断で

き次第、「北海道・三陸沖後発地震注意

情報」の発表と内閣府・気象庁合同記

者会見が行われる。 

（略） 

② 津波情報 

情報の種類 内容 

津波の到達予想時刻・予想される

津波の高さに関する情報 

 各津波予報区の津波到達予想時刻※や予想され

る津波の高さ（発表内容は津波警報・注意報の種類

の表に記載）を発表 

※ この情報で発表される到達予想時刻は、各津

波予報区でもっとも早く津波が到達する時刻。場

所によっては、この時刻よりも１時間以上遅れて

津波が襲ってくることもある。 

各地の満潮時刻・津波到達予想時

刻に関する情報 

 主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発

表 

津波観測に関する情報  沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表 

沖合の津波観測に関する情報  沖合で観測された津波の時刻や高さ及び沖合の

観測値から推定される沿岸での津波の到達時刻や

高さを津波予報区単位で発表 

 ※ 障害によって観測点からデータが入手できない場合や、地震発生後に何らかの原因で

データが入手できなくなった場合など、津波の観測ができなくなっている観測点の状況

を速やかにお知らせするために、津波情報（津波観測に関する情報）で、「欠測」と発表

する。 
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（略） 

③ 大津波警報、津波警報、津波注意報の種類 

地震発生後約３分を目標に、津波予報区単位で発表されるもので、平成 25 年３月７日か

ら予想される津波の高さを５段階の数値で発表する方式に改められた。 

 

種類 発表基準 予想される津波の高さ区分 

発表される津波の高さ 

想定される被害と 

とるべき行動 数値での 

発表 

定性的表現で

の発表 

大津波警報 

予想される津

波の最大波の

高さが高いと

ころで３ｍを

超える場合。 

10ｍ＜予想される津波の最

大波の高さ 
10ｍ超 

巨大 

巨大な津波が襲い、木造家

屋が全壊・流失し、人は津波

による流れに巻き込まれる。 

 沿岸部や川沿いにいる人

は、ただちに高台や避難ビル

など安全な場所へ避難する。 

             

        

5ｍ＜予想される津波の最大

波の高さ≦10ｍ 
10ｍ 

３ｍ＜予想される津波の最

大波の高さ≦５ｍ 
５ｍ 

津波 

警報 

予想される津

波の最大波の

高さが高いと

ころで１ｍを

超え、３ｍ以

下の場合。 

１ｍ＜予想される津波の最

大波の高さ≦３ｍ 
３ｍ 高い 

標高の低いところでは津

波が襲い、浸水被害が発生し

ます。人は津波による流れに

巻き込まれる。 

 沿岸部や川沿いにいる人

は、ただちに高台や避難ビル

など安全な場所へ避難する。 

             

          

津波 

注意報 

予想される津

波の最大波の

高さが高いと

ころで０．２

ｍ以上、１ｍ

以下の場合で

あって、津波

による災害の

おそれがある

場合。 

0.2ｍ≦予想される津波の最

大波の高さ≦1ｍ 
１ｍ （表記なし） 

海の中では人は速い流れに

巻き込まれ、また、養殖いか

だが流失し小型船舶が転覆

する。 

海の中にいる人はただちに

海から上がって、海岸から離

れる。 

海水浴や磯釣りは危険なの

で     注意報が解除

されるまで海に入ったり海

岸に近付いたりしない。 

（略） 

 

 

 

 

 （略） 

③ 大津波警報、津波警報、津波注意報の種類 

地震発生後約３分を目標に、津波予報区単位で発表されるもので、平成 25 年３月７日か

ら予想される津波の高さを５段階の数値で発表する方式に改められた。 

 

種類 発表基準 

発表される津波の高さ 

想定される被害と 

取るべき行動 数値での発表 

（予想される津波の高さ区分） 

巨大地震の

場合の発表 

大津波警報 

予想される津波の

最大波の高さが高

いところで３ｍを

超える場合。 

10ｍ超 

（10ｍ＜予想される津波の最大

波の高さ） 

巨大 

巨大な津波が襲い、木造家屋

が全壊・流失し、人は津波による

流れに巻き込まれる。 

 沿岸部や川沿いにいる人は、

ただちに高台や避難ビルなど安

全な場所へ避難する。警報が解

除されるまで安全な場所から離

れない。 

10ｍ 

（５ｍ＜予想される津波の最大

波の高さ≦10ｍ） 

５ｍ 

（３ｍ＜予想される津波の最大

波の高さ≦５ｍ） 

津波警報 

予想される津波の

最大波の高さが高

いところで１ｍを

超え、３ｍ以下の場

合。 

３ｍ 

（１ｍ＜予想される津波の最大

波の高さ≦３ｍ） 

高い 

標高の低いところでは津波が

襲い、浸水被害が発生する。人は

津波による流れに巻き込まれ

る。 

 沿岸部や川沿いにいる人は、

ただちに高台や避難ビルなど安

全な場所へ避難する。警報が解

除されるまで安全な場所から離

れない。 

津波 

注意報 

予想される津波の

最大波の高さが高

いところで０．２ｍ

以上、１ｍ以下の場

合であって、津波に

よる災害のおそれ

がある場合。 

１ｍ 

（0.2ｍ≦予想される津波の最大

波の高さ≦1ｍ） 

（表記な

し） 

海の中では人は速い流れに巻き

込まれ、また、養殖いかだが流失

し小型船舶が転覆する。 

海の中にいる人はただちに海か

ら上がって、海岸から離れる。 

海水浴や磯釣りは危険なので行

わない。注意報が解除されるま

で海に入ったり海岸に近付いた

りしない。 

 （略） 
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３・５ 

 

 

 

 

 

【情報伝達の体系図】 

    
 

第５節 災害情報の収集・伝達 

【災対本部】全部・班 【災対各地区本部】全班 

【関係機関】国（磐城国道事務所）、県（危機管理部、いわき地方振興局、いわき建設事務所）、

県警察本部（いわき中央、東、南警察署）、防災関係機関、放送事業者、ボランティア団体

等      

 

【情報伝達の体系図】 

     

 

第５節 災害情報の収集・伝達 

【災対本部】全部・班 【災対各地区本部】全班 

【関係機関】国（磐城国道事務所）、県（危機管理部、いわき地方振興局、いわき建設事務所）、

県警察本部（いわき中央、東、南警察署）、防災関係機関、放送事業者、登録被災者援護協

力団体等 
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３・６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 計画の目的 

（略） 

＜達成目標＞ 

市は、県、ボランティア団体等   と連携して災害関連情報等を集約し、防災関係

機関、報道機関等に情報提供を行う。 

市民に対しては、ラジオ、テレビ、広報車、ホームページ、防災行政無線、携帯メー

ル、掲示板など特性の違う複数の手段により、市民それぞれのニーズに対応した効果的

な情報伝達に努める。 

（略） 

３ 各主体の責務 

 （略） 

 ⑵ 市の役割 

  （略） 

  イ 被害が発生した場合には、被害の第一報を｢消防庁への火災･災害等即報基準｣等に基づ

き、県総合情報通信ネットワーク（防災事務連絡システム   ）により県に報告すると

ともに、当該情報については、報道機関等を通じて市民や防災関係機関に提供する。 

（略） 

５ 実施体制 

(1) 第１段階（発災初動期：～おおむね３日以内） 

（略） 

② 災対産業振興部・災対財政部：物資統括班 

 （略） 

 

第６節 通信の確保 

４ 業務の内容 

 ⑴ 通信施設の応急対策 

  （略） 

  ① 公衆通信施設 

   ア 災害時優先電話 

通話が輻輳しても、防災関係機関との重要通信を確保するため、一般の電話に対して

優先的に利用できるよう、あらかじめ東日本電信電話㈱の指定を受けた電話であり、市

は、当該電話を職員に周知し有効に利用する。 

イ 特設公衆電話 

市と東日本電信電話㈱との協定に基づき、小・中学校など主要避難所にあらかじめ専

用回線を整備しており、大規模災害時には、被災者が無料で利用することができる。 

１ 計画の目的 

 （略） 

＜達成目標＞ 

市は、県、登録被災者援護協力団体等と連携して災害関連情報等を集約し、防災関係

機関、報道機関等に情報提供を行う。 

市民に対しては、ラジオ、テレビ、広報車、ホームページ、防災行政無線、携帯メー

ル、掲示板など特性の違う複数の手段により、市民それぞれのニーズに対応した効果的

な情報伝達に努める。 

（略） 

３ 各主体の責務 

 （略） 

 ⑵ 市の役割 

  （略） 

  イ 被害が発生した場合には、被害の第一報を｢消防庁への火災･災害等即報基準｣等に基づ

き、県総合情報通信ネットワーク（福島県総合防災情報システム）により県に報告すると

ともに、当該情報については、報道機関等を通じて市民や防災関係機関に提供する。 

（略） 

５ 実施体制 

(1) 第１段階（発災初動期：～おおむね３日以内） 

（略） 

② 災対財政部・災対産業振興部：物資統括班 

  （略） 

 

第６節 通信の確保 

４ 業務の内容 

 ⑴ 通信施設の応急対策 

  （略） 

  ① 公衆通信施設 

   ア 災害時優先電話 

通話が輻輳しても、防災関係機関との重要通信を確保するため、一般の電話に対して

優先的に利用できるよう、あらかじめＮＴＴ東日本㈱ の指定を受けた電話であり、市

は、当該電話を職員に周知し有効に利用する。 

イ 特設公衆電話 

市とＮＴＴ東日本㈱ との協定に基づき、小・中学校など主要避難所にあらかじめ専

用回線を整備しており、大規模災害時には、被災者が無料で利用することができる。 
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３・９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （略） 

  ③ 衛星携帯電話 

    市外      との情報連絡手段のバックアップとして、災対本部に配備する。       

                                

 

第９節 避難対策 

（略） 

４ 避難 

（略） 

 ⑵ 携行品 

   携行品は、円滑な避難行動に支障をおこさない最小限度とする。なお、自動車による避難

及び家財の持出し等は、原則として行わないようにする。 

【避難時の携行品】 

 

① 服 装： 動きやすく、重ね着で温度調節ができるよう心掛け、防寒を兼ねて靴

下、帽子、軍手なども準備しておく。 

② 持ち物： 貴重品並びに非常持出袋に収納可能な程度の荷物とする。準備があれ

ば、１人あたり１日分の食料や３リットルの飲料水、懐中電灯、携帯ラ

ジオ、タオル等。必要に応じて、常備薬、おくすり手帳、   保険証、

食物アレルギー対応食、メガネ、入歯、オムツ、生理用品を用意する。 

 特に、乳幼児用ミルクや離乳食、紙おむつや生理用品など嗜好性の高

いものや食物アレルギー対応食、慢性疾患等による食事制限が必要な者

に対する特別用途食など個別の対応が求められる品目については、発災

直後に入手することは極めて困難であることから、可能な限り家庭で備

蓄したものを活用する。 

 

５ 津波警報等発表時の避難 

 ⑴ 沿岸住民への避難指示 

   市長は、大津波警報、津波警報または津波注意報が発表されたときは、防災行政無線、携 

帯電話のメール（緊急速報メール、防災メール）、ＳＮＳ、ＦＭラジオ、さらには広報車両

などにより、あらかじめ定めた浸水想定地域の住民等に対し、災対法第 60 条に基づく避難

指示を発令する。               

                   

                                            

                                

  （略） 

  ③ 衛星通信   

    市外や孤立集落等との情報連絡手段のバックアップとして、衛星通信を活用した携帯電

話やインターネット機器の災対本部への配備、活用に努める。 

 

第９節 避難対策 

（略） 

４ 避難 

（略） 

 ⑵ 携行品 

   携行品は、円滑な避難行動に支障をおこさない最小限度とする。なお、自動車による避難

及び家財の持出し等は、原則として行わないようにする。 

【避難時の携行品】 

 

① 服 装： 動きやすく、重ね着で温度調節ができるよう心掛け、防寒を兼ねて靴

下、帽子、軍手なども準備しておく。 

② 持ち物： 貴重品並びに非常持出袋に収納可能な程度の荷物とする。準備があれ

ば、１人あたり１日分の食料や３リットルの飲料水、懐中電灯、携帯ラ

ジオ、タオル等。必要に応じて、常備薬、おくすり手帳、マイナ保険証、

食物アレルギー対応食、メガネ、入歯、オムツ、生理用品を用意する。 

 特に、乳幼児用ミルクや離乳食、紙おむつや生理用品など嗜好性の高

いものや食物アレルギー対応食、慢性疾患等による食事制限が必要な者

に対する特別用途食など個別の対応が求められる品目については、発災

直後に入手することは極めて困難であることから、可能な限り家庭で備

蓄したものを活用する。 

 

５ 津波警報等発表時の避難 

 ⑴ 沿岸住民への避難指示 

   市長は、大津波警報、津波警報または津波注意報が発表されたときは、防災行政無線、携 

帯電話のメール（緊急速報メール、防災メール）、ＳＮＳ、ＦＭラジオ、さらには広報車両

などにより、あらかじめ定めた浸水想定区域の住民等に対し、災対法第 60 条に基づく避難

指示を発令し、次の避難行動を促すものとする。 

  ア 大津波警報又は津波警報発表時 

沿岸部や川沿い、浸水想定区域内にいる人は、ただちに高台や避難ビルなど安全な場所 

へ避難する。警報が解除されるまで安全な場所から離れない。 
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（略） 

11 避難所の開設 

（略） 

⑵ 開設の手順 

避難所開設は、別に定める「避難所運営マニュアル」によるが、その手順は、おおむね以

下のとおりとする。                                 

                                      

（略） 

 

12 避難所の運営 

 （略） 

 ⑶ 運営の手順 

避難所運営の手順は、「避難所運営マニュアル」によることとするが、おおよそ以下のと

おりである。                                    

                             

 （略） 

 

15 車中泊避難者への支援 

  自動車や仮設テントなどは、自宅近くに避難でき、プライバシーも保てるなど利点も多く、

今後の災害時においても多くの被災者が車中泊等を行うことが予想される。 

災対各地区本部避難所班は、車中泊避難者の実態把握に努めるとともに、必要に応じて食

糧・物資等の提供、情報の提供、避難所情報の提供などの支援に努める。 

特に、水分不足や運動不足等から静脈血栓塞栓症（エコノミークラス症候群）を引き起こし

やすくなるため、その予防方法を周知する。 

                                       

    

（略） 

  イ 津波注意報発表時 

    海の中にいる人は直ちに海から上がって、海岸から離れる。海岸堤防などより海側や河

口付近、港湾附近等にいる人は、ただちに海岸から離れる。海水浴や磯釣りは危険なので

行わない。注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近付いたりしない。 

（略） 

11 避難所の開設 

（略） 

⑵ 開設の手順 

避難所開設は、別に定める「避難所運営マニュアル」によるが、その手順は、おおむね以

下のとおりとする。（ペット同行避難の受入準備及びその対応等については、避難所運営マ

ニュアル別冊「避難所におけるペット同行避難への対応マニュアル」を参照） 

（略） 

 

12 避難所の運営 

 （略） 

 ⑶ 運営の手順 

避難所運営の手順は、「避難所運営マニュアル」によることとするが、おおよそ以下のと

おりである。（ペット同行避難への対応等については、避難所運営マニュアル別冊「避難所

におけるペット同行避難への対応マニュアル」を参照） 

 （略） 

 

15 車中泊避難者への支援 

  自動車や仮設テントなどは、自宅近くに避難でき、プライバシーも保てるなど利点も多く、

今後の災害時においても多くの被災者が車中泊等を行うことが予想される。 

災対各地区本部避難所班は、車中泊避難者の実態把握に努めるとともに、必要に応じて食

糧・物資等の提供、情報の提供、避難所情報の提供などの支援に努める。 

特に、水分不足や運動不足等から静脈血栓塞栓症（エコノミークラス症候群）を引き起こし

やすくなるため、その予防方法を周知する。 

この際、車中泊避難の早期解消に向け、必要な支援の実施等に配慮するよう努めるものとす 

る。 

（略） 
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３・10 

 

 

 

 

 

３・14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 13 節 ペットの保護対策 

４ 業務の内容 

  市は、福島県動物救護本部や一般財団法人ペット災害対策推進協会の協力のもと、次の活動

を行う。 

（略） 

 

第 14 節 要配慮者への対策 

４ 業務の内容 

（略） 

 ⑷ 避難所の設置・運営 

  市は、避難所の運営にあたり、避難所運営委員会や地元行政区、自主防災組織等と連携し

て要配慮者の受け入れ・対応を行う。 

ア 災対各地区本部避難所班は、要配慮者に対して必要なスペースの確保、車椅子用仮設ト

イレの設置など、良好な生活環境の確保に十分に配慮する。 

イ 災対各地区本部避難所班は、ボランティア等の協力を得ながら、点字、大活字、手話等

により、視覚・聴覚障がい者に対して的確な情報が伝わるよう配慮に努める。 

ウ 災対各地区本部避難所班は、食品アレルギーを持った者への原因物質除去食品や腎臓病

患者用の低タンパク質食品などの特別用途食が必要な場合は、災対各地区本部総務班に報

告し、災対各地区本部総務班は、地区単位でとりまとめて災対産業振興部物資支援班       

   へ要請を行う。 

なお、要配慮者及び家族は、初動期においては、上記の対応が困難な場合もあることに

留意し、発災後 1週間程度は、家庭内で備蓄した食料等を活用するよう努める。 

エ 災対各地区本部避難所班は、車椅子や乳幼児用ミルク、おむつなどの日用品を確保する

ため、災対財政部・災対産業振興部物資統括班と連携を図りながら、協定締結自治体や民

間事業者に供給を要請する 

 （略） 

                 

                                           

                                

 

⑽ 性的マイノリティの支援対策 

  （略） 

 

 

 

第 13 節 ペットの保護対策 

４ 業務の内容 

  市は、福島県動物救護本部                  の協力のもと、次の活動

を行う。 

（略） 

 

第 14 節 要配慮者への対策 

４ 業務の内容 

（略） 

 ⑷ 避難所の設置・運営 

  市は、避難所の運営にあたり、避難所運営委員会や地元行政区、自主防災組織等と連携し

て要配慮者の受け入れ・対応を行う。 

ア 災対各地区本部避難所班は、要配慮者に対して必要なスペースの確保、車椅子用仮設ト

イレの設置など、良好な生活環境の確保に十分に配慮する。 

イ 災対各地区本部避難所班は、ボランティア等の協力を得ながら、点字、大活字、手話等

により、視覚・聴覚障がい者に対して的確な情報が伝わるよう配慮に努める。 

ウ 災対各地区本部避難所班は、食品アレルギーを持った者への原因物質除去食品や腎臓病

患者用の低タンパク質食品などの特別用途食が必要な場合は、災対各地区本部総務班に報

告し、災対各地区本部総務班は、地区単位でとりまとめて災対財政部・産業振興部物資支

援班へ要請を行う。 

なお、要配慮者及び家族は、初動期においては、上記の対応が困難な場合もあることに

留意し、発災後 1週間程度は、家庭内で備蓄した食料等を活用するよう努める。 

エ 災対各地区本部避難所班は、車椅子や乳幼児用ミルク、おむつなどの日用品を確保する

ため、災対財政部・災対産業振興部物資統括班と連携を図りながら、協定締結自治体や民

間事業者に供給を要請する。 

 （略） 

 ⑽ 旅行者を含む帰宅困難者の対策 

   市は、通勤・通学者及び旅行者等の帰宅困難者に関する情報収集を行うとともに、避難所

の開設や代替交通手段の確保など、状況に応じた対策を講じる。 
 
⑾ 性的マイノリティの支援対策 

  （略） 
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３・16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３・17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16 節 救急・救助活動 

４ 業務の内容 

 ⑴ 消防部による活動体制 

消防長は、大規模地震により多数の負傷者および要救助者の発生が予想される場合は、

「大規模災害時の消防活動計画（震災消防活動編）」に基づき、ただちに消防部隊を出動

させて被災状況等の災害情報収集活動を開始するとともに、消防団をはじめ警察署等の防

災関係機関、市医師会や病院協議会など医療関係団体、日本赤十字社福島県支部等と連携

を図り、総力を挙げて被災者の救助、救護等人命の安全確保を行う。 

 （略） 

 ⑵ 消防機関の対策 

   (2) 消防機関の対策 

消防本部・消防署及び消防団は、「大規模災害時の消防活動計画（震災消防活動編）」

により全消防力をあげて消防活動を実施する。 

 

第 17 節 医療救護活動 

３ 各主体の責務 

 ⑵ 市の役割 

ア 災害発生時に迅速かつ的確な医療を提供するためには正確な情報の把握が最も重要で

あることから、災対保健福祉部地域医療対策班は、発災直後に被災地域及び医療機関等

から必要な情報収集を行う。 

イ 災対保健福祉部（地域医療対策班、保健所班）は、被災者に対する医療及び助産を実

施するため、避難所または市内の医療機関に救護所を設置するとともに、市医師会、市

病院協議会など医療関係団体と協議し、医療救護班、歯科医療救護班及び薬剤師班（以

下「医療救護班等」という。）の派遣計画を策定する。 

ウ 災対保健福祉部地域医療対策班は、市医師会や市薬剤師会、福島薬業協同組合等と協

議を行い、救護所における医療救護活動に必要な応急処置用資器材や医薬品等を確保す

る。 

 

４ 業務の内容 

 ⑴ 救護医療機関等の区分 

   地震発生時は、同時に多数の負傷者が発生して医療機関に殺到し、大混乱となることが予

想されることから、災対保健福祉部地域医療対策班は、市医師会や市病院協議会等と協議を

行い、医療救護の拠点となる救護所を指定するとともに、救急指定病院や災害拠点病院等と

緊密に連携し、負傷程度に応じた段階的医療救護を行うことにより、混乱の回避と負傷者の

分散を図るなど、より円滑な医療救護の実施に努める。 

第 16 節 救急・救助活動 

４ 業務の内容 

 ⑴ 消防部による活動体制 

消防長は、大規模地震により多数の負傷者および要救助者の発生が予想される場合は、

「大規模災害時の消防活動計画         」に基づき、ただちに消防部隊を出動

させて被災状況等の災害情報収集活動を開始するとともに、消防団をはじめ警察署等の防

災関係機関、市医師会や病院協議会など医療関係団体、日本赤十字社福島県支部等と連携

を図り、総力を挙げて被災者の救助、救護等人命の安全確保を行う。 

 （略） 

 ⑵ 消防機関の対策 

   (2) 消防機関の対策 

消防本部・消防署及び消防団は、「大規模災害時の消防活動計画         」

により全消防力をあげて消防活動を実施する。 

 

第 17 節 医療救護活動 

３ 各主体の責務 

 ⑵ 市の役割 

ア 災害発生時に迅速かつ的確な医療を提供するためには正確な情報の把握が最も重要で

あることから、災対保健福祉部保健所班    

は、発災直後に被災地域及び医療機関等から必要な情報収集を行う。 

イ 災対保健福祉部保健所班          は、被災者に対する医療及び助産を実

施するため、避難所または市内の医療機関に救護所を設置するとともに、市医師会、市

病院協議会など医療関係団体と協議し、医療救護班、歯科医療救護班及び薬剤師班（以

下「医療救護班等」という。）の派遣を調整する。   

ウ 災対保健福祉部保健所班   は、市医師会や市薬剤師会         等と協

議を行い、救護所における医療救護活動に必要な応急処置用資器材や医薬品等を確保す

る。 

 

４ 業務の内容 

 ⑴ 救護医療機関等の区分 

   地震発生時は、同時に多数の負傷者が発生して医療機関に殺到し、大混乱となることが予

想されることから、災対保健福祉部保健所班   は、市医師会や市病院協議会等と協議を

行い、医療救護の拠点となる救護所を指定するとともに、救急指定病院や災害拠点病院等と

緊密に連携し、負傷程度に応じた段階的医療救護を行うことにより、混乱の回避と負傷者の

分散を図るなど、より円滑な医療救護の実施に努める。 



 いわき市地域防災計画（地震・津波対策編）新旧対照  

24 

 

章・節 現 行 修 正 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （略） 

 ⑵ 医療救護班等の派遣要請 

ア 市（災対保健福祉部地域医療対策班）は、大規模地震の発生等により、多くの負傷者

発生が見込まれる場合には、市医師会など医療関係団体との協定に基づき、医療救護班

等の派遣要請を行うとともに、市医師会等と救護所の開設について協議を行う。 

イ 市から要請を受けた市医師会等は、あらかじめ定めた災害対応マニュアルに基づき、 

すみやかに医療救護班の派遣計画を策定する。 

 ⑶ 医療救護体制 

  （略） 

  ② 救急指定病院（地域災害拠点病院を含む。） 

地震発生時においては、重傷者の処置、収容及び助産を行うほか、中等傷者に対する

処置、精神科医療等の措置を行う。 

ア 医療救護体制の整備等 

地震発生時においては、すみやかに医師、看護師等の招集を行うなど医療体制を整え、

医療救護を開始するとともに、次の事項についてすみやかに市災対保健福祉部     

に連絡する。 

a 施設、機能の被害状況 

b 入院患者及び院内負傷者の状況 

c 医療従事者の確保状況 

d 人工透析器の稼働状況及び稼働見込み 

e 医療救護活動報告書 

f その他必要なこと 

   （略） 

 ⑷ 医療、救護資器材及び医薬材料の確保 

  （略） 

  ② 血液の確保 

市（災対保健福祉部    、医療センター）は、赤十字血液センター施設等の被災状

況をすみやかに把握するとともに、日本赤十字社福島県支部に対し、血液確保の協力要請

を行う。 

（略） 

 ⑼ 後方医療体制 

   災対保健福祉部地域医療対策班は、市病院協議会等と協議し、市内の病院等を後方収容施

設としてあらかじめ指定し、体制の整備を行う。 

  （略） 

  ③ 広域医療協力体制 

  （略） 

 ⑵ 医療救護班等の派遣要請 

ア 市（災対保健福祉部保健所班   ）は、大規模地震の発生等により、多くの負傷者

発生が見込まれる場合には、市医師会など医療関係団体との協定に基づき、医療救護班

等の派遣要請を行うとともに、市医師会等と救護所の開設について協議を行う。 

イ 市から要請を受けた市医師会等は、あらかじめ定めた災害対応マニュアルに基づき、 

すみやかに医療救護班の派遣計画を策定する。 

 ⑶ 医療救護体制 

  （略） 

  ② 救急指定病院（地域災害拠点病院を含む。） 

地震発生時においては、重傷者の処置、収容及び助産を行うほか、中等傷者に対する

処置、精神科医療等の措置を行う。 

ア 医療救護体制の整備等 

地震発生時においては、すみやかに医師、看護師等の招集を行うなど医療体制を整え、

医療救護を開始するとともに、次の事項についてすみやかに市災対保健福祉部保健所班

に連絡する。 

a 施設、機能の被害状況 

b 入院患者及び院内負傷者の状況 

c 医療従事者の確保状況 

d 人工透析器の稼働状況及び稼働見込み 

e 医療救護活動報告書 

f その他必要なこと 

   （略） 

 ⑷ 医療、救護資器材及び医薬材料の確保 

  （略） 

  ② 血液の確保 

市（災対保健福祉部保健所班、医療センター）は、赤十字血液センター施設等の被災状

況をすみやかに把握するとともに、日本赤十字社福島県支部に対し、血液確保の協力要請

を行う。 

（略） 

 ⑼ 後方医療体制 

   災対保健福祉部保健所班   は、市病院協議会等と協議し、市内の病院等を後方収容施

設としてあらかじめ指定し、体制の整備を行う。 

  （略） 

  ③ 広域医療協力体制 
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災対保健福祉部地域医療対策班は、多数の負傷者の対応による医師の不足及び医薬品

や医療資機材の不足する場合は、県に対しＤＭＡＴやＪＭＡＴの派遣要請を行う。 

④ 医療スタッフの搬送 

災対保健福祉部地域医療対策班は、医療（助産）救護活動が円滑に実施できるよう、

医療救護班等の搬送手段の優先的な確保など特別な配慮を行う。 

 

第 18 節 道路・橋梁・トンネル等の応急対策 

３ 業務の内容 

 ⑴ 道路管理者等の応急対策 

 （略） 

  ② 緊急の措置等 

   （略） 

   イ 道路啓開 

（略） 

                                             

                     

b 緊急車両の通行の妨害となり、災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれが

あると認められる路上障害物については、県警察本部の協力を得るなどして排除する。 

c 道路区間が指定された場合において、車両を移動するよう命じられた車両等の占有

者等が当該措置をとらない場合、または運転者がいない場合は、道路管理者等は自ら

車両の移動等を行うものとする。 

d 道路管理者等は、自ら車両の移動等を行った場合は、やむを得ない限度において生じ

た損失を補償するものとする。 

  

第 29 節 り災証明書発行対策 

４ 業務の内容 

 ⑴ り災証明書の発行対象 

り災証明書は、災対法第２条第１号に規定する災害により建物（居宅、附属屋、物置、店

舗、工場等）の被害状況について市長が発行するものである。              

                              

なお、建物以外          が被災した場合は、被災証明書を発行する。 

 

第 33 節 ライフライン応急対策（電話） 

【実施主体】東日本電信電話㈱－福島支店 

 

災対保健福祉部保健所班   は、多数の負傷者の対応による医師の不足及び医薬品

や医療資機材の不足する場合は、県に対しＤＭＡＴやＪＭＡＴの派遣要請を行う。 

④ 医療スタッフの搬送 

災対保健福祉部保健所班   は、医療（助産）救護活動が円滑に実施できるよう、

医療救護班等の搬送手段の優先的な確保など特別な配慮を行う。 

 

第 18 節 道路・橋梁・トンネル等の応急対策 

３ 業務の内容 

 ⑴ 道路管理者等の応急対策 

  （略） 

  ② 緊急の措置等 

   （略） 

   イ 道路啓開 

（略） 

     b 東北道路啓開計画（福島県版）に位置けられた路線については、東北道路啓開計画

に基づき道路啓開を実施する。 

/c 緊急車両の通行の妨害となり、災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれが

あると認められる路上障害物については、県警察本部の協力を得るなどして排除する。 

d 道路区間が指定された場合において、車両を移動するよう命じられた車両等の占有

者等が当該措置をとらない場合、または運転者がいない場合は、道路管理者等は自ら

車両の移動等を行うものとする。 

e 道路管理者等は、自ら車両の移動等を行った場合は、やむを得ない限度において生

じた損失を補償するものとする。 

 

第 29 節 り災証明書発行対策 

４ 業務の内容 

 ⑴ り災証明書の発行対象 

り災証明書は、災対法第２条第１号に規定する災害により建物（居宅、附属屋、物置、店

舗、工場等）の被害状況について市長が発行するものである。（原則として、建物のうち住家

を対象とし、災害規模等により住家以外も対象とする。） 

なお、り災証明書発行対象の建物以外が被災した場合は、被災証明書を発行する。  

 

第 33 節 ライフライン応急対策（電話） 

【実施主体】ＮＴＴ東日本㈱ －福島支店 
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１ 計画の目的 

  東日本電信電話㈱は、震災の発生に際しては、通信設備等を災害から防護するとともに、応

急復旧作業の迅速かつ的確な実施、避難所等への特設公衆電話回線の設置などにより、災害時

における通信の確保を図る。 

＜達成目標＞ 

東日本電信電話㈱は、市災対本部への臨時電話の設置など防災関係機関の通信確保を

早急に実施する。また、広報車及びインターネットにより地域の住民に広報するととも

に、災害用伝言ダイヤル１７１、ｗｅｂ１７１の利用や避難所等における特設公衆電話

の運用を開始し、被災地の通信を確保する。 

（略） 

３ 業務の内容 

 （略） 

 

第 34 節 ライフライン応急対策（携帯電話） 

【実施主体】       （㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンクモバイル㈱）、  

                       
（略） 

 

第 38 節 ライフライン応急対策（水道） 

（略） 

４ 業務の内容 

 ⑴ 応急給水計画と応急復旧計画の策定 

ア 市（災対水道部、災対市民協働部）は、被害状況を迅速かつ的確に把握し、応急給水と

応急復旧の計画を同時に立案し、相互に関連を保ちながら応急対策を実行する。 

                                                

                               

 （略） 

 

第 39 節 ライフライン応急対策（下水道） 

（略） 

４ 業務の内容 

 （略） 

 ⑶ 復旧対策の実施計画 

   市（災対生活環境部）は、市民生活における下水道の重要性を考慮し、できる限り速やか

な復旧対策を実施する。 

１ 計画の目的 

  ＮＴＴ東日本㈱ は、震災の発生に際しては、通信設備等を災害から防護するとともに、応

急復旧作業の迅速かつ的確な実施、避難所等への特設公衆電話回線の設置などにより、災害時

における通信の確保を図る。 

＜達成目標＞ 

ＮＴＴ東日本㈱ は、市災対本部への臨時電話の設置など防災関係機関の通信確保を

早急に実施する。また、広報車及びインターネットにより地域の住民に広報するととも

に、災害用伝言ダイヤル１７１、ｗｅｂ１７１の利用や避難所等における特設公衆電話

の運用を開始し、被災地の通信を確保する。 

（略） 

３ 業務の内容 

 （略） 

 

第 34 節 ライフライン応急対策（携帯電話） 

【実施主体】携帯電話事業者（㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンクモバイル㈱）、楽

天モバイル（株） 
（略） 

 

第 38 節 ライフライン応急対策（水道） 

（略） 

４ 業務の内容 

 ⑴ 応急給水計画と応急復旧計画の策定 

ア 市（災対水道部、災対市民協働部）は、被害状況を迅速かつ的確に把握し、応急給水と

応急復旧の計画を同時に立案し、相互に関連を保ちながら応急対策を実行する。 

     また、応急対策にあたっては、災対生活環境部と連携し、上下水道一体となって施       

設の機能を維持するために必要な措置を講じるものとする。 

 （略） 

 

第 39 節 ライフライン応急対策（下水道） 

（略） 

４ 業務の内容 

 （略） 

 ⑶ 復旧対策の実施計画 

   市（災対生活環境部）は、市民生活における下水道の重要性を考慮し、できる限り速やか

な復旧対策を実施する。 
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復旧にあたっては、処理場、ポンプ場、管路など主要施設から順次行う。 

                                          

                       

 

第 42 節 火災対策 

４ 業務の内容 

 ⑵ 消防機関の対策 

   消防本部・消防署及び消防団は、「大規模災害時の消防活動計画（震災消防活動編）」によ

り全消防力をあげて消防活動を実施する。 

① 火災情報の収集 

火災情報の収集は、119 番通報のあった事案を中心に行うが、通信回線が途絶したとき

は以下の方法により、すみやかに管轄区域内の火災全体状況を把握するとともに、災対統

括部に報告する。 

ア 職員の参集途上の情報収集 

イ 消防車等の管内巡回による        情報収集 

ウ 消防団による地域内巡回による情報収集 

  （略） 

  ③ 火災防御活動 

  （略） 

キ 断水による消火栓の使用不能が予想されることから、河川等の自然水利及びプール、 

防火水槽等の防火用水施設を活用                         

          し、火災の鎮圧及び延焼拡大の阻止にあたる。 

 ⑶ 消防団による活動 

災対消防部と連携を図りながら、以下の活動を行う。 
（略）。 

                                            

 

第 53 節 ボランティアとの協働 

３ 各主体の責務 

 ⑴ いわき市社会福祉協議会の役割 

災害が発生し、ボランティアによる支援の必要性があるときは、市社会福祉協議会は、市

（災対市民協働部）と連携して市内各地域の被災実情に応じ、市社会福祉センターや、各地

区本部などへ災害ボランティアセンターを設置する。 

災害ボランティアセンターの組織は、以下の図を基本とし、センターの設置・運営につい

ては、社会福祉協議会を主体としてボランティア団体等の協力を得て組織する。 

復旧にあたっては、処理場、ポンプ場、管路など主要施設から順次行う。 

また、応急対策にあたっては、災対水道部と連携し、上下水道一体となって施設の機能

を維持するために必要な措置を講じるものとする。 

 

第 42 節 火災対策 

４ 業務の内容 

 ⑵ 消防機関の対策 

   消防本部・消防署及び消防団は、「大規模災害時の消防活動計画（震災消防活動編）」によ

り全消防力をあげて消防活動を実施する。 

① 火災情報の収集 

火災情報の収集は、119 番通報のあった事案を中心に行うが、通信回線が途絶したとき

は以下の方法により、すみやかに管轄区域内の火災全体状況を把握するとともに、災対統

括部に報告する。 

ア 職員の参集途上の情報収集 

イ 消防車等の管内巡回及びドローンを活用した情報収集 

ウ 消防団による地域内巡回による情報収集 

  （略） 

  ③ 火災防御活動 

  （略） 

キ 断水による消火栓の使用不能が予想されることから、河川等の自然水利及びプール、 

防火水槽等の防火用水施設を活用するとともに、遠距離放水体制を確保するなど、継 

続的な送水体制を構築し、火災の鎮圧及び延焼拡大の阻止にあたる。 

 ⑶ 消防団による活動 

災対消防部と連携を図りながら、以下の活動を行う。 
（略）。 

オ 消防本部と連携し火災防御にあたるとともに、状況に応じ遠距離送水体制を確保する。  

 

第 53 節 ボランティアとの協働 

３ 各主体の責務 

 ⑴ いわき市社会福祉協議会の役割 

災害が発生し、ボランティアによる支援の必要性があるときは、市社会福祉協議会は、市

（災対市民協働部）と連携して市内各地域の被災実情に応じ、市社会福祉センターや、各地

区本部などへ災害ボランティアセンターを設置する。 

災害ボランティアセンターの組織は、以下の図を基本とし、センターの設置・運営につい

ては、社会福祉協議会を主体としてボランティア団体等の協力を得て組織する。 
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 ⑵ 市（災対市民協働部）の役割 

（略） 

② 災害ボランティアセンターの運営支援 

ア 災害ボランティアセンターへ職員を派遣するとともに、市社会福祉協議会に対して市

防災会議連絡員室への職員派遣を要請し、相互の情報共有を図る。 

イ 求められるボランティア活動の内容、必要人員、活動場所など災害ボランティア活動

に必要な情報収集を行い、災害ボランティアセンターに提供する。 

ウ ボランティア保険への加入について啓発に努める。 

 

第 54 節 労務等の確保・供給 

４ 業務の内容 

  応急対策を実施するための人員が不足し、緊急の必要があると認めたときは、各執行者は、

法に基づき次により従事命令、協力命令を発する。 

（略） 

 ⑸ 従事命令、協力命令 

  （略） 

  ② 命令対象者 

命令区分（作業対象） 対   象   者 

災対法及び災害救助法による知事

の従事命令（災害応急対策並びに

救助作業） 

1. 医師、歯科医師または薬剤師 

2. 保健師、助産師または看護師                              

                          

                          

                        

                        

                         

    

3. 土木技術者または建築技術者 

4. 土木、左官、とび職 

5. 土木業者、建築業者及びこれらの者の従業者 

6. 地方鉄道業者及びその従業者 

7. 軌道経営者及びその従業者 

8. 自動車運送業者及びその従事者 

9. 船舶運送業者及びその従業者 

災害ボランティア活動を希望する者に対しては、活動を始める前にボランティア保険に加入

するよう周知に努める。 

 ⑵ 市（災対市民協働部）の役割 

（略） 

② 災害ボランティアセンターの運営支援 

ア 災害ボランティアセンターとの連絡調整について担当者を配置し、速やかに連絡体制 

を整える。                          

イ 求められるボランティア活動の内容、必要人員、活動場所など災害ボランティア活動 

に必要な情報収集を行い、災害ボランティアセンターに提供する。 

                                

 

第 54 節 労務等の確保・供給 

４ 業務の内容 

  応急対策を実施するための人員が不足し、緊急の必要があると認めたときは、各執行者は、

法に基づき次により従事命令、協力命令を発する。 

（略） 

 ⑸ 従事命令、協力命令 

  （略） 

  ② 命令対象者 

   命令区分（作業対象） 対   象   者 

災対法及び災害救助法による知事

の従事命令（災害応急対策並びに

救助作業） 

1. 医師、歯科医師または薬剤師 

2. 栄養士、管理栄養士、保健師、助産師または看護

師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、

理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、救急救

命士、言語聴覚士、歯科衛生士又は歯科技工士 

3. 保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門

員、精神保健福祉士、公認心理師または相談支援

専門員 

4. 土木技術者または建築技術者 

5. 土木、左官、とび職 

6. 土木業者、建築業者及びこれらの者の従業者 

7. 地方鉄道業者及びその従業者 

8. 軌道経営者及びその従業者 

9. 自動車運送業者及びその従事者 

10. 船舶運送業者及びその従業者 
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３・55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.港湾運送業者及びその従業者 

（略） 

 

第 55 節 災害救助法のによる救助 

４ 業務の内容 

 ⑷ 災害救助法の適用手続き 

  ② 適用の決定 

（略） 

ウ 知事は、法を適用したときはすみやかに内閣総理大臣に情報提供するとともに、次によ

り県報に公示する。    

エ 知事は、法適用の公表にあたっては、内閣総理大臣と十分な調整を図る。 

【告示の例】 

福島県告示第○号 

令和○○年○○月○○日発生の○○災害に関し、○○月○○日から○○

市（町、村）の区域において災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）によ

る救助を実施する。 

令和○○年○○月○○日 

福島県知事○○○○ 

 

 ⑸ 災害救助法による救助の種類と市長による救助事務の実施 

① 救助の種類 

法による救助は、災害のために一定規模以上の被害が生じた場合で、被災者が現に応急

救助を必要とする場合に行われるもので、次の種類がある。 

   （略） 

            

カ 被災した住宅の応急修理 

キ 生業に必要な資金の給与または貸与 

ク 学用品の給与 

ケ 埋葬 

コ 遺体の捜索及び処理 

サ 災害によって住居またはその周辺に運ばれた土石・竹木等で日常生活に著しい支 

障を及ぼしているものの除去 

 （略） 

 

11. 港湾運送業者及びその従業者 

（略） 

 

第 55 節 災害救助法のによる救助 

４ 業務の内容 

 ⑷ 災害救助法の適用手続き 

  ② 適用の決定 

（略） 

ウ 知事は、法を適用したときはすみやかに内閣総理大臣に情報提供するとともに、ホーム 

ページにおいて公示する。 

エ 知事は、法適用の公表にあたっては、内閣総理大臣と十分な調整を図る。 

 

  （削除） 

  

 

 

 

 

 

 

 ⑸ 災害救助法による救助の種類と市長による救助事務の実施 

① 救助の種類 

法による救助は、災害のために一定規模以上の被害が生じた場合で、被災者が現に応急

救助を必要とする場合に行われるもので、次の種類がある。 

   （略） 

カ 福祉サービスの提供 

キ 被災した住宅の応急修理 

ク 生業に必要な資金の給与または貸与 

ケ 学用品の給与 

コ 埋葬 

サ 遺体の捜索及び処理 

シ 災害によって住居またはその周辺に運ばれた土石・竹木等で日常生活に著しい支 

障を及ぼしているものの除去 

 （略） 
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４・２ 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑺ 強制権の発動 

知事は、迅速な救助を行うため特に必要があると認めるときは、次の権限を行使する。 

① 救助業務従事の命令（法第７条） 

法に定めた職業の者を、救助に関する業務に従事させる権限 

ア 医療関係者 

a 医師、歯科医師または薬剤師 

b  保健師、助産師または看護師                         

                                                                               

                     

          

                                               

              

イ 土木建築関係者 

a 土木技術者または建築技術者 

b 大工、左官またはとび職 

c 土木業者または建築業者及びこれらの者の従事者 

ウ 送関係者 

a 地方鉄道業者及びその従事者 

b 軌道経営者及びその従事者 

c 自動車運送事業者及びその従事者 

d 船舶運送業者及びその従事者 

e 港湾運送業者及びその従事者 

     ② 救助に関する業務への協力命令（法第８条） 

  被災者及び近隣の者を炊き出し等の救助の業務に従事させる権限 

                               

 （略） 

 

第４章 災害復旧・復興計画 

第２節 災害復興計画 

１ 計画の目的 

災害により市域に大規模な被害が発生した場合、被災者の生活及び地域の社会経済活動を

緊急かつ円滑に再建・復興するため、                         市

及び県は、市民、民間事業者及び施設管理者等と連携して、速やかに復興の基本方向を定め、

復興計画を作成する。 

また、市、県及び公共施設管理者は、復興計画に基づき住民の合意を得ながら、災害防止と

 ⑺ 強制権の発動 

知事は、迅速な救助を行うため特に必要があると認めるときは、次の権限を行使する。 

① 救助業務従事の命令（法第７条） 

法に定めた職業の者を、救助に関する業務に従事させる権限 

ア 医療関係者 

a 医師、歯科医師または薬剤師 

b 栄養士、管理栄養士、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検

査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、救急救命士、言語聴覚士、歯科衛生

士または歯科技工士 

イ 福祉関係者 

        保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士、公認心理師ま

たは相談支援専門員 

ウ 土木建築関係者 

a 土木技術者または建築技術者 

b 大工、左官またはとび職 

c 土木業者または建築業者及びこれらの者の従事者 

エ 輸送関係者 

a 地方鉄道業者及びその従事者 

b 軌道経営者及びその従事者 

c 自動車運送事業者及びその従事者 

d 船舶運送業者及びその従事者 

e 港湾運送業者及びその従事者 

     ② 救助に関する業務への協力命令（法第８条） 

ア 被災者及び近隣の者を炊き出し等の救助の業務に従事させる権限 

イ 登録被災者援護協力団体を救助に関する業務に協力させる権限 

 （略） 

 

第４章 災害復旧・復興計画 

第２節 災害復興計画 

１ 計画の目的 

災害により市域に大規模な被害が発生した場合、被災者の生活及び地域の社会経済活動を

緊急かつ円滑に再建・復興するため、あらかじめ定める事前復興まちづくり計画を踏まえ、市

及び県は、市民、民間事業者及び施設管理者等と連携して、速やかに復興の基本方針を定め、

復興計画を作成する。 

また、市、県及び公共施設管理者は、復興計画に基づき住民の合意を得ながら、災害防止と
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４・３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

良好な都市環境を目指した効率的な復興対策、防災対策を早急に実施する。 

 

第３節 市民生活安定のための緊急措置 

１ 計画の目的 

  （略） 

＜達成目標＞ 

市は、被災者が自らに適した支援制 度を活用して生活再建に取り組むことができるよ

う、災害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携

して、被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組）の実施等により、被害

状況に応じて迅速に生活支援体制を確立し、被災者からの生活相談の受付、職業のあっ

せん、生活関連物資の安定供給のための措置、租税等の徴収猶予措置、公共料金の特例措

置、被災住宅復興や事業経営安定のための資金融資、弔慰金・見舞金の支給、義援金の配

分等を実施し、                                 

        市民生活の安定を図る。 

東日本大震災への対応で構築した、り災台帳管理から義援金支給に至る一連のシステ

ムを、今後の災害発生に備えて活用できる仕組みを整備するとともに、そのノウハウを

他の被災地にも提供できるようにする。 

 

（略） 

３ 被災者の生活再建 

（略） 

 ⑶ 各種支援制度 

（略） 

② 災害援護資金等の貸付 

 （略） 

オ 母子父子寡婦福祉資金貸付金 

根拠法令 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和 39年法律第 129 号） 

手続き 貸付申請書に関係書類を添付し、各地区保健福祉センターに提出する。 

対象となる

災害 

災害救助法の適否によらない。 

対象者 1. 母子福祉資金 

・20 歳未満の児童を扶養する母子家庭の母 

・父母のいない 20 歳未満の児童（児童に対する貸付のみ） 

               

                          

良好な都市環境を目指した効率的な復興対策、防災対策を早急に実施する。 

 

第３節 市民生活安定のための緊急措置 

１ 計画の目的 

  （略） 

＜達成目標＞ 

市は、被災者が自らに適した支援制 度を活用して生活再建に取り組むことができるよ

う、災害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携

して、被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組）の実施等により、被害

状況に応じて迅速に生活支援体制を確立し、被災者からの生活相談の受付、職業のあっ

せん、生活関連物資の安定供給のための措置、租税等の徴収猶予措置、公共料金の特例措

置、被災住宅復興や事業経営安定のための資金融資、弔慰金・見舞金の支給、義援金の配

分等を実施するとともに、被災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努

めることにより、市民生活の安定を図る。 

東日本大震災への対応で構築した、り災台帳管理から義援金支給に至る一連のシステ

ムを、今後の災害発生に備えて活用できる仕組みを整備するとともに、そのノウハウを

他の被災地にも提供できるようにする。 

 

（略） 

３ 被災者の生活再建 

（略） 

 ⑶ 各種支援制度 

（略） 

② 災害援護資金等の貸付 

 （略） 

オ 母子父子寡婦福祉資金貸付金 

根拠法令 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和 39年法律第 129 号） 

手続き 貸付申請書に関係書類を添付し、各地区保健福祉センターに提出する。 

対象となる

災害 

災害救助法の適否によらない。 

対象者 1. 母子福祉資金 

・20 歳未満の児童を扶養する母子家庭の母 

・父母のいない 20 歳未満の児童（児童に対する貸付のみ） 

2. 父子福祉資金 

 ・20 歳未満の児童を扶養している配偶者のいない男子 
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５・１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５・２ 

 

 

 

 

 

 

2. 寡婦福祉資金 

・寡婦 

・40 歳以上の配偶者のいない女子であって、母子家庭の母及び寡婦

以外の者（所得制限あり） 

制度の概要 母子家庭・    及び寡婦の自立と児童の福祉を増進するための貸付

制度で、貸付（200 万円以内）の種類は以下の 12 種類。 

各資金を無利子または低利で貸付けている。 

1.  母   ・母子  福祉団体対象 

・事業開始資金  ・事業継続資金 

2.  母   ・児童対象 

・就職支度資金 ・医療介護資金 

3.  母   対象 

・技能修得資金 ・生活資金 ・住宅資金 ・転宅資金       

4. 児童対象 

・修学資金  ・修業資金 ・就学支度資金   

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

3. 寡婦福祉資金 

・寡婦 

・40 歳以上の配偶者のいない女子であって、母子家庭の母及び寡婦

以外の者（所得制限あり） 

制度の概要 母子家庭・父子家庭及び寡婦の自立と児童の福祉を増進するための貸付

制度で、貸付（200 万円以内）の種類は以下の 12 種類。 

各資金を無利子または低利で貸付けている。 

1. 夫母・寡婦・母子父子福祉団体対象 

・事業開始資金  ・事業継続資金 

2. 夫母・寡婦・児童対象 

・就職支度資金 ・医療介護資金 

3. 夫母・寡婦対象 

・技能修得資金 ・生活資金 ・住宅資金 ・転宅資金  ・結婚資金 

4. 児童対象 

・修学資金  ・修業資金 ・就学支度資金   

 

 

 

第５章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画 

第１節 総則 

1 推進計画の目的 

この計画は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措

置法（平成１６年法律第２７号。以下「法」という。）第５条第２項の規定に基づき、日本海

溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域について、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震

に伴い発生する津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項、日本海溝・

千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項等を定

め、当該地域における地震防災対策の推進を図ることを目的とする。 

 

第 2 節 地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する事項 

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震から市域並びに市民の生命、身体及び財産を保護するた

め、地震防災上緊急に整備すべき次の施設等については、日本海溝・千島海溝地震対策特別措

置法を踏まえ、計画的に整備を図るとともに、施設の高台への移転の促進を図るものとする。

災害に強い都市基盤整備は、第２章「災害予防」第４節「都市の防災構造化」を参照するもの

とする。 
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(1) 整備すべき施設等 

ア 避難場所 

イ 避難経路 

ウ 消防用施設 

エ 消防活動を確保するための道路 

オ 緊急輸送を確保するために必要な道路、港湾施設、漁港施設 

カ 共同溝等 

キ 地震防災上改築又は補強を要する医療機関 

ク 地震防災上改築又は補強を要する社会福祉施設 

ケ 地震防災上改築又は補強を要する公立の幼稚園 

コ 地震防災上改築又は補強を要する公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等

教育学校の前期課程 

サ 地震防災上改築又は補強を要する公立の特別支援学校 

シ キからサまで掲げるもののほか、地震防災上補強を要する公的建造物 

ス 津波発生時における円滑な避難確保のための海岸保全施設、河川管理施設 

セ 砂防設備、保安施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、ため池 

ソ 地域防災拠点施設 

タ 防災行政無線設備 

チ 地震災害時における飲料水、電源確保のための設備等 

ツ 地震災害時において必要となる非常用食料、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫 

テ 地震災害時における応急救護設備又は資機材 

ト 老朽住宅密集市街地に係る地震防災対策 

ナ その他地震防災上緊急に整備すべき施設 

 

(2) 施設等の整備にあたり留意すべき事項 

① 避難場所 

最大規模の津波にも対応できる避難場所として、指定行政機関及び地方公共団体の庁舎等や

民間施設を含む津波避難ビル等の適切な指定を行う。 

また、積雪寒冷地においては、必要に応じて、屋内空間を備えた避難場所の整備を行う。 

地震発生時の建築物の倒壊や火災被害等の物的被害、それらに伴う人的被害の発生が懸念され

る地域において避難場所等を検討する場合には、必要に応じて、延焼被害軽減対策等に取り組

む。 

② 避難経路 

必要に応じて、積雪等に配慮した避難経路の整備を行う。 

③ その他 
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施設全体が未完成であっても、一部の完成により相応の効果が発揮されるよう整備等の順序

及び方法について考慮する。 

積雪寒冷地特有の課題や、沿岸地特有の地理的条件についても配慮する。 

 

第 3 節 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項 

 

1 津波からの防護 

市又は堤防、水門等の管理者は、次の方針・計画等に基づき、各種施設整備等を行うものと

する。 

(1) 堤防、水門等の点検方針・計画 

施設点検等は、第２章「災害予防」第 16節「河川・海岸の災害予防」を参照するものとす

る。 

(2) 堤防、水門等の自動化・遠隔操作化・補強等の方針・計画 

水門設備の遠隔化等は、第２章「災害予防」第 16 節「河川・海岸の災害予防」を参照するも

のとする。 

(3) 積雪寒冷地において、冬季においても水門等が確実に作動するよう配慮した対策 

河川、海岸、港湾及び漁港の管理者は、積雪や凍結の影響により水門等の閉鎖に支障をきた

すことなく、確実に作動するよう配慮する。 

(4) 水門や陸閘等の閉鎖を迅速・確実に行うための体制、手順及び平常時の管理方法 

水門閉鎖等の対応体制は、第２章「災害予防」第 16 節「河川・海岸の災害予防」を参照する

ものとする。 

(5) 内水排除施設等の管理上必要な操作、非常用電源の準備、点検その他所要の被災防止措置 

河川、海岸、港湾及び漁港の管理者は、内水排除施設等は、施設の管理上必要な操作を行う

ための非常用発電装置の整備、点検その他所要の被災防止措置を講じておくものとする。 

(6) 津波により孤立が懸念される地域のヘリポート、ヘリコプター臨時発着場等の整備の方針

及び計画 

市は、必要に応じ次の事項について別に定めるものとする。 

ア 津波により孤立が懸念される地域のヘリポート、ヘリコプター臨時発着場等の整備の方

針及び計画 

イ サイレン、広報車等の整備の方針及び計画 

ウ 海岸線の防災行政無線通信施設(同報系)等の整備の方針及び計画 

 

2 津波に関する情報の伝達等 

津波に関する情報や避難情報の伝達等に係る関係者の連絡体制は、次のとおりとする。 

(1) 市内部及び関係機関相互間の伝達体制 
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津波に関する情報の伝達は、第３章「災害応急対策」第４節「地震・津波情報等の伝達」及

び、第５節「災害情報の収集・伝達」を参照するものとする。 

(2) 防災関係機関、地域住民等に対する伝達体制 

防災関係機関、地域住民等に対する伝達体制は、第３章「災害応急対策」第４節「地震・津

波情報等の伝達」及び、第５節「災害情報の収集・伝達」を参照するものとする。 

(3) 避難指示の発令基準 

避難指示の発令基準、伝達方法は、第３章「災害応急対策」第９節「避難対策」を参照する

ものとする。避難指示の発令対象地域は、津波避難計画を参照するものとする。 

(4) 船舶に対する伝達体制 

船舶に対する伝達体制は、第３章「災害応急対策」第４節「地震・津波情報等の伝達」を参

照するものとする。なお、沖合の船舶、漁船等に対しては、第二管区海上保安本部及び福島海

上保安部から、各関係機関を通じて、津波警報等が伝達される。 

(5) 管轄区域内の被害状況の情報収集体制 

被害状況の情報収集体制は、第３章「災害応急対策」第４節「地震・津波情報等の伝達」及

び、第５節「災害情報の収集・伝達」を参照するものとする。 

(6) 防災行政無線の整備等 

防災行政無線の整備は、第２章「災害予防」第５節「情報伝達手段の多様化」、第 16 節「河

川・海岸の災害予防」を参照するものとする。 

 

3 地域住民等の避難行動等 

市は、避難対象地域内の住民等が、津波襲来時に的確な避難を行うことができるよう、次の

とおり取り組むこととする。 

(1) 避難対象地域 

避難対象地域は、津波避難計画を参照するものとする。 

(2) 避難方法 

津波からの避難方法は、第３章「災害応急対策」、第９節「避難対策」を参照するものとす

る。具体的な避難方法は、津波避難計画を参照するものとする。 

(3) 避難経路の除雪・防雪・凍結防止対策 

市は、県と協力し、避難対象地域内の住民等が、津波襲来時に的確な避難を行うことができ

るよう、避難経路の除雪・防雪・凍結防止対策の検討に努めるものとする。 

(4) 住民等の備え 

避難対象地域内の住民等は、避難場所、避難経路、避難方法、家族との連絡方法等を平常時

から確認しておき、津波が襲来した場合の備えに万全を期するよう努めるべきものとする。 

住民等の備えは、第２章「災害予防」、第６節「住民等の事前避難準備」、第９節「津波災害予

防」を参照するものとする。 
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(5) 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者（以下「要配慮者」という。）のう

ち、自ら避難することが困難な者であってその円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に

支援を要する者（以下「避難行動要支援者」という。）の避難支援等 

避難行動要支援者の避難支援等は、第３章「災害応急対策」、第９節「避難対策」、第 14節

「要配慮者への対策」を参照するものとする。 

(6) 外国人、出張者及び旅行者等の避難誘導等 

外国人の避難誘導は、第３章「災害応急対策」、第９節「避難対策」、第 14 節「要配慮者への

対策」を参照するものとする。出張者及び旅行者等の避難誘導は、第３章「災害応急対策」、第

９節「避難対策」を参照するものとする。 

(7) 住民等の避難行動等の検討にあたり留意すべき事項 

ア 積雪や凍結等による避難開始時刻の遅れや避難速度の低下を考慮した上で、避難対象地

域、避難場所、避難経路等を検討する。 

イ 避難時の低体温症のリスクを踏まえ、避難場所での防寒対策に必要な物資（乾いた衣

類、防寒具、暖房器具、発熱剤入り非常食等）の備蓄に考慮する。 

ウ 避難場所から避難所への避難経路、防寒機能を備えた屋内の避難所への二次避難の経路

等について考慮する。 

エ 各種防災施設の整備状況や被害想定の検証等を定期的に行い、必要に応じて見直す。 

オ 高台への避難に相当な時間を要する平野部等における避難場所の指定に当たっては、堅

牢な高層建築物の中・高層階を避難場所として利用するなど、津波避難ビル等の活用を推

進する。 

カ 人口が少ない平野部等、徒歩による避難が困難な地域では、地域の実情に応じて、災害

による道路寸断、道路渋滞、交通事故等の可能性が低いことを前提とし、必要に応じて、

自動車による避難について検討する。 

キ 推進計画への記載とは別に、地域特性等を踏まえ、津波による浸水想定区域の設定、避

難対象地域の指定、避難場所・避難路等の指定、津波情報の収集・伝達の方法、避難指示

の具体的な発令基準、避難訓練の内容等を記載した津波避難計画を策定する。 

ク 避難行動要支援者の避難支援等、外国人、出張者及び旅行者等の避難誘導等において、

消防団、自主防災組織等との連携に努めるとともに、支援等を行う者の避難に要する時間

その他の安全な避難の確保に配慮する。 

 

4 避難場所及び避難所の運営・安全確保  

市は、避難場所及び避難所の運営・安全確保に次のとおり取り組むこととする。 

(1) 避難後の救護の内容 

応急危険度判定の体制は、第２章「災害予防」第 18 節「建築物等の災害予防」を参照するも

のとする。地震により被災した避難所がある場合には、判定を優先的に行うものとする。 
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(2) 避難所開設における次の項目に関しあらかじめ準備すべき事項 

① 応急危険度判定を優先的に行う体制 

応急危険度判定の体制は、第２章「災害予防」第 18 節「建築物等の災害予防」を参照するも

のとする。地震により被災した避難所がある場合には、判定を優先的に行うものとする。 

② 各避難所との連絡体制 

避難所との連携は、第３章「災害応急対策」、第９節「避難対策」を参照するものとする。 

③ 各避難所における避難者の名簿作成 

避難者名簿の作成は、第３章「災害応急対策」、第９節「避難対策」を参照するものとする。 

④ 食事・トイレ・寝床等、生活必需品の確保 

食事・トイレ・寝床等、生活必需品の確保については、第３章「災害応急対策」、第９節「避

難対策」を参照するものとする。 

⑤ 要配慮者用トイレの設置や福祉避難所の開設等、要配慮者への対応 

要配慮者用トイレの設置は、第３章「災害応急対策」、第 12 節「トイレ利用対策」、福祉避難

所の開設等は、第３章「災害応急対策」、第９節「避難対策」、要配慮者への対応は、第３節

「災害応急対策」、第 14節「要配慮者への対策」を参照するものとする。 

⑥ 飼い主によるペットとの同行避難等、様々なニーズへの対応 

ペットの同行避難は、第３章「災害応急対策」、第 13 節「ペットの保護対策」を参照するも

のとする。 

(3) 船舶の避難 

船舶の安全避難のための対策を検討する。船舶の安全対策は、事故対策編第２章「海上災

害」を参照するものとする。 

(4) 避難場所及び避難所の運営・安全確保にあたり留意すべき事項 

ア 指定避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男女

双方の視点等に配慮し、女性や子育て家庭のニーズに配慮した指定避難所の運営管理に努

めるものとする。また、指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶの発生

を防止するため、女性や子供等の安全に配慮するとともに、警察、病院、女性支援団体と

の連携の下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努める。 

イ 避難した住民等は、自主防災組織等の単位ごとに互いに協力しつつ、避難場所及び避難

所の運営に協力する。 

ウ 積雪寒冷地においては、冬季における避難時の低体温症対策として、防寒機能を備えた

避難場所等の確保、乾いた衣類、防寒具、暖房器具・燃料等の備蓄、温かい食事を提供で

きる体制の構築など、避難生活環境の整備について配慮する。 

エ 夏季における避難時の熱中症対策として、飲用水の備蓄、冷房設備を備えた避難所の確

保、非常用電源・スポットクーラーの確保など、避難生活環境の整備について配慮する。 



 いわき市地域防災計画（地震・津波対策編）新旧対照  

38 

 

章・節 現 行 修 正 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 孤立する恐れのある集落、離島や長期湛水の恐れのある地域では、救助活動が制限され

ることを勘案し、十分な備蓄量、救助のための通信手段等の確保について配慮する。 

カ 避難場所等から自宅に戻ろうとする住民等の安全確保のため、避難場所においても津波

警報等の情報を入手できるよう配慮する。 

 

5 意識の普及・啓発 

市は、地域住民等が、「自らの命は自らが守る」という早期避難への意識を持ち、その意識を

持続的に共有し、津波襲来時に円滑かつ迅速な避難を行うことができるよう、必要に応じて積

雪寒冷地特有の課題に配慮された内容により、ハザードマップや津波避難計画を作成・変更

し、周知を行う。 

住民への津波に関する知識の普及は、第２章「災害予防」、第９節「津波災害予防」を参照する

ものとする。 

 

6 消防機関等の活動  

ア 市は、消防機関及び水防団が津波からの円滑な避難の確保等のために講ずる措置につい

て、次の事項を重点としてその対策を定めるものとする。なお、津波警報等の伝達は、第

３章「災害応急対策」第４節「地震・津波情報等の伝達」、津波からの避難誘導は、第３

章「災害応急対策」第９節「避難対策」を参照するものとする。 

a 津波警報等の情報の的確な収集・伝達 

b 津波からの避難誘導 

c 自主防災組織等の津波避難計画作成等に対する支援 

d 津波到達予想時間等を考慮した退避ルールの確立 

イ アに掲げる措置を実施するため必要な動員、配備及び活動計画は、消防計画に定めると

ころによる。 

 

7 水道、電気、ガス、通信、放送関係 

(1) 水道 

住民等の津波からの円滑な避難を確保するため、水道管の破損等による二次災害を軽減させ

るための措置を実施するものとする。 

水道の二次被害を軽減するための措置は、第３章「災害応急対策」「第 38節ライフライン応

急対策（水道）」を参照するものとする。 

(2) 電気 

ア 重要施設の選定に係る措置については、第２章「災害予防」第 24 節「ライフライン強

化対策（電力）」を参照するものとする。 
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イ 東北電力ネットワーク㈱が行う措置は、第３章「災害応急対策」第 35 節「ライフライ

ン応急対策（電力）」を参照するものとする。 

(3) ガス 

東部ガス㈱、いわきガス㈱、常磐都市ガス㈱、㈱常磐共同ガス、(一社)福島県ＬＰガス協会

等が行う措置は、第３章「災害応急対策」第 36節「ライフライン応急対策（ガス）」を参照す

るものとする。 

(4) 通信 

ＮＴＴ東日本㈱が行う措置は、第３章「災害応急対策」第 33 節「ライフライン応急対策（電

話）」を参照するものとする。 

(5) 放送 

㈱いわき市民コミュニティ放送が行う措置は、第３章「災害応急対策」第 32 節「コミュニテ

ィ放送事業者の応急対策」を参照するものとする。 

 

8 交通 

(1) 道路 

① 交通規制 

県警察本部及び道路管理者は、津波の襲来により危険度が高いと予想される区間及び避難経

路として使用されることが想定される区間について、交通規制の内容を事前に周知する。な

お、必要に応じ隣接する県警察本部との連絡を密にし、交通規制の整合性を広域的に確保す

る。 

交通規制等の内容は、第３章「災害応急対策」第 18 節「道路・橋梁・トンネル等の応急対

策」を参照するものとする。 

② 除雪 

道路の除雪に係る対策は、第２章「災害予防」第４節「都市の防災構造化」を参照するもの

とする。 

(2) 海上 

ア 福島海上保安部及び港湾管理者は、海上交通の安全を確保するため、海域監視体制の強

化、船舶交通の輻輳が予想される海域における船舶交通の制限等の措置を実施する。ま

た、津波による危険が予想される場合に安全な海域への船舶の退避等を円滑に実施する措

置を実施する。海上交通の安全確保は、第３章「災害応急対策」第 19 節「港湾・漁港施

設・海上の応急対策」を参照するものとする。 

イ 港湾管理者は、津波が襲来するおそれがある港湾における港湾利用者の避難など、次の

安全確保対策をとるものとする。安全確保対策の内容は、第３章「災害応急対策」第 19

節「港湾・漁港施設・海上の応急対策」を参照するものとする。 
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(3) 鉄道 

津波の襲来により危険度が高いと予想される区間における運行の停止等の運行上の措置は実

施する。 

運行上の措置の内容は、第３章「災害応急対策」第 30 節「鉄道事業者の応急対策」を参照す

るものとする。 

(4) 乗客等の避難誘導等 

船舶、列車等の乗客や駅、港湾のターミナルに滞在する者の避難誘導計画等の避難誘導策を

検討する。避難誘導策の検討に当たっては、積雪や凍結等により避難に時間を要するおそれが

あることに配慮する。 

 

9 市が自ら管理等を行う施設等に関する対策  

(1) 不特定かつ多数の者が出入りする施設 

市が管理する庁舎、会館、社会教育施設、社会体育施設、社会福祉施設、博物館、美術館、

図書館、病院、学校等の管理上の措置はおおむね次のとおりとする。 

施設における対策は、第２節「災害予防」第 18節「建築物等の災害予防」を参照するものと

する。 

(2) 災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置 

災害対策本部又は災害対策各地区本部が設置される庁舎等の管理者は、⑴の①に掲げる措置

をとるほか、次に掲げる措置をとるものとする。 

また、災害対策本部等を市が管理する施設以外の施設に設置する場合は、その施設の管理者

に対し、同様の措置をとるよう協力を要請するものとする。 

防災上重要な建築物の災害予防対策は、第２章「災害予防」第 18節「建築物等の災害予防」

を参照するものとする。 

ア 自家発電装置、可搬式発電機等による非常用電源の確保 

イ 無線通信機等通信手段の確保 

ウ 災害対策本部等開設に必要な資機材及び緊急車両等の確保 

(3) 地震発生時の緊急点検及び巡視 

地震発生時には津波襲来に備え、緊急点検及び巡視を実施する。 

緊急点検及び巡視を実施においては、従業員の安全確保のための津波からの避難に要する時

間に配慮する。 

(4) 工事中の建築物等に対する安全確保上実施すべき措置 

工事中の建築物その他の工作物又は施設については、津波襲来に備えて安全確保上実施すべ

き措置を実施する。 
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津波襲来のおそれがある場合には、原則として工事を中断するものとし、特別な必要により

津波被害の防止対策を行う場合には、作業員の安全確保のため津波からの避難に要する時間に

配慮する。 

 

10 迅速な救助 

ア 市は、消防庁舎等の耐震化を含め、救助・救急隊の体制や車両・資機材の確保等に努め

るものとする。救助・救急活動の実施体制の構築に当たっては、孤立集落、長期湛水によ

る孤立地域への救助・救急活動についても考慮する。消防機関等による被災者の迅速かつ

適切な救助・救急活動の実施体制は、第２章「災害予防」第 10 節「救急・救助体制の整

備」を参照するものとする。 

イ 市は、県と協力して「緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱」に定める受援計

画等による緊急消防援助隊の人命救助活動等の支援体制の整備を行うものとする。緊急消

防援助隊の要請及び受援の体制は、第２章「災害予防」第 10 節「救急・救助体制の整

備」を参照するものとする。 

ウ 市は、自衛隊・警察・消防等実動部隊による迅速な救助のため、被災地への経路及び港

湾等の活動拠点の確保を含む救助活動における連携の推進等を図る。救急・救助活動にお

ける交通確保は、第２章「災害予防」第 10 節「救急・救助体制の整備」を参照するもの

とする。 

エ 市は、消防団に関し、加入促進による人員確保、車両・資機材の充実、教育・訓練の充

実を図る。消防団の充実は、第２章「災害予防」第 10 節「救急・救助体制の整備」を参

照するものとする。 

 

第 4 節 関係者との連携協力の確保に関する事項 

1 資機材、人員等の配備手配 

ア 被災時における物資等の調達手配及び人員の配備のうち、応急対策を実施するための広

域的措置を実施する。応援要請内容等は、第３章「災害応急対策」第２節「防災関係機関

の相互協力体制」を参照するものとする。 

イ 応急対策を実施する上で他機関の応援等を求める必要がある場合に備え、事前応援協定

の締結、その他の手続上の措置を実施する。積雪寒冷地特有の課題を踏まえた資機材の配

備や訓練等を行うよう配慮する。事前応援協定の締結その他の手続き上の措置を定めるに

当たっては、関係機関相互の競合に十分留意するとともに、相互の連携強力体制について

あらかじめ十分調整する。本市が締結する相互応援協定は、資料編「４ いわき市の災害

協定締結状況一覧」を参照するものとする。 

 

2 物資の備蓄・調達 
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被害想定等を基に、自らの地域で必要となる物資の備蓄及び調達の措置を実施する。 

必要となる物資の備蓄及び調達にあたっては、要配慮者のニーズや男女のニーズの違い等に

配慮する。 

積雪や凍結等により、物資輸送が遅延するおそれがあることを考慮した、備蓄・調達体制の

整備について配慮する。 

物資の備蓄・調達は、第２章「災害予防」第 33節「備蓄体制の整備」を参照するものとす

る。 

 

第 5 節 北海道・三陸沖後発地震注意情報が発信された場合にとるべき防災対応に関する事項 

1 北海道・三陸沖後発地震注意情報の伝達、市町村の災害に関する会議等の設置等 

(1) 北海道・三陸沖後発地震注意情報の伝達 

北海道・三陸沖後発地震注意情報の伝達に係る関係者の連絡体制は次のとおりとする。 

① 市内部及び関係機関相互間の伝達体制 

気象庁において一定精度のＭｗ（モーメントマグニチュード）を推定し、北海道・三陸沖後

発地震注意情報の発信条件を満たす先発地震であると判断でき次第、「北海道・三陸沖後発地震

注意情報」の発表と内閣府・気象庁合同記者会見が開催され、当該情報は報道機関のテレビ報

道等により周知される。その他、気象庁から防災情報提供システムのメール配信等により県

（危機管理総室）及び市へ北海道・三陸沖後発地震注意情報を伝達する。 

② 地域住民等並びに防災関係機関に対する伝達体制 

市は、防災行政無線や緊急速報メール、FAX、防災アプリ等で後発地震への注意を促す情報そ

の他これらに関連する情報や後発地震に対して注意する措置等（以下、「後発地震への注意を促

す情報等」）を地域住民や企業等に伝達する。 

③ 情報伝達に当たって留意すべき事項 

勤務時間内及び勤務時間外の時間帯に応じ、伝達が確実に行われるよう留意する。 

防災行政無線や緊急速報メール等の活用、地域の自主消防組織やその他の公共的団体等の協

力による伝達手段の多重化に努め、可能な限り短い時間内において正確かつ広範に伝達を行え

るよう留意する。 

地域住民等に対する後発地震への注意を促す情報等の伝達を行う際には、具体的にとるべき

行動を併せて示すこと等に配慮する。 

状況の変化等に応じて、後発地震への注意を促す情報等を逐次伝達するために必要な措置を

講ずるとともに、地域住民等が正確に理解できる平明な表現を用い、当該措置を反復継続して

行うよう努める。 

外国人等の特に配慮を要する者に対する情報伝達については、外国語放送等様々な周知手段

を活用するよう努める。 
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地域住民等への広報は、第３章「災害応急対策」第５節「災害情報の収集・伝達」を参照す

るものとする。 

 

(2) 市の災害に関する会議等の設置 

災害対策本部等の設置運営方法その他の事項については、第３章「災害応急対策」第１節

「災害対策本部の組織・運営」を参照するものとする。 

 

2 後発地震への注意を促す情報等が発信された後の周知 

市は、地域住民等に冷静な対応を呼びかけるとともに、後発地震への注意を促す情報等の内

容、交通に関する情報、ライフラインに関する情報、生活関連情報等、地域住民等に密接に関

係のある事項について周知するよう努める。 

後発地震が発表された後の広報は、第３章「災害応急対策」第５節「災害情報の収集・伝

達」を参照するものとする。 

 

3 災害応急対策をとるべき期間等 

市は、北海道・三陸沖後発地震への注意を促す情報の発信に至った地震の発生から１週間、

後発地震に対して注意する措置を講ずる。 

 

4 市のとるべき措置 

市は、後発地震への注意を促す情報等が発信された場合において、地域住民等に対し、日頃

からの地震への備えの再確認や、円滑かつ迅速な避難をするための備え等の防災対応をとる旨

を呼びかける。 

また、市は日頃からの地震への備えを再確認するとともに、施設・設備等の点検等により円

滑かつ迅速な避難を確保するよう備える。 

なお、後発地震に対して注意する措置は以下のとおりである。 

ア 家具等の固定、家庭等における備蓄の確認等日頃からの地震の備えの再確認 

イ 避難場所・避難経路の確認、家族等との安否確認手段の取り決め、非常持出品の常時携

帯等、円滑かつ迅速に避難するための備え 

ウ 施設内の避難経路の周知徹底、情報収集・連絡体制の確認、機械・設備等の転倒防止対

策・点検等、施設利用者や職員の円滑かつ迅速な避難を確保するための備え 

エ 個々の病気・障害等に応じた薬、装具及び非常持出品の準備、避難行動を支援する体制

の再確認・徹底等、要配慮者の円滑かつ迅速な避難を確保するための備え 

 

第 6 節 防災訓練に関する事項 
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市は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域に係る大規模な地震を想定した

防災訓練を、定期的に実施するよう努める。その際、津波警報等又は後発地震への注意を促す

情報等が発信された場合の情報伝達に係る防災訓練を実施する。 

実施する訓練は、積雪寒冷地特有の課題を踏まえるとともに、県、防災関係機関、関係施

設・事業者等との共同訓練を行うことや地域住民等の協力及び参加を得るよう配慮し、内容を

高度かつ実践的なものとするよう努める。また、想定される地震の影響が広域にわたることに

配慮し、指定行政機関、指定公共機関、他の市町村等との連携を図ることに努めるほか、要配

慮者のニーズ等に十分配慮し、地域において要配慮者等を支援する体制が整備されるよう努め

るとともに、被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視点に十分配慮するよう努める。 

防災訓練の実施は、第２章「災害予防」、第３節「被災経験を活かした防災知識の普及及び訓

練」を参照するものとする。 

 

第 7 節 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項 

 

1 市職員等に対する教育 

市は、職員等に対し、地震防災上果たすべき役割等に相応した教育を実施する。職員等に対

する教育に含むべき事項は以下のとおりとする。 

市職員等に対する教育の実施は、第２章「災害予防」、第３節「被災経験を活かした防災知識の

普及及び訓練」を参照するものとする。 

ア 地震及び津波に関する一般的な知識 

イ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関す

る知識 

ウ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策として現在講じられている対策に関する知

識 

エ 後発地震への注意を促す情報の内容及びこれに基づきとられる措置の内容 

オ 後発地震への注意を促す情報が発信された場合及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震

が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

カ 後発地震への注意を促す情報が発信された場合及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震

が発生した場合に職員等が果たすべき役割 

キ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策として今後取り組む必要のある課題 

 

2 地域住民等に対する教育・広報 

(1) 地域住民等に対する教育・広報事項 

市は、東日本大震災の教訓や日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震により想定される被害等を

踏まえ、防災意識の普及・啓発に努めるとともに、地域住民等が津波からの避難を始めとし
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て、国からの指示が発せられた場合等に的確な判断に基づいた行動ができるよう教育・広報を

実施する。地域住民等に対する教育・広報に含むべき事項は以下のとおりとする。なお、地域

住民等に対する教育・広報の実施は、第２章「災害予防」、第３節「被災経験を活かした防災知

識の普及及び訓練」を参照するものとする。 

ア 地震及び津波に関する一般的な知識 

イ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関す

る知識 

ウ 後発地震への注意を促す情報の内容及びこれに基づきとられる措置の内容 

エ 後発地震への注意を促す情報が発信された場合及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震

が発生した場合の出火防止対策、近隣の人々と協力して行う救助活動・避難行動、自動車

運転の自粛等、防災上とるべき行動に関する知識 

オ 正確な情報の入手方法 

カ 防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

キ 各地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識 

ク 各地域における避難場所及び避難経路に関する知識 

ケ 地域住民等自らが実施し得る、最低でも３日間分、可能な限り１週間分程度の生活必需

品の備蓄、家具の固定、出火防止等の平素からの対策及び災害発生時における応急措置の

内容や実施方法 

コ 住居の耐震診断と必要な耐震改修の実施 

サ 防寒具等の冬季における避難の際の非常持出品 

(2) 地域住民等に対する教育・広報の実施にあたり留意すべき事項  

地域の自主防災組織、事業所等の自衛消防組織、各種の商工団体、ＰＴＡ、その他の公共的

団体等の協力を得るなどの多様な手段を用い、できるだけ住民等の立場を考慮した具体的な教

育・広報を行うよう配慮する。 

要配慮者のニーズ等に十分配慮し、地域において要配慮者等を支援する体制が整備されるよ

う努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視点に十分配慮するよう努め

る。 

推進地域内外の住民等が日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に対する防災意識を向上させ、

これに対する備えを充実させるために必要な措置を講ずるよう努める。 

教育及び広報の実施に当たって、ラジオ、テレビ、映画、新聞等を含む媒体を利用するほ

か、可能な限り地域の実情を反映した具体的な内容とするよう考慮する。 

地震対策の実施上の相談を受ける窓口を設置する等具体的に地域住民等が地震対策を講ずる

上で必要とする知識等を与えるための体制の整備についても留意する。 
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５・８ 

 

 

 

 

（新設） 

現地の地理に不案内な観光客等に対しては、パンフレットやチラシを配布したり避難誘導看

板を設置したりするなどして、避難対象地域や避難場所、避難経路等についての広報を行うよ

う留意する。 

 

第 8 節 津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項 

津波避難対策緊急事業を行う区域ごとに、実施すべき事業の種類並びに目標及び達成期間は

次のとおりとする。 

 

津波避難対策緊急事

業を行う区域 

津波から避難するために必要な緊急に実施

すべき事業の種類 

目標 達成期間 
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７・２ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

８・１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８・２ 

 

 

 

 

第７章 大規模な火事災害対策計画 

第２節 大規模な火事災害応急対策 

１ 災害情報の収集伝達 

 ⑴ 災害情報の収集 

（略） 

                                     

                  

 

３ 捜索、救助・救急及び医療救護活動 

 ⑵ 市 

  （略） 

  ② 消火活動 

ア 災対消防本部は、火災発生の連絡を受けたときは、           

  ただちに火災の状況を把握して迅速に消火活動を行う。 

 

第８章 林野火災対策計画 

第１節 林野火災予防対策 

２ 予防対策 

⑴ 林野火災の特性 

林野火災は、その発火地点等、山林の特殊性による火災の早期発見が困難なこ

と、また、現場到着の遅延から生ずる初期消火の困難や水利の不便等もあり、                         

                                  一

般火災に対する消防活動とは著しく異なっている。 

（略） 

 

第２節 林野火災応急対策 

１ 災害情報の収集伝達 

 ⑴ 災害情報の収集 

（略） 

                                    

                    

 

３ 捜索、救助・救急及び医療救護活動 

 ⑵ 市 

  （略） 

第７章 大規模な火事災害対策計画 

第２節 大規模な火事災害応急対策 

１ 災害情報の収集伝達 

 ⑴ 災害情報の収集 

（略） 

キ 災対消防本部は、ドローンにより上空から被害状況の把握を行い、必要に応

じ災害対策本部等に映像を伝送する 

 

３ 捜索、救助・救急及び医療救護活動 

 ⑵ 市 

  （略） 

② 消火活動 

ア 災対消防本部は、火災発生の連絡を受けたときは、ドローンなどを活用し

て、ただちに火災の状況を把握して迅速に消火活動を行う。 

 

第８章 林野火災対策計画 

第１節 林野火災予防対策 

２ 予防対策 

⑴ 林野火災の特性 

林野火災は、その発火地点等、山林の特殊性による火災の早期発見が困難なこ

と、また、現場到着の遅延から生ずる初期消火の困難や水利の不便等もあるとと

もに、飛び火等により広範囲に延焼拡大し、大規模化する危険性があるなど、一

般火災に対する消防活動とは著しく異なっている。 

（略） 

 

第２節 林野火災応急対策 

１ 災害情報の収集伝達 

 ⑴ 災害情報の収集 

（略） 

キ 災対消防本部は、ドローンにより上空から被害状況の把握を行い、必要に応

じ災害対策本部等に映像を伝送する 

 

３ 捜索、救助・救急及び医療救護活動 

 ⑵ 市 

   （略） 
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② 消火活動 

ア 林野火災がその発生場所、風向及び地形等現地の状況によって常にその変

化に応じた措置を講じる必要があることを考慮し、消火活動にあたっては、

次の事項を検討して最善の方策を講じる。 

                 

             

② 消火活動 

 ア 林野火災がその発生場所、風向及び地形等現地の状況によって常にその変

化に応じた措置を講じる必要があることを考慮し、消火活動にあたっては、

次の事項を検討して最善の方策を講じる。 

m 遠距離送水体制の構築 

n  ドローンの活用 
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章

・節 
現 行 計 画 

修正

理由 
修  正  案 

 

 

 
５ 指定公共機関 

関係機関 事務又は業務の大綱 

国立研究開発法人 
 量子科学技術研究開発

機構 

⑴ 原子力災害医療活動に関すること。 
⑵ 専門機関との連携強化に関すること。 
⑶ 専門家の派遣に関すること。 
⑷ 緊急時モニタリング体制の整備に関すること。 
⑸ 避難の際の住民等に対する避難退域時検査支援

に関すること。 
⑹ 住民相談窓口の設置等に関すること。 
⑺ 災害応急対策の技術的支援（検討・助言）に関す

ること。 
国立研究開発法人 
 日本原子力研究開発機

構 

⑴ 関係機関との連携強化に関すること。 
⑵ 専門家の派遣に関すること。 
⑶ 緊急時モニタリング体制の整備に関すること。 
⑷ 避難の際の住民等に対する避難退域時検査支援

に関すること。 
⑸ 住民相談窓口の設置等に関すること。 
⑹ 災害応急対策の技術的支援（検討・助言）に関す

ること。 
  東日本電信電話㈱－

福島支店 
NTT ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 
㈱NTT ﾄﾞｺﾓ東北支社 
KDDI㈱ 
ソフトバンク㈱ 

⑴ 通信の確保に関すること。 
⑵ 災害時優先電話に関すること。 
⑶ 仮設回線の設置に関すること。 

東日本旅客鉄道㈱ 
（東北本部福島支店、水

戸支社） 

救援物質及び避難者の輸送の協力に関すること。 

日本赤十字社福島県支部 ⑴ 医療班救護チーム等への派遣に関すること。 
⑵ 義援金の募集に関すること。 

日本放送協会福島放送局 ⑴ 災害情報及び各種指示の伝達に関すること。 
⑵ 原子力防災に関する知識の普及に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商号変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
５ 指定公共機関 

関係機関 事務又は業務の大綱 

国立研究開発法人 
 量子科学技術研究開発

機構 

⑴ 原子力災害医療活動に関すること。 
⑵ 専門機関との連携強化に関すること。 
⑶ 専門家の派遣に関すること。 
⑷ 緊急時モニタリング体制の整備に関すること。 
⑸ 避難の際の住民等に対する避難退域時検査支援

に関すること。 
⑹ 住民相談窓口の設置等に関すること。 
⑺ 災害応急対策の技術的支援（検討・助言）に関す

ること。 
国立研究開発法人 
 日本原子力研究開発機

構 

⑴ 関係機関との連携強化に関すること。 
⑵ 専門家の派遣に関すること。 
⑶ 緊急時モニタリング体制の整備に関すること。 
⑷ 避難の際の住民等に対する避難退域時検査支援

に関すること。 
⑸ 住民相談窓口の設置等に関すること。 
⑹ 災害応急対策の技術的支援（検討・助言）に関す

ること。 
NTT 東日本    ㈱－

福島支店 
NTT ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 
㈱NTT ﾄﾞｺﾓ東北支社 
KDDI㈱ 
ソフトバンク㈱ 

⑴ 通信の確保に関すること。 
⑵ 災害時優先電話に関すること。 
⑶ 仮設回線の設置に関すること。 

東日本旅客鉄道㈱ 
（東北本部福島支店、水

戸支社） 

救援物質及び避難者の輸送の協力に関すること。 

日本赤十字社福島県支部 ⑴ 医療班救護チーム等への派遣に関すること。 
⑵ 義援金の募集に関すること。 

日本放送協会福島放送局 ⑴ 災害情報及び各種指示の伝達に関すること。 
⑵ 原子力防災に関する知識の普及に関すること。 

 
 



 いわき市地域防災計画（原子力災害対策編） 新旧対照表  

2 

 

章

・節 
現 行 計 画 
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３ 通信手段・経路の多様化等 

 

(4) 災害時優先電話等の活用 

市は、電信電話  株式会社等の電気通信事業者により提供されている

災害時優先電話等を原子力災害対策本部等が設置される市役所本庁舎、

各支所及び消防本部に整備するとともに、効果的な活用に努めるものと

する。 

 

 

 

【緊急輸送路線（第二次確保路線）】 

種 別 路 線 名 区 間 

一般国道 ３９９号 国道６号～小野四倉線 

 主要地方道  小名浜平線 

いわき上三坂小

野線 

日立いわき線 

いわき浪江線 

小名浜小野線 

いわき石川線 

常磐勿来線 

国道６号常磐ＢＰ～国道６号 

常磐勿来線～国道 399 号 

国道２８９号～常磐勿来線 

国道６号～常磐自動車道四倉

ＩＣ 

いわき上三坂小野線～小名浜

四倉線 

全線 

国道２８９号～日立いわき線 

一般県道  江名常磐線 

小名浜港線 

小名浜平線～かしま病院 

小名浜平線～小名浜港湾事務

所 

いわき市道 榎町・九反町線 

三倉・尼子線 

南町・東荒田線 

内郷・平線 

市営小名浜球場を結ぶ 

いわき地方振興局を結ぶ 

国道６号～常磐勿来線 

国道 49 号～福島労災病院 

 

 

 

 

 

商号変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 通信手段・経路の多様化等 

 

(4) 災害時優先電話等の活用 

市は、    NTT 株式会社等の電気通信事業者により提供されている

災害時優先電話等を原子力災害対策本部等が設置される市役所本庁舎、

各支所及び消防本部に整備するとともに、効果的な活用に努めるものと

する。 
 

 

 

【緊急輸送路線（第二次確保路線）】 
種 別 路 線 名 区 間 

一般国道 ３９９号 国道６号～小野四倉線 

 主要地方道  小名浜平線 

いわき上三坂小

野線 

日立いわき線 

いわき浪江線 

小名浜小野線 

いわき石川線 

常磐勿来線 

国道６号常磐ＢＰ～国道６号 

常磐勿来線～国道 399 号 

国道２８９号～常磐勿来線 

国道６号～常磐自動車道四倉

ＩＣ 

いわき上三坂小野線～小名浜

四倉線 

全線 

国道２８９号～日立いわき線 

一般県道  江名常磐線 

小名浜港線 

小名浜平線～かしま病院 

小名浜平線～小名浜港湾事務

所 

いわき市道 榎町・九反町線 

三倉・尼子線 

南町・東荒田線 

内郷・平線 

市営小名浜球場を結ぶ 

いわき地方振興局を結ぶ 

国道６号～常磐勿来線 

国道 49 号～福島労災病院 
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田町・三崎線 

小太郎町・尼子

町線 

長尾・仲山線 

十五町目・若葉

台線 

久保・下矢田線 

  東日本電信電話（株）－福

島支店を結ぶ 

松村総合病院を結ぶ 

市営平球場を結ぶ 

国道６号～国道６号バイパス 

江名常磐線～かしま病院 

臨海道路  小名浜臨海道路 幹線臨港道路２号線 

（小名浜四倉線～小名浜港湾

建設事務所） 

 

 

 

第 1 節 基本方針 
本章は、                                     

 情報収集事態、警戒事態又は施設敷地緊急事態が発生した場合の対応及び全面緊急事態に

至ったことにより原災法第 15 条に基づ く原子力緊急事態宣言が発出された場合の緊急事

態応急対策を中心に示したものである  。これ 以外の場合であっても原子力防災上必要

と認められるときは、本章に示した対策に準じて対応するものとする。 

第 2 節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び

通信の確保 
 

１ 情報収集事態が発生した際の通報連絡及び対応 

                                            

                                            

                                            

                                            

              

 

商号変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 計 画 に

合 わ せ る

ため、表現

の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田町・三崎線 

小太郎町・尼子

町線 

長尾・仲山線 

十五町目・若葉

台線 

久保・下矢田線 

NTT 東日本    （株）－福

島支店を結ぶ 

松村総合病院を結ぶ 

市営平球場を結ぶ 

国道６号～国道６号バイパス 

江名常磐線～かしま病院 

臨海道路  小名浜臨海道路 幹線臨港道路２号線 

（小名浜四倉線～小名浜港湾

建設事務所） 

 
 
 

第 1 節 基本方針 
本章は、原災法第 10 条に基づき原子力事業者から特定事象の通報があった場合の対応及

び                                         
           同第 15 条に基づき 原子力緊急事態宣言が発出された場合の緊急

事態応急対策を中心に示したものであるが、 これら以外の場合であっても原子力防災上必

要と認められるときは、本章に示した対策に準じて対応するものとする。 

第 2 節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び

通信の確保 
 

１ 情報収集事態が発生した際の通報連絡及び対応 

原子力規制委員会・内閣府合同情報連絡室及び県は、情報収集事態（発電所所在町において震

度５弱又は５強を観測する地震が発生した場合、又は原子力施設の運転に影響を及ぼすおそれが

ある核物質防護情報等が通報された場合）が発生した際には、次により連絡を行うものとする。 

※別図１ 通報連絡系統図（情報収集事態・警戒事態・施設敷地緊急事態・全面緊急事態が発

生した場合）（Ｐ.３８参照） 
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章

・節 
現 行 計 画 

修正

理由 
修  正  案 

⑴ 原子力防災管理者の対応 

原子力発電所の原子力防災管理者は、情報収集事態が発生した場合、安全確保協定に基づ

き、国、県及び関係市町村に、「東京電力ＨＤ㈱福島第一・第二原子力発電所に係る緊急時通

報連絡系統図」（以下「連絡系統図」という。）により通報連絡を行うこととされている。 

 

⑶  国     の対応 

原子力規制委員会は、情報収集事態を認知した場合には、情報収集事態の発生及びその後

の状況について、関係省庁         及び関係地方公共団体に対して情報提供を行

うものと  されている。また、原子力規制委員会・内閣府合同情報連絡室は、      

   関係地方公共団体に対し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡する    

  こととされている。 

 

⑵ 県     等の対応 

県は、情報収集事態の発生を認知した場合には、連絡体制を確立するものと   されて

おり、   情報収集事態の発生を認知したことについて、関係市町村及び関係する指定地

方公共機関に連絡する     こととされている。 

 

⑷  市の対応 

市は、情報収集事態（発電所所在町における震度 5弱又は震度 5強の地震）の発生につい

て通報連絡を受けた場合、直ちに警戒体制（情報収集事態体制）を立ち上げ、国、県及び関

係機関と緊密な情報交換を行うとともに、 原子力事業者及び県から通報連絡を受けた事項

について、必要に応じて本計画に定める指定地方公共機関等に連絡するものとする。 

 

 

２ 警戒事態発生の通報連絡及び対応 

                                           

                                            

                                         

                                           

             

 

 

誤記削除 

 

 

 

 

県 計 画 に

合 わ せ る

ため、表現

の変更 

 

 

県 計 画 に

合 わ せ る

ため、表現

の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 計 画 に

合 わ せ る

ため、表現

の変更 

 

⑴ 原子力防災管理者の対応 

 

＜削除＞ 

 

 

⑴  国が行う連絡 

原子力規制委員会は、情報収集事態を認知した場合には、情報収集事態の発生及びその後

の状況について、関係省庁、県及び関係市町村          に対して情報提供を行

うものとする     。   原子力規制委員会・内閣府合同情報連絡室は、県及び関係

市町村        に対し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡するものと

する        。 

 

⑵ 県が行う連絡     

県は、情報収集事態の発生を認知した場合には、連絡体制を確立するものとする。    

   また、情報収集事態の発生を認知したことについて、関係市町村及び関係する指定地

方公共機関に連絡するものとする        。 

 

⑶  市の対応 

市は、情報収集事態                         の発生につい

て通報連絡を受けた場合、直ちに警戒体制（情報収集事態体制）を立ち上げ、国、県及び関

係機関と緊密な情報交換を行うとともに、国      及び県から通報連絡を受けた事項

について、必要に応じて本計画に定める指定地方公共機関等に連絡するものとする。 

 

 

２ 警戒事態発生の通報連絡及び対応 

原子力発電所（以下「発電所」という。）において、原災法第 10 条に基づく特定事象には至

っていないものの、その可能性がある事故・故障又はそれに準じる事故・故障等が発生した場合

には警戒事態として、防災関係機関相互において、次により通報連絡を行うものとする。 

※別図１ 通報連絡系統図（情報収集事態・警戒事態・施設敷地緊急事態・全面緊急事態が発

生した場合）（Ｐ.３８参照） 
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・節 
現 行 計 画 

修正

理由 
修  正  案 

                

                                           

                              

 

⑴  国     の対応 

原子力規制委員会は、警戒事態に該当する自然災害                  

                                  を認知したとき

又は原子力事業者等により報告された事象が警戒事態に該当すると判断した場合には、警戒

事態の発生及びその後の状況について、関係省庁及び    関係   地方公共団体に対

して情報提供を行う  こととされている。また、国は警戒事態が発生した場合に原子力規

制庁緊急時対応センター（ERC：Emergency Response Center）に設置する原子力規制委員会・

内閣府原子力事故合同警戒本部において、県及び関係市町村に対し、連絡体制の確立等の必

要な体制をとるよう要請するものとし、                        

     その際、併せて気象情報を提供するものとされている。 

 

                       

              

                         

                                

    

                                          

                  

              

                                

                

                           

            

                                      

 

※警戒事態となる自然災害の自然災害の例 

ア 発電所所在町において、震度６弱以上の地震が発生した場合 

記 載 漏 れ

追記 

 

 

県 計 画 に

合 わ せ る

ため、表現

の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 計 画 に

合 わ せ る

ため、表現

の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 原子力事業者からの通報連絡 

  原子力事業者の原子力防災管理者は、警戒事態が発生した場合、県をはじめ官邸（内閣官房）、

原子力規制委員会、関係市町村、関係機関等へ連絡するものとする。 

 

⑵  国が行う連絡    

原子力規制委員会は、警戒事態に該当する自然災害（発電所所在町における震度６弱以上

を観測する地震が発生した場合又は福島県に大津波警報が発表された場合）を認知したとき

又は原子力事業者等により報告された事象が警戒事態に該当すると判断した場合には、警戒

事態の発生及びその後の状況について、関係省庁及び県並びに関係市町村      に対

し 情報提供を行うもの  とされている。また、国は警戒事態が発生した場合に原子力規

制庁緊急時対応センター（ERC：Emergency Response Center）に設置する原子力規制委員会・

内閣府原子力事故合同警戒本部において、県及び関係市町村に対し、連絡体制の確立等の必

要な体制をとるよう要請するものとし、それぞれの場合において以下の要請を行うものとさ

れている。その際、併せて気象情報を提供するものとされている。 

 

ア 警戒事態に該当する自然災害が発生した場合 
 (ｱ) 関係地方公共団体 
   連絡体制の確立等の必要な体制をとること。 
イ 警戒事態に該当する原子力施設の重要な故障等が発生した場合 
 (ｱ) 県 
   緊急時モニタリングセンターの立ち上げ準備協力、モニタリングポストの監視強化そ

の他の緊急時モニタリングの準備。 
 (ｲ) PAZ を含む関係市町村 
   施設敷地緊急事態要避難者の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）。 
 (ｳ) 避難指示区域を含む関係市町村 
   一時立入の中止及び一時立入している住民等の退去準備。 
 (ｴ) UPZ 外の市町村 
   施設敷地緊急事態要避難者の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）への協力。 
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・節 
現 行 計 画 

修正

理由 
修  正  案 

イ 福島県において、大津波警報が発令された場合 

 ※原子力規制委員会が判断する警戒事態の例 

 対策指針の表 2「各緊急事態区分を判断する EAL の枠組みについて」に掲げる警戒事態を判断

する EAL 

 

⑵ 県     の対応 

県は、原子力規制委員会又は原子力事業者から通報・連絡を受けた場合など、警戒事態の

発生を認知した場合には、連絡体制の確立等の必要な体制をとるものとし、関係市町村及び

関係する指定地方公共機関に連絡するものと  されている。 

 

⑶ 市の対応 

市は、原子力規制委員会からの連絡があった場合など、警戒事態の発生について通報連絡

を受けた場合、直ちに警戒体制（警戒事態体制）を立ち上げ、国、県及び原子力事業者等と

連携して情報収集を行うとともに、警戒事態の発生を認知したことについて、本計画に定め

る指定地方公共機関等に連絡するものとする。 

 

 

３ 施設敷地緊急事態発生の通報連絡及び対応 

                                            

                      

                                            

                

(1) 施設敷地緊急事態の通報連絡を受けた場合の対応 

ア 原子力     防災管理者の    対応 

      発電所の原子力防災管理者は、                     

施設敷地緊急事態の通報を受けた場合、直ちに        連絡系統図により、 内閣

府、  関係   地方公共団体、関係都道府県の警察本部 、海上保安部及び関係市町村

を管轄する消防本部等に対し、                            

      所定の様式（原子力事業者防災業務計画に定める「特定事象発生通報（原子炉

施設）」様式）により FAX で送付するとともに、電話    でその着信を確認することと 

  されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 計 画 に

合 わ せ る

ため、表現

の変更 

 

 

 

 

県 計 画 に

合 わ せ る

ため、表現

の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
                      
                                            
      
 
⑵ 県が行う連絡    

県は、原子力規制委員会又は原子力事業者から通報・連絡を受けた場合など、警戒事態の

発生を認知した場合には、連絡体制の確立等の必要な体制をとるものとし、関係市町村及び

関係する指定地方公共機関に連絡するものとする     。 
 
⑶ 市の対応 

市は、                      警戒事態の発生について通報連絡

を受けた場合、直ちに警戒体制（警戒事態体制）を立ち上げ、国、県及び原子力事業者等と

連携して情報収集を行うとともに、警戒事態の発生を認知したことについて、本計画に定め

る指定地方公共機関等に連絡するものとする。 
 
 

３ 施設敷地緊急事態発生の通報連絡及び対応 

 発電所において、原災法第 10 条に基づく特定事象が発生した場合には、防災関係機関相互に

おいて、次により通報連絡を行うものとする。 
 ※別図１ 通報連絡系統図（情報収集事態・警戒事態・施設敷地緊急事態・全面緊急事態が発

生した場合）（Ｐ.４９参照） 
                        
⑴  原子力事業者から     の通報連絡   

原子力事業者   の原子力防災管理者は、原災法第 10 条に定める特定事象発見又は発見 
       の通報を受けた場合、直ちに原災法に定める様式     により、国   
 、県、関係市町村      、       警察本部等、海上保安部及び関係市町村

を管轄する消防本部等に対し、次に掲げる内容を記した文書を、同時にファクシミリで送信

するものとし                                        

                     、電話等により その着信を確認することと

する     。 
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なお、通信網が被災するなど、電話等による連絡が困難な場合は、原子力事業者は衛星携

帯電話等を所持した連絡員を県及び関係市町村（ＵＰＺの 13 市町村）に派遣することと  

されている。 

                                            

                                      

            

            

          

          

                                           

                      

                                            

                                     

                                            

                                   

 

イ  国     の対応 

(ｱ) 原子力規制委員会は、通報を受けた事象について、      直ちに「原子力緊急事

態        宣言」を発出すべきか否かの判断を   行い、事象の概要、事象の

今後の進展の見通し等 事故情報等について官邸（内閣官房）、内閣府、関係地方公共団

体 及び関係都道府県の警察本部    に連絡することとされている。また、原子力規

制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部は、必要に応じＰＡＺを含む地方公共団体に対

しては、施設敷地緊急事態要避難者の避難実施、施設敷地緊急事態要避難者以外の住民の

避難準備（避難先、輸送手段の確保等）を行うよう、ＵＰＺを含む地方公共団体に対して

は、屋内退避の準備を行うよう、ＵＰＺ外の区域を管轄する地方公共団体に対しては、避

難した施設敷地緊急事態要避難者の受入れ及び施設敷地緊急事態要避難者以外の住民の避

難準備（避難先、輸送手段の確保等）に協力するよう、           要請 す

るものと     されている。 

               

                  

                                     

 

 

 

県 計 画 に

合 わ せ る

ため、表現

の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 計 画 に

合 わ せ る

ため、表現

の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、通信網が被災するなど、電話等による連絡が困難な場合は、原子力事業者は衛星携

帯電話等を所持した連絡員を県及び関係市町村          に派遣することとする 
     。 

  また、通報を受けた事象に対する発電所への問い合わせについては、原則として、県、関係

市町村に限るものとし、問い合わせは簡潔、明瞭に行うよう努めるものとする。 
ア 特定事象発生の時刻 
イ 特定事象発生の場所 
ウ 特定事象の種類 
エ 想定される原因 
オ 検出された放射線量の状況、検出された放射性物質の状況又は主な施設･設備等の状況 
カ その他特定事象の把握に参考となる情報 
さらに、第２報以降についても、事業者は、上記に準じ定期的に又は事故の推移によって

は随時、関係機関に正確な情報を速やかに通報するよう努めるものとする。 
県が、災害対策本部を設置した後は、県災害対策本部及び原子力災害対策センター（オフ

サイトセンター）の原子力現地災害対策本部にも連絡するものとする。 
 
⑵  国が行う連絡    

    原子力規制委員会は、通報を受けた事象について、発生の確認と    原子力緊急事

態が発生しているか          否かの判断を直ちに行い、事象の概要、    

  今後の進展 見通し等の事故情報等について官邸       、内閣府、関係地方公共団

体、  関係都道府県の警察本部及び住民に連絡することとされている。また、原子力規制

委員会・内閣府原子力事故合同対策本部は、                      

                                            

                                            

                                            

                                            

                             それぞれに対し以下の要請を  

    行うこととされている。 
ア PAZ を含む関係市町村 
  施設敷地緊急事態要避難者の避難実施。 
  施設敷地緊急事態要避難者以外の住民等の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）。 
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(ｲ) 原子力運転検査官等現地に配置された国の職員は、施設敷地緊急事態発生後、直ち

に現場の状況等を確認し、その結果について速やかに原子力防災専門官へ連絡するこ

ととされている。また、原子力防災専門官は、収集した情報を整理し、国及び関係地

方公共団体に連絡することとされている。 

                   

                                           

                                           

                           

                                           

                                           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 計 画 に

合 わ せ る

ため、表現

の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 避難指示区域を含む関係市町村 
  一時立入している住民等の退去開始。 
ウ UPZ を含む関係市町村 
  住民等の屋内退避の準備。 
エ UPZ 外の市町村 
  避難した施設敷地緊急事態要避難者の受入れ。 

     施設敷地緊急事態要避難者以外の住民等の避難準備（避難先、輸送手段の確保等） 
への協力。 

オ その他 
     県及び関係市町村は、施設敷地緊急事態における防護措置を実施するに当たり、国に

おける要請内容の判断のため、次の事項について、事前の状況把握等を行い、国と共

有するとともに、要請後においても、防護措置の実施状況等の共有を図るなど、県及

び関係市町村は国とそれぞれが実施する対策について相互に協力するものとする。 
      ・施設敷地緊急事態要避難者の数及び内訳並びに避難の方針 
      ・避難ルート、避難先の概要 
      ・移動手段の確保見込み 
      ・その他必要な事項 

                                          

                                          

                                          

                    
⑶ 原子力防災専門官等が行う連絡 

  ア 原子力運転検査官は、特定事象発生後、直ちに現場の状況等を確認し、その結果につい

て速やかに原子力防災専門官に連絡することとされ、また、原子力防災専門官は、収集し

た情報等を整理し、県、関係市町村に連絡することとされている。 
イ 原子力防災専門官は、現地における情報の収集を行うとともに、国、県、関係市町村、

事業者関係機関等で構成される現地事故対策連絡会議において連絡・調整等を行うことと

されている。 
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章

・節 
現 行 計 画 

修正

理由 
修  正  案 

ウ  県     の対応 

                                           

         

(ｱ)  県は、発電所からの特定事象発生等の通報、国〔原子力規制委員会、原子力防災専門

官〕からの連絡、その他必要と思われる事項について、関係市町村及び防災関係機関等

に直ちに連絡するものと  されている。 

(ｲ)  県は、発電所からの通報がない状態において、県が設置しているモニタリングポスト

等により施設敷地緊急事態の通報を行うべき数値（毎時５マイクロシーベルト/時。ただ

し避難指示区域については、バックグラウンドの毎時放射線量を考慮し、毎時放射線量

(3 ヶ月平均)＋毎時５マイクロシーベルト/時検出時）の検出を発見した場合は、直ちに

原子力防災専門官            に連絡するものと  されている。 

                                       

                               

   県から連絡を受けた原子力防災専門官は、直ちに原子力運転検査官と連携して、

発電所の原子力防災   専門官に施設の状況確認を行うよう指示し、その結果につい

て国、県〔危機管理総室〕及び関係市町村に連絡することとされている。 

                                          

      

 

                                  

                                           

                                           

                        

 

エ 市の対応 

市は、施設敷地緊急事態の発生について通報連絡を受けた場合、直ちに災害対策本部を設置

し、発電所、国及び県から通報連絡を受けた事項について、本計画に定める指定地方公共機関

等に連絡するものとする。 

 

 

 

県 計 画 に

合 わ せ る

ため、表現

の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 計 画 に

合 わ せ る

ため、表現

の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶  県が行う連絡    
  県は、原子力事業者及び国から通報・連絡を受けた事項について、次のとおり連絡を行うも

のとする。 
ア  県は、発電所からの特定事象発生等の通報、国〔原子力規制委員会、原子力防災専門官〕

からの連絡、その他必要と思われる事項について、関係市町村及び防災関係機関等に直ち

に連絡するものとする     。 
イ  県は、発電所からの通報がない状態において、県が設置しているモニタリングポスト等

により施設敷地緊急事態の通報を行うべき数値（  ５マイクロシーベルト/時     

                                        

                        ）の検出を発見した場合は、直ちに

原子力防災専門官及び上席放射線防災専門官に連絡するものとする     。 

また、避難指示区域については、バックグラウンドの毎時放射線量を考慮し、毎時照射

線量（３ヶ月平均）＋５マイクロシーベルト／時検出時とする。 

なお、県から連絡を受けた原子力防災専門官は、直ちに原子力運転検査官と連携して、

発電所の原子力防災管理者   に施設の状況確認を行うよう指示し、その結果について

国、県       及び関係市町村に連絡することとされている。 
※別図２ 通報連絡系統図（県モニタリングポストにより５マイクロシーベルト／時を検

出した場合）（Ｐ.５０参照） 
 
⑷ 関係市町村・警察本部・関係市町村を管轄する消防本部が行う連絡 

関係市町村、警察本部、関係市町村を管轄する消防本部は、発電所からの特定事象発生等の

通報又は国〔原子力規制委員会〕及び県〔危機管理総室〕からの連絡等を受けた場合、直ち

に関係する所属機関等に対し連絡を行うものとする。 
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・節 
現 行 計 画 

修正

理由 
修  正  案 

         

                                            

                                           

                      

                                           

                                           

                                           

                

                                 

 

(2) 施設敷地緊急事態発生後の応急対策活動情報、被害情報等の連絡 

ア 原子力事業者の対応 

原子力事業者は、官邸（内閣官房）、原子力規制委員会、内閣府、関係地方公共団体、

関係都道府県の警察本部、市町村、所在市町村の消防機関、最寄の海上保安部、原子力防

災専門官等に施設の状況、被害の状況等を定期的に文書により連絡することとされてお

り、さらに、関係省庁事故対策連絡会議及び現地事故対策連絡会議に連絡することとされ

ている。 

なお、関係周辺市町村への連絡については、県から行うこととされている。 

イ 市の対応 

(ｱ) 市は、原子力規制委員会（原子力防災専門官を含む。）から情報を得るとともに、

原子力事業者等から連絡を受けた事項、自ら行う応急対策活動の状況等を随時連絡す

るなど、相互の連絡を密にするものとする。 

(ｲ) 市は、指定地方公共機関等との間において、原子力事業者及び国から通報連絡を

受けた事項、自ら行う応急対策活動の状況等を随時連絡するなど、連絡を密にするも

のとする。 

(ｳ) 市は、県との間において、各々が行う応急対策活動の状況等について相互の連絡

を密にするものとする。 

(ｴ) 市は、国の現地事故対策連絡会議との連携を密にするものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸ 市の対応 
ア 市は、原子力規制委員会（原子力防災専門官を含む。）から情報を得るとともに、原子力

事業者等から連絡を受けた事項、自ら行う応急対策活動の状況等を随時連絡するなど、相互

の連絡を密にするものとする。 
イ 市は、指定地方公共機関等との間において、原子力事業者及び国から通報連絡を受けた事

項、自ら行う応急対策活動の状況等を随時連絡するなど、連絡を密にするものとする。 
ウ 市は、県との間において、各々が行う応急対策活動の状況等について相互の連絡を密にす

るものとする。 
エ 市は、国の現地事故対策連絡会議との連携を密にするものとする。 
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４ 全面緊急事態発生の通報連絡及び対応 

                                           

                           

                                           

       

 

⑴ 原子力防災管理者の対応 

   原子力事業者の原子力防災管理者は、                       

                                            

                                            

     

                                           

                              

                                            

                     

                                            

                                  全面緊急事態発生

後又は発見の通報を受けた場合、直ちに官邸（内閣官房）、原子力規制委員会、内閣府、関係地

方公共団体、関係都道府県の警察本部、所在市町村の消防機関、最寄りの海上保安部署、自衛隊、

原子力防災専門官等に同時に文書を FAX で送付することとされている。さらに、主要な機関等に

対してはその着信を確認することとされている。なお、市は通報を受けた事象に対する原子力事

業者への問い合わせについては簡潔、明瞭に行うよう努めるものとする。 

 

⑵ 国     の対応 

ア 原子力規制委員会は、                                

          全面緊急事態が発生したと判断した場合は、その旨を直ちに内閣総理大臣

に上申するものとされている。 

イ 内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言を発出するとともに、緊急事態応急対策を実施すべき

市町村長及び知事に対し、内閣総理大臣が示す避難又は屋内退避及び安定ヨウ素剤の服用又はそ

の準備に関する指示等を含む緊急事態応急対策に関する事項を文書をもって連絡することとさ

れている。 

 

 

県 計 画 に

合 わ せ る

ため、表現

の変更 

 

県 計 画 に

合 わ せ る

ため、表現

の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 計 画 に

合 わ せ る

ため、表現

の変更 

 

 

 

４ 全面緊急事態発生の通報連絡及び対応 

発電所において、発生した特定事象が原災法第 15 条の規定に該当した場合には、防災関係機

関相互において、次により通報連絡を行うものとする。 
 ※別図１ 通報連絡系統図（情報収集事態・警戒事態・施設敷地緊急事態・全面緊急事態が発

生した場合）（Ｐ.４９参照） 
 
⑴ 原子力防災管理者の対応 
発電所      の原子力防災管理者は、発生した特定事象が原災法第 15 条の規定に該当

した場合には、直ちに、国、県、関係市町村、警察本部等、海上保安部及び関係市町村を管轄す

る消防本部等に対し、通報文書を、同時にファクシミリで送信し、電話でその着信を確認するも

のとする。 
さらに、事業者は、その後の事故の状況についても、上記に準じ定期的に又は事故の水位によ

っては随時、関係機関に正確な情報を速やかに提供するものとする。 
なお、通信網が被災するなど、電話等による連絡が困難な場合に、事業者は衛星電話等を携帯

した連絡員を県及び関係市町村に派遣するものとする。 
また、通報を受けた事象に対する発電所への問い合わせについては、原則として、県、関係市

町村に限るものとし、問い合わせは簡潔、明瞭に行うよう努めるものとする。         
                                            
                                            
                                            
                                            
                                 
 
⑵ 国が行う連絡    
原子力規制委員会は、発生した特定事象について、原災法第 15 条の原子力緊急事態に該当す

ると判断した場合                  、その旨を直ちに内閣総理大臣に上申

するものとされている。 
内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言を発出するとともに、緊急事態応急対策を実施すべき市

町村長及び知事に対し、内閣総理大臣が示す避難又は屋内退避及び安定ヨウ素剤の服用又はその

準備に関する指示等を含む緊急事態応急対策に関する事項を文書をもって連絡することとされ

ている。 
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章

・節 
現 行 計 画 

修正

理由 
修  正  案 

なお、  原子力災害対策本部又は原子力災害現地対策本部 は、事態の変化により、緊急事

態応急対策を実施すべき市町村及び緊急事態応急対策の内容を変更したときは、緊急事態応急対

策を実施すべき市町村長及び知事に対し、その指示等を文書をもって連絡することとされてい

る。 

また、原子力災害対策本部は、          ＵＰＺを含む関係市町村に対し、住民等

の屋内退避の開始及びＯＩＬに基づく住民の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）の指示等を

行うこととされている。 

                

                

                

                

                              

                

         

                               

                

        

                                            

                                            

                                            

                       

                    

                           

              

            

          

                                            

                                            

                                             

                                         

ウ 原子力防災専門官等現地に配置された国の職員は、オフサイトセンターにおいて、必要な情

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、国〔原子力災害対策本部又は原子力災害現地対策本部〕は、事態の変化により、緊急事

態応急対策を実施すべき市町村及び緊急事態応急対策の内容を変更したときは、緊急事態応急対

策を実施すべき市町村長及び知事に対し、その指示等を文書をもって連絡することとされてい

る。 

また、原子力災害対策本部は、それぞれに対して以下                   

                                     の指示等を

行うこととされている。 

 ア PAZ を含む関係市町村 
   住民等の避難実施 
 イ UPZ を含む関係市町村 
   住民等の屋内退避の開始 
   OIL に基づく住民の避難準備（避難先、輸送手段の確保等） 
 ウ UPZ 外の市町村 
  住民の受入 
  OIL に基づく避難の準備への協力（避難先、輸送手段の確保等） 
  必要に応じて、屋内退避 
 エ その他 
県及び関係市町村は、全面緊急事態における防護措置を実施するに当たり、国における指示内

容の判断のため、次の事項について、事前の状況把握等を行い、国と共有するとともに、指示後

においても、防護措置の実施状況等の共有を図るなど、県及び関係市町村は国とそれぞれ実施す

る対策について相互に協力するものとする。 
・ＰＡＺ内の避難者の数及び避難の方針 
・ＵＰＺ内の屋内退避の対象者の数と屋内退避の方針 
・避難ルート、避難先の概要 
・移動手段の確保見込み 
・その他必要な事項 
合同対策協議会は、原子力規制委員会・内閣府事故合同対策本部、原子力規制委員会・内閣府原

子力事故合同現地対策本部及び関係地方公共団体が相互に協力して作成したＰＡＺ内の避難者

の数や避難の方針等を含む全面緊急事態における防護措置の実施方針について確認を行った後、

関係地方公共団体や原子力災害対策本部等との間で認識の共有を図るものとされている。 
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修正

理由 
修  正  案 

報の収集・整理を行うとともに、継続的に緊急事態応急対策実施区域に係る市町村及び県をはじ

め原子力事業者、関係機関等の間の連絡・調整等を行うこととされている。 

エ 関係地方公共団体が全面緊急事態における防護措置を実施するに当たり、次の事項につい

て、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部等において、指示内容の判断のため関係

地方公共団体等より事前の状況把握等を行うとともに、指示後においても、原子力災害合同対策

協議会等において防護措置の実施状況等の共有を図るなど、国と関係地方公共団体はそれぞれが

実施する対策について相互に協力するものとする。 

・ PAZ 内の避難者の対象者の数と避難の方針 

・ UPZ 内の屋内退避の対象者の数と屋内退避の方針 

・ 避難ルート、避難先の概要 

・ 移動手段の確保見込み 

・ その他必要な事項 

 

⑶ 県     の対応 

県は、                                        

                                            

                         県内市町村（関係市町村を除く）、県内

各消防本部（関係市町村を管轄する消防本部を除く）及び指定地方公共機関に対し、発電所から

の特定事象発生等の通報、発電所からの特定事象が原災法第 15条に該当した場合の報告及び環

境放射線モニタリングや気象予測等、その他必要と思われる事項について、総合情報通信ネット

ワークや電子メール等により速やかに連絡するものとし、重要な指示等については、電話等でそ

の着信を確認することとされている。 

なお、これにより連絡を受けた各機関は、県、関係市町村、発電所への問い合わせについては、

緊急時対応の支障とならないよう配慮することとされている。 

 

                                 

                                            

                                            

                                   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 計 画 に

合 わ せ る

ため、表現

の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 計 画 に

合 わ せ る

ため、表現

の変更 

 

 

                                            
                                   
                                               

                                                    

                                             

                                             

                     
                     
                        
                 
               
             
 
⑶ 県が行う連絡    
県は、発電所から特定事象が原災法第 15 条に該当した場合の報告、国からの緊急事態応急対

策に関する事項の指示及び緊急時モニタリング情報等、その他必要と思われる事項等について、

関係市町村及び関係機関に直ちに連絡するものとする。                   
                                            

                                             

                                            

                                            
                   
                                            

                           
 
⑷ 関係市町村・警察本部・関係市町村を管轄する消防本部が行う連絡 
 関係市町村・警察本部・関係市町村を管轄する消防本部は、発電所から特定事象が原災法第

15 条に該当した場合の報告、国からの緊急事態応急対策に関する事項の指示等及び県からの連

絡を受けた場合、直ちに関係する所属機関等に対し連絡を行うものとする。 
 
⑸ 市の対応 
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 市は、国の現地対策本部、指定公共機関、県、指定地方公共機関及び原子力事業者その他関係

機関とともに、オフサイトセンターにおいて、施設の状況の把握、モニタリング情報の把握、医

療関係情報の把握、住民避難・屋内退避状況の把握等を担う「機能班」に職員を配置し、常時継

続的に必要な情報を共有するとともに、各々が行う緊急事態応急対策について必要な調整を行う

ものとする。 
また、市は、オフサイトセンターに派遣した職員に対し、市が行う緊急事態応急対策活動の状

況、被害の状況等に関する情報を随時連絡するものとする。 
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章

・節 
現 行 計 画 

修正

理由 
修  正  案 

【指定地方公共機関等連絡系統図】 

 

 

 

 

 

連絡担当部局等 連絡先 

危機管理部 

  東日本電信電話㈱-福島支店 

報道機関 

東北電力ネットワーク㈱いわき電力セ

ンター 

（一社）福島県エルピーガス協会いわき

支部 

保健福祉部 

（一社）いわき市医師会 

（一社）いわき市病院協議会 

（一社）いわき市歯科医師会 

（一社）いわき市薬剤師会 

（公社）福島県看護協会いわき支部 

農林水産部 

福島さくら農業協同組合 

いわき市森林組合 

漁業協同組合 

産業振興部 
いわき商工会議所 

商工会等商工業関係団体 

都市建設部 

東日本旅客鉄道㈱    仙台支社 

東日本旅客鉄道㈱水戸支社 

新常磐交通㈱ 

土木部 
（公社）福島県トラック協会いわき支部 

東日本高速道路㈱いわき管理事務所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商号変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組 織 名 称

変更 

 

 

 

【指定地方公共機関等連絡系統図】 

 

 

 

 

 

連絡担当部局等 連絡先 

危機管理部 

NTT東日本    ㈱-福島支店 

報道機関 

東北電力ネットワーク㈱いわき電力セ

ンター 

（一社）福島県エルピーガス協会いわき

支部 

保健福祉部 

（一社）いわき市医師会 

（一社）いわき市病院協議会 

（一社）いわき市歯科医師会 

（一社）いわき市薬剤師会 

（公社）福島県看護協会いわき支部 

農林水産部 

福島さくら農業協同組合 

いわき市森林組合 

漁業協同組合 

産業振興部 
いわき商工会議所 

商工会等商工業関係団体 

都市建設部 

東日本旅客鉄道㈱東北本部     

東日本旅客鉄道㈱水戸支社 

新常磐交通㈱ 

土木部 
（公社）福島県トラック協会いわき支部 

東日本高速道路㈱いわき管理事務所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京電力Ｈ 福島県 

いわき市災害対策本部 

東京電力Ｈ 福島県 

いわき市災害対策本部 


